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給水装置設計・施工基準（給水装置編） 

第１節 給水装置設計・施工基準 

１  給水装置の基本的要件 

給水装置については、水道法第16条（給水装置の構造及び材質）(以下｢法第16条｣という｡)

に基づき､水道法施行令第６条（給水装置の構造及び材質の基準）(以下｢政令｣という｡)が定め

られている。 

この政令は、法第16条に基づく水道事業者による給水契約の拒否や給水停止の権限を発動す

るか否かの判断に用いるもので、給水装置が有すべき必要最小限の基準を規定している。 

また、政令を適用するに当たり必要となる技術的な細目については、｢給水装置の構造及び

材質の基準に関する省令（厚生省令第14号）｣（以下｢構造・材質基準｣という｡）が定められ、

給水装置に用いようとする個々の給水管及び給水用具の性能確保のための基準（性能基準）と、

給水装置工事の施行の適正を確保するために必要な判断基準（給水装置システム基準）が規定

されている。 

以上から、給水装置工事の施行に当たっては、政令及び構造・材質基準を遵守し、適正な施

行を行わなければならない。 

（１）水道法第16条（給水装置の構造及び材質）

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定

める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を

拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止するこ

とができる。 

（２）水道法施行令第６条（給水装置の構造及び材質の基準）(政令)

第５条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

  一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れてい

ること。 

  二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著

しく過大でないこと。 

  三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

  四 水圧、土圧その他の過重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れる

おそれがないものであること。 

  五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

  六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

  七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあ

っては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は､国土交通省令で定め

る。 

（３）給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

この省令は、給水装置に用いようとする個々の製品が満たすべき性能の基準(性能基準と、

給水装置工事の施行の適正を確保するための基準(給水装置システム基準から構成される。 

給水装置工事の施行に当たっては、｢性能基準｣の適合性が証明された製品(自己認証品、

第三者認証品)を使用するとともに、｢給水装置システム基準｣の規定内容を遵守し、適正な施

行を行う必要がある。 「第六章 関係法令」を参照のこと。
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３  給水装置用材料 

配水管から分岐して設けられた給水管及びそれに直結して設けられる給水用具(以下、「給

水装置用材料」という。)は、水の汚染を防止する等の観点から、構造・材質基準に適合する

材料を使用しなければならない。 

構造・材質基準には個々の給水装置用材料の性能確保のための７項目の性能基準（｢耐圧

性能基準｣､｢浸出性能基準｣､｢水撃限界性能基準｣､｢逆流防止性能基準｣､｢負圧破壊性能基

準｣､｢耐寒性能基準｣及び｢耐久性能基準｣）が定められている。これらの性能基準は、給水

装置用材料ごとに、有すべき性能と使用場所等に応じて必要な項目が適用される。 

3.1 使用材料の選定 

給水装置用材料は、その特性及び定められた使用条件、制限措置を十分に考慮し、使

用箇所に適したものを選定しなければならない。 

3.2 性能基準に適合する給水装置用材料 

性能基準に適合する給水装置用材料は、次のとおりである。 

（１）第三者認証品 

製造業者等の希望に応じて、第三者認証機関が性能基準に適合することを証明、認

証した製品。 

第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否か等の

検査を行って基準適合性を認証した上で、当該認証機関の認証マークを製品に表示す

ることを認める。第三者認証機関には、(社)日本水道協会、(財)日本燃焼機器検査協

会、(財)電気安全環境研究所、(財)日本ガス機器検査協会及び(株)UL Japanがある。 

（２）JIS規格、JWWA規格のように性能基準の適合が明らかな製品

（３）自己認証品

製造業者や販売業者が自らの責任において、性能基準に適合していることを証明す

る製品。証明には、製造業者等が自ら又は試験機関等に委託して得た試験成績書等を使

    用する。 

（４）東京都規格品（参考）

 3.3  性能基準適合の確認方法 

給水装置用材料が性能基準に適合していることを確認する方法は次のとおりである。 

（１）第三者認証品の確認方法

第三者認証機関で認証した製品には、認証マーク（表-１参照）が表示されるので、

このマークを確認するか、第三者認証機関で発行する認証登録リスト、ホームページ

等の閲覧により確認する。 

（２）JIS認証品等の確認方法

下記の表示を確認する。

旧 JIS 表示 JIS 認証品 
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（３）自己認証品の確認方法 

当該製品の製造者に対して、構造・材質基準に適合していることが判断できる資料

（適合証明書、試験成績書等）の提示を求め、確認する。 

（４）東京都規格品（参考）の確認方法

①  の表示マーク（打刻・鋳出し・スタンプ・貼付シール等）を確認する。 

② 第三者認証機関の表示マークを確認する。

表－１ 

第三者認証機関名 審査内容 表示マーク 

(社)日本水道協会 

品質認証 

センター

性能基準の適合 

（基本基準） 

シール又は印刷等 打刻、鋳出し等 

日水協規格 

の適合 

（特別基準） 

シール又は印刷等 打刻、鋳出し等 

検 査 部 

ＪＩＳ規格、 

日水協規格等 

の適合 

打刻、鋳出し、押印等 証紙 

(財)日本燃焼機器 

検査協会 
性能基準の適合 

(財)電気安全環境 

研究所 
〃 

(財)日本ガス機器 

検査協会 
〃 

(株) UL Japan 〃 

 東 東 東  京  都  認  証  品
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3.4  給水装置用材料の特例 

配水管又は道路に敷設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近

い止水栓（当該止水栓が道路にある時は、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も

近いもの）までの部分の給水装置用材料(これを保護するための附属用具を含む｡)につい

ては、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速か

つ適切に行えるようにするため、給水条例第7条（給水管及び給水用具の指定）及び給水

条例施行規程第１０条（給水管及び給水用具の指定）の規定に基づき、市が指定した材料

を使用しなければならない。 

４  給水装置用材料の附属用具 

附属用具の指定等 

配水管又は道路に敷設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近

い止水栓（当該止水栓が道路にある時は、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も

近いもの）までの部分に使用する給水装置用材料を保護するための附属用具(メータます、

仕切弁きょう等)は、｢3.4 給水装置用材料の特例｣と同様に、市が指定した材料を使用しな

ければならない。 

また、上記以外に設置する止水栓及び量水器を保護する附属用具についても、メータ検針や

メータ引換等の作業を考慮し、市が指定または確認したものを使用することが望ましい。
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５  給水方式の決定 

給水方式には、直結給水方式と受水タンク方式があり、その方式は給水高さ、所要水量、使

用用途、維持管理面等を考慮し決定する。 

なお、建物の四階以上に給水栓を設置する場合については、受水タンク又は増圧給水設備を

設置しなければならない。 

ただし、別に定める一定の条件に適合する場合に限り、四階以上であっても特例直圧給水と

して給水することができる。 

5.1 給水方式の特徴 

（１）直結給水方式

直結給水方式には、直圧直結方式と増圧直結方式がある。この方式は、貯留機能がない

ので水道の断減水により支障をきたす建物への採用は避ける必要がある。 

ア 直圧直結方式

直圧直結方式は配水小管の水圧で蛇口まで直接給水する方式であり、給水できる階高

は原則として最大三階までである。 

ただし、三階建て建物の屋上部分に給水栓（散水用等の単独水栓に限る。）を設置す

る場合は、直圧直結給水方式の取扱いによる設計水圧によって水理計算を行い、給水に

支障がないことが確認された場合に限り、設置することができる。 

イ 増圧直結方式

増圧直結方式は、給水管の途中に増圧給水設備を設置し、給水管の圧力を増して給水

する方式である。 

この方式は、直圧直結方式では給水できない中高層建物へ直結での給水が可能である。 

また、受水タンク方式に比べ、配水小管の圧力を有効活用するので省エネルギー効果

がある。 

さらに、受水タンクが不要なため、省スペース化が図れるとともに、タンク清掃等の

衛生上の問題が解消できる。 

各戸への給水の方法として、ポンプ等で蛇口まで押し上げる直送方式と、ポンプにより高

所に置かれたタンクに給水し、そこから蛇口まで自然流下させる高置タンク方式がある。 

【特例直圧給水】（試験施工） 

増圧直結方式の対象であるが、現状の配水管圧力において、建物最上階の末端給水栓まで直圧

直結給水が可能な場合に、増圧給水設備（増圧ポンプ、減圧式逆流防止器及び制御装置等）の設

置を留保し、特例として直圧直結給水を認める。ただし、この給水方式は、特例として認めてい

るものであるので、受水タンク方式及び増圧直結方式との併用は認めない。 

（２）受水タンク方式

受水タンク方式は、配水小管から給水管を経た水を一旦受水タンクに貯留し、この受水タ

ンクからポンプ等で給水する方式である。

この方式は、配水小管の圧力が変動しても給水圧、給水量を常に一定に保つことができ、

また、タンクが使用水量の変動を調節できるので、一時的に多量の水を必要とする施設や使

用水量の変動が大きい施設及び建物に向いている。 

さらに、増圧直結方式と同様に各戸への給水の方法として、直送方式と高置タンク方式が

ある。 
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5.2 給水方式の選定上の注意点 

給水方式は水道の使用用途により次のような制約を受けるので、十分注意して決定する

必要がある。 

（１）直結給水方式が認められないもの

ア 一時に多量の水を使用するものや使用水量の変動が大きい施設、建物等で、配水小管の

水圧低下を来たすもの。 

イ 毒物、劇物及び薬品等の危険な化学物質を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵を行う工

場、事業所及び研究所。 

例： クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染色、食品加工、めっきなど

の事業を行う施設 

（２）受水タンク方式が適当なもの

ア 配水小管の水圧は常に変動しているので、常時一定の水圧、水量を必要とするもの。

イ 断水した場合に、業務停止になるなど影響が大きい施設や、設備停止により損害の発生

が予想される施設。 

例：ホテル、飲食店、救急病院等の施設で断水による影響が大きい場合 

食品冷凍機、電子計算機の冷却用水に供給する場合 

特に、冷凍機の冷却水等、給水の継続を必要とするものに対しては、水道が配水小管の

工事等で断水した場合、直結給水方式では大きな損害を被ることがあるため、平常時に

おいて直結給水方式の給水が可能であっても、受水タンク方式とすることが適当である。 

5.3  給水上付近に与える影響の防止 

（１）受水タンクを地下等に設置することにより、付近の給水に支障を及ぼすおそれのある場

合は、定流量弁や減圧弁を設置しこれを防止する。 

（２）夜間、その他一定の時間に給水する必要がある箇所については、電動弁を設置するなど、

所定の時間に開閉できる措置を講じる。 

給水方式 

直結給水方式 

直圧直結給水方式 

増圧直結給水方式 

受水タンク方式 

特例直圧給水方式（試験施工） 

標 準 型 

直列多段型 

並 列 型 

三階まで直圧直結給水方式 

（三階までの例外を含む） 
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６ 給水装置の形態 

給水装置の形態には、下図に示すように配水小管から分岐された給水装置が単独なもの

（「単独給水管」という。）と配水小管から分岐した給水管が途中で支分引用されているも

の（「連合給水管」という。）がある。 

単独給水管 連合給水管 

７  給水管の口径決定 

7.1 計画使用水量の決定 

計画使用水量は、給水装置の計画の基礎となるもので、建物や水の使用用途、使用人数、給水

栓数等を考慮した上で決定する。 

また、給水方式には直結給水方式と受水タンク方式があるが、下図に示すように、直結給水

方式は水栓での使用変動がそのまま管内流量の変動となり、受水タンク方式は、水栓の使用変

動がタンクに貯留された水によって平均化され、管内流量はほとんど一定となる。 

このように管内流量の変動は給水方式によって異なるので、計画使用水量も給水方式別に設

定する。 

水栓の使用変動 管内流量の使用変動 

直結給水方式の場合 受水タンク方式の場合 

（１）直結給水方式の計画使用水量 

直結給水方式の場合の計画使用水量は、同時使用水量（通常、単位としてℓ ／分を用いる）

から求める。同時使用水量（ℓ ／分）とは、給水栓、給湯器等の末端給水用具が同時に使用

された場合の使用水量であり、瞬時最大使用水量（ℓ ／分）に相当する。 

ア 一般住宅等の場合

同時に使用する末端給水用具を設定して計算する方法により計画使用水量を算出する。 

まず、同時に使用する給水器具数を表－１から求め、使用水量の多いもの、使用頻度の

→ 時刻

流
量

 

↑ 

→ 時刻

流
量

 

↑ 

→ 時刻

流
量

 

↑ 
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高いものを含めて同時に使用する給水器具を設定する。次に、設定された給水器具の吐

水量を足し合わせて同時使用水量を算出する。 

ただし、学校や駅の手洗所のように同時使用率が極めて高い場合には、手洗器、小便

器、大便器等、その用途ごとに表－１を適用するなどして算出する。 

一般的な給水器具の種類別吐水量は表－２のとおりである。 

また、種類に関わらず吐水量を口径によって一律の水量（表－３参照）として扱う方法

もある。 

表－１  同時使用率を考慮した給水用具数 

総給水用具数 同時使用率を考慮した給水用具数 

    １ 個 １ 個 

２～ ４ 〃 ２ 〃 

５～１０ 〃 ３ 〃 

１１～１５ 〃 ４ 〃 

１６～２０ 〃 ５ 〃 

２１～３０ 〃 ６ 〃 

表－２ 種類別吐水量とこれに対応する給水用具の口径 

用  途 
使用水量 
（ℓ／分） 

対応する給水 
用具の口径(㎜) 

備 考 

台所流し 12～40 13～20 

洗濯流し 12～40 13～20 

洗面器 8～15 13 

浴 槽（和式） 20～40 13～20 

浴 槽（洋式） 30～60 20～25 

シャワー 8～15 13 

小便器（洗浄タンク） 12～20 13 

〃  （洗浄弁） 15～30 13 1回(４～６秒)の吐水量２～３ℓ 

大便器（洗浄タンク） 12～20 13 

〃  （洗浄弁） 70～130 25 1回(８～１２秒)の吐水量13.5～16.6ℓ 

手洗器 5～10 13 

消火器（小型） 130～260 40～50 

散 水 15～40 13～20 

洗 車 35～65 20～25 

表－３ 給水用具の標準使用流量 

イ 集合住宅等の場合

以下に示す「居住人数から計画使用水量を予測する算定式」により算出する。

  １ ～   ３０（人）  
36.026 PQ 

３１ ～   （人） 
51.02.15 PQ 

ただし、Ｑ：瞬時最大使用水量（ℓ ／分）、Ｐ：人数（人） 

なお、居住人数は下記、給水人口パラメータ換算表を適用して設定する。 

ただし、実居住人数の予測が可能な場合又は事前に判明している場合には、その員数を使

用することができる。 

 給水用具の口径（㎜） １３ ２０ ２５ 

 標準使用水量（ℓ／分） １７ ４０ ６５ 
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給水人口パラメータ換算表 

住戸種別 想定住戸面積(m2/戸) 想定世帯人員(人/戸) 

1R,1K 等 37.0 未満 
１～２ 

1DK,1LDK,2K 等 43.0 程度 

2DK,2LDK,3K 等 55.0 程度 

３～４ 3DK,3LDK 等 65.0 程度 

4DK,4LDK 等 83.0 程度 

5LDK 以上 98.0 以上 ４～ 

（２）受水タンク方式の計画使用水量

受水タンク方式の場合の計画使用水量は、１日当たりの計画使用水量（ℓ ／日）から求

める。１日当たりの計画使用水量は、「11 受水タンク方式 11.8 その他」により算出

する。 

7.2 給水管の口径決定 

給水管の口径は、配水管の水圧において、計画使用水量を十分に供給できるものとし、

かつ経済性も考慮した合理的な大きさにすることが必要である。給水管の口径を決定す

る際は、図－１に示すように口径を仮定した上で、末端から流量計算を行う。 

まず、「7.1 計画使用水量の決定」により得られる各区間の計画使用水量から損失水

頭を算出し、これに立ち上がり高さを加えることにより、区間ごとの所要水頭を求める。

ここで集合住宅の場合、末端１戸目の分岐点では、特に水圧を要する器具を設置する場合等

を除き、「５ｍ＋末端分岐部から蛇口最頂部までの高低差（ｍ）」を「末端１戸目の所要水

頭」とすることができる（ただし、大便器洗浄弁設置の場合は「10ｍ＋末端分岐部から大便

器洗浄弁までの高低差（ｍ）」とする。）。 

こうして算出した最終区間（配水管からの分岐点）の所要水頭が給水装置全体の所要

水頭であり、これが配水管の圧力水頭以下となるかを確かめ、満たされる場合はそれを

求める口径とする。満たされない場合には、仮定口径を変更し、満たされるまで繰り返

す。 

ただし、ある程度の余裕水頭を確保し、将来の使用水量増加、配水管の圧力変動など

に備えておくことも必要である。 

なお、水道メータについて、口径ごとに適正使用流量範囲、一時的許容流量があるの

で、口径決定の際に留意する（参考資料編「メータ口径選定基準表」参照）。 
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口径決定の手順 

図－１ 

※ 集合住宅で「５ｍ＋末端分岐部から蛇口最頂部までの高低差（ｍ）」を所要水頭とする場合は省略可

口径決定 

各区間の所要水頭算定 

各分岐点の所要水頭決定 

各区間の損失水頭算定 

給水装置末端からの流量計算 

各区間流量算定 

同時使用末端給水用具の設定 

各末端給水用具の吐水量の設定 

口径仮定 

給水装置全体の所要 
水頭が、配水管の圧力水頭

以下であるか 

Yes 

No 

7.1  

計画使用水量の決定 

による 

7.2  

給水管の口径決定 

による 

※
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「 参 考 」 

その他の計画使用水量算出方法（直結方式） 

(1) 一般住宅等（標準化した同時使用水量により算出する方法）

すべての給水器具の個々の使用水量を合算した全使用水量を給水器具の総数で割った

ものに、同時使用水量比（表－４）を乗じて算出する。 

同時使用水量＝給水器具の全使用水量÷給水器具総数×同時使用水量比 

(2) 集合住宅等

① 戸数から同時使用水量を予測する算定式により算出する方法

１～   ９（戸）  
33.042 HQ 

１０～ ５９９（戸）  
67.019 HQ 

ただし、Ｑ：瞬時最大使用水量（ℓ ／分）、Ｈ：戸数（戸） 

② 各戸の使用水量と給水戸数と同時使用率から算出する方法

１戸の使用水量を表－１又は表－４を使用した方法（7.1(1)①又は上記(1)）により算

定し、これに表－５から求めた同時使用戸数を乗じて算出する。 

表－４  給水用具数と同時使用水量比 

総給水用具数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 15 20 30 

使用水量比 １ 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0 

表－５  給水戸数と総同時使用率 

総 戸 数  1～3 4～10 11～20 21～30 31～40 41～60 61～80 81～100 

総同時使用率（％） 100 90 80 70 65 60 55 50 

 （注）表－１～５は、｢水道施設設計指針(2012年版)｣による。 
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８ 直結給水方式 

8.1 直圧直結給水方式 

8.1.1 要件 

（１） 政令第６条の基準に適合すること。

（２） 使用用途が、直結による給水が認められるもの（下記【直結給水方式が認められな

いもの】に該当しないもの）であること。

※ 使用用途によっては、受水タンク方式が適する場合があるので、下記【受水タンク

方式が適当なもの】に留意する。 

（３） 当該地区における配水管の最小動水圧、建物の所要水量及び最大給水高さ等を勘案

し、末端給水栓までの直圧給水が可能であること。 

※ 特に水圧の必要な器具を設置する場合等は、建物の所要水量のほか、当該地区の

配水管の最小動水圧に留意する。 

（４） 配管構造等について、規定する基準を満たすこと。

【直結給水方式が認められないもの】 

ア 一時に多量の水を使用する、又は使用水量の変動が大きい施設、建物等で、配水小管の水圧低

下を来たすもの 

イ 毒物、劇物、薬品等の危険な化学薬品を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵する工場、事業所

及び研究所 

例：クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染料、食品加工、めっきなどの事業を行う

施設 

【受水タンク方式が適当なもの】 

ア 常時一定の水圧、水量を必要とするもの

イ 断水した場合に、業務停止となるなど影響が大きい施設及び設備停止により損害の発生が予想

される施設

例：ホテル、飲食店、救急病院等の施設で断水による影響が大きい場合 

食品冷凍機、電子計算機等の冷却用水に供給する場合 

特に、冷凍機の冷却水等、継続的な給水を必要とするものに対しては、水道が配水小管の工事

等で断水した場合、直結給水方式では大きな損害を被ることがあるため、平常時において直結給

水方式の給水が可能であっても、受水タンク方式とすることが適当である。 
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   8.1.2 配水管最小動水圧の事前確認 

直圧直結給水の工事申請に先立ち、市水道部に当該建物付近の最小動水圧を確認する。 

（１）口頭による確認

市水道部の受付担当者に、工事予定場所が「0.20MPa」以上の地域か、「0.17MPa」以上

　　の地域かを確認し、提示（上限「0.20MPa」）された水圧で給水計画を立てる。 

（２）調査申請による確認

(1)により確認をした最小動水圧が「0.17MPa」の地域で、水圧調査を希望する場合は、事前

調査を申請する。この場合は回答のあった実測値（上限「0.20MPa」）を用いて給水計画を立て

ることができる。 

  8.2  増圧直結給水方式 

  8.2.1  対象建物 

原則として、増圧ポンプの性能内で給水できる建物とする。ただし、口径13㎜及び100

㎜以上のメータバイパスユニット・増圧ポンプは製造されていない。 

また、建物の用途によっては適用除外となるもの、又は受水タンク方式が適するものが

あるので「5.2  給水方式の選定上の注意点」を十分考慮する。 

  8.2.2  配管構造等 

（１）給水形態 

ア 給水構造

ポンプ直送給水構造（増圧ポンプから直接各戸まで給水するもの）と、自然流下給水

構造（高置タンク方式）がある。 

ポンプ直送給水構造 自然流下給水構造 

（例）  （例） 

※例であり電磁弁の使用に

よる給水方式を限定するも

のではない。

高置タンク 

受水タンク 

以下装置 

電磁弁 

増圧給水設備 

BP 

増圧給水設備 

BP 

吸排気弁 
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イ 他の給水方式との併用

直圧直結方式又は受水タンク方式との併用については、使用者の利便性を考慮し、メ

ータ口径の範囲内でこれを認める。 

この措置によって、適用除外施設が建物の一部に含まれる場合でも、配管系統を分離

することにより、他の部分には、増圧直結給水を導入することができる。 

（例）

高置タンク 

ウ 増圧給水設備直列多段給水方式

高層建物において、高層階に給水する場合は、複数の増圧給水設備を直列・多段に設

置し、各戸に給水することができる。（図－１、図－２） 

ただし、増圧給水設備並列給水方式との併用は不可とする。 

住宅    住宅   住宅  住宅 

ＢＰ 

事 業 所 等 

吸排気弁 

住宅    住宅   住宅  住宅 

住宅   住宅   住宅  住宅 

吸排気弁 
第二増圧給水設備 

ＢＰ 

ＢＰ 

第一増圧給水設備 

図－１ 
吸排気弁 
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エ 増圧給水設備並列給水方式

大規模集合住宅等へ給水する場合は、複数の増圧給水設備を並列に設置し、各戸に給

水することができる。 

ただし、増圧給水設備多段給水方式との併用は不可とする。 

第二増圧給水設備 

ＢＰ 

ＢＰ 

吸排気弁 

第一増圧給水設備 

図－２ 

第二増圧給水設備 

第一増圧給水設備 

吸排気弁 吸排気弁 

 ＢＰ 
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計量法に基づくメータの取替え及びメータ異常等による取替の際、

（２）メータバイパスユニットについて 

親メータ（増圧給水設備以下に各戸メータが設置されていない場合を含む）引換時等

に断水による影響を回避するため、原則としてメータバイパスユニット（適用口径20㎜

～75㎜） を設置する（メータバイパスユニットは、メータ引換時にはバイパス側を通

水させ、断水を回避できるものである。）。 

ただし、高置タンクに給水する場合及びメータ口径40㎜以下は任意設置とする。なお、

メータ口径40㎜以下でメータバイパスユニットを設置しない場合は、親メータ引換時等

に「断水」となることを周知・徹底させる。 

メータバイパスユニットの設置は、次のとおりとする。

ア メータバイパスユニットは、市の認証品等とする。

イ メータバイパスユニットは、第一止水栓（仕切弁Ｂ）以降に設置し、直近上流側

に止水栓を設置すること。

なお、単独栓の場合は、直近上流側の止水栓設置を省略できる。 

ウ メータバイパスユニットにおけるメータ設置方法は、メータ一次側の切換弁（盗水

防止のため特殊な開栓器を使用）と二次側の仕切弁を操作し、設置する。 

エ メータを取り付けた後、スライドハンドルを結束バンドで固定し、回転を防止する。

メータバイパスユニット構造・機能概念図 

通常の使用時 メータ引換え時 

 

 

  なお、メータ接続部については、その呼び径に応じ、それぞれ次のような方法で水密 

  性を得るものとする。 

(ア)呼び径20～40mmのメータバイパスユニット

メータの一次側及び二次側とも、メータパッキン又は次に示すＯリング寸法表の

　　それぞれの呼び径に応じたＯリングによるものとする。

（イ）呼び径50、75mmのメータバイパスユニット(メータ補足管をユニット内に設置する

　場合) 

メータ補足管の一次側及びメータの二次側とも、メータパッキン、ガスケット又

　は次に示すＯリング寸法表のそれぞれの呼び径に応じたＯリングによるものとする。

仕切弁（開） 仕切弁（閉） 
メータ接続機器空気抜き 

バイパス 

流路切換弁 
メータ

(20～75mm) 

親メータ取り替え時等の措置（条件承諾書より）
計量法に基づくメータの取替え及びメータ異常等による取替えの際、市の基準で任意設置が
認められているメータバイパスユニットを設置しないものは、断水となることを承諾すると
共に使用者等へ周知し、メータの取替えに協力します。 

4-18



（ウ）呼び径50、75mmのメータバイパスユニット(メータ補足管をユニット内に設置しな

い場合) メータの一次側はその呼び径に応じたヴィクトリックジョイントによる接続とし、

メータの二次側については（イ）と同様とする。

なお、この場合にはメータ接続機器の伸縮部が本体より取外しが可能で、かつ､武

蔵野市で採用している同口径のメータ補足管付属のストレーナと同構造のストレー

ナが脱着可能である。

Ｏリングの寸法表 （単位：㎜） 

呼び径 ２０ ２５ ３０ ４０ ５０ ７５ 

内径 

（基準寸法±許容差） 

23.3±0.24 29.7±0.29 35.7±0.34 44.7±0.41 69.6±0.61 104.6±0.87 

線径(太さ) 

（基準寸法±許容差）
2.4±0.09 2.4±0.09 3.5±0.10 3.5±0.10 5.7±0.13 5.7±0.13 

＊メータパッキンとしてＯリングを使用する場合には、Ｏリングの寸法は、表のとおりとする。

材質は JIS K 6353（水道用ゴム）に規定するⅠ類Ａ・70 に適合する材料、又はこれと同等以

上のものを使用する。 

（３）親メータ 100 ㎜以上に増圧給水する場合の断水回避措置 

親メータ引換時等における断水の影響を回避するため、親メータ部分については、図

－３、図－４を参考にして配管・メータ室等の設置をおこなうこと。ただし、高置タン

クに給水する場合を除く。（100㎜以上のメータバイパスユニットが存在しないため）

（４）増圧給水設備 

ア 増圧給水設備は増圧ポンプ及び逆流防止用機器等で構成されるもので、日本水道

協会規格水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWA B 130)及び同規格水道用減圧式逆

流防止器(JWWA B 134)の適合品から構成されたものを使用する。 

イ 増圧給水設備を直列設置する場合は、日本水道協会規格（JWWA B 130）に規定す

る性能を満たすこと（現地での始動時の過渡圧力変動試験において、流量０（ポン

プ停止）から30L/分まで3秒以内で流量を増加させる試験を行い、ポンプ吐水側の圧

力変動が水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWA B 130)の基準内であること。）。 

なお、二段目以降の減圧式逆流防止機器は省略することができる。 

また、増圧ポンプの給水容量が1段目≧2段目となる組合せとすることとし、２段

目以降は、増圧ポンプの一次側に圧力タンクや圧力制御装置等により吐水圧力の変

動を防止するための対策を講じること。 

ウ 増圧給水設備を並列設置する場合は、増圧ポンプ相互間の干渉を避けるため、各

増圧ポンプ一次側の圧力0.15MPa以上を確保できる配管構造及び増圧ポンプ設置位

置とすること。 

エ 増圧給水設備の呼び径はメータ口径と同等以下とする。

オ 増圧給水設備の設置位置は、メータの下流側で保守点検及び修繕を容易に行える
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場所とし、これらに必要なスペースを確保する。 

また、維持管理の際の排水処理を考慮する。 

カ 逆流防止用機器には減圧式逆流防止器を使用し、配水管側から止水弁、ストレー

ナ、逆流防止器、止水弁の順で構成されるものとする。

キ 減圧式逆流防止器を設置する場合は、その吐水口からの排水等により、増圧給水

設備が水没することなどのないよう、排水処理に考慮する。 

ク 配水圧低下時等、一次側の圧力が配水管の管心レベルに換算した値で、69ｋPa以

下になった場合は、ポンプを設備の制御により自動停止等の措置をとること。 

また、98ｋPa以上に復帰した場合は、自動復帰すること。 

なお、ポンプが自動停止する設定値は、負圧は不可とし、次式を満足すること。 

０  ≦  ７ － Ｈ  ≦  Ｐ 

Ｈ： 配水小管から設備設置位置までの鉛直高さ 

Ｐ： 増圧給水設備一次側でのポンプ停止設定値 

前式は、①Ｈ≦７  ②Ｐ≧７－Ｈ  ③Ｐ≧０  となり、増圧給水設備の設置位置

により、設定値はおおむね次のとおりとなる。 

設置位置 配水管からの高さ(Ｈ) 設  定  値 

２階部分 約  ４.５ｍ 25ｋPa以上 

１階部分 約  １.５ｍ 54ｋPa以上 

地下１階部分 約－１.５ｍ 83ｋPa以上 

（５）増圧給水設備以下の配管 

ア 停滞空気が発生しない構造とする。

イ 衝撃防止及び凍結防止のための必要な措置を構じる。

ウ 立上り管の最頂部に､次の機能を有する吸排気弁等を設置する。

なお、必要に応じて、配管上で空気の溜まりやすい位置にも、吸排気弁等を設置する。 

また、増圧給水設備を直列又は並列に設置する場合は、各系統の立上り管最頂部に

それぞれ吸排気弁等を設置する。 

参 考 図 

圧力検出装置 

－Ｈ 
配水小管 B P 配水小管 

Ｈ

圧力検出装置 

B P 
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ただし、メータが建築物の外にあり、かつ立ち上がり管が独立している場合は、吸

排気弁等の設置を省略できる。 

（ア） 排気機能（排気を円滑に行うこと。）

最頂部に滞留する空気を自動的に排除することによって、円滑な給水を促進し、ウォ

ーターハンマ、脈動によるメータの誤作動および管内腐食を防止する。 

（イ） 急速吸気機能（多量吸気を急速に行うこと。）

断水時等に、立上り配管内に負圧が発生した場合、負圧解消として管内に速やかに空

気を吸引し、逆サイフォン現象を防止する。 

（ウ） 圧力下排気機能（圧力下排気を円滑に行うこと。）

ポンプメンテナンス時等に、管内に滞留する空気を充水しながら排気する。 

管内の圧力が大気圧以下になった場合、速やかに吸気弁が開き、確実に吸気動作を行

うこと。ここで、急速吸気機能については、立上り配管の口径により、次に示す吸気量

を参考とする。 

 立上り配管に必要な吸気量(弁差圧2.9kPa時の値)（参考） 
立上り配管 
の口径（mm) 

20 25 30 40 50 75 100 150 

吸気量 
（ ／分） 

90 150 210 330 540 930 1500 3400 

エ 吸排気弁等の単独設置により、上記の機能を満足できない場合については、複数

個の器具の併設設置により、満足させるものとする。 

なお、これらの器具の設置に際しては、以下の点に留意する。 

（ア）吸排気口周りの水跳ねによって他の配管、配線等に影響を与えそうな場合には、その

吸排気口に直結しない大気開放型の集水受けを設け、これにドレンパイプを接続して、

間接的に排水溝等に排水させる等の措置をとる。 

（イ）器具の補修等を考慮し、器具の直近上流側に、器具の機能を阻害しないような止水栓

（全開時に管断面積を十分に確保できる構造のもの）を設ける。 

また、立上り配管が上方に伸びるに従い、その口径が小さくなるようなタケノコ配管

構造を採る場合には、立上り配管全長の各口径の配管長割合を考慮して吸排気弁を設置

するものとする。 

オ 各階への分岐部付近で維持管理が容易な場所に、止水器具及び逆止弁を設置する。 

ただし、各階の実使用者が同一、且つ、各階が独立した構造になっていない建物の

場合は、省略することができる（例；自社ビル、病院等）。 

カ 各戸にメータが設置される場合は、メータに近接して上流側に止水器具を、下流

側には逆止弁を設置する。この場合は、上記オの措置は省略できる。 

キ 増圧給水設備以下の給水装置において、給水管の口径を流水音の低減、損失水頭

の軽減、水撃圧の緩衝等の目的から、立上り配管などで前後の配管より増径する場

合は２段程度までとし、末端の吐出口は経由したメータ口径より大きくならないこ

と。 

ク メータ前後の配管は「15.2.3 受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造

等」に適合するものとする｡ 
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ケ 圧力が高くなる部分にはその圧力に応じた最高使用圧力を有する材料を使用する

こと｡ 

コ 低層階等で給水圧が過大になる場合には、必要に応じ減圧弁を設置するなどの措

置を施す（「11.8 その他」を参照。）

（６）共用の直圧給水栓の設置

増圧給水設備の故障、停電及び水道施設の工事等による、一時的な出水不良が生じた

場合に備えて増圧給水設備使用者が使用できる共用の直圧給水栓を設置する。 

  8.2.3  増圧給水設備の設置に伴う耐圧試験 

（１）増圧給水設備以下の給水装置（※増圧給水設備は除く。）

配管工事の一部又は全部が完了したときには耐圧試験を行う。試験圧力は配管の最低

部において、ポンプ吐出圧の２倍又は1.75ＭPaのうち大きい数値とし、１分間保持する。 

（２）第１仕切弁より増圧給水設備までの給水装置（※増圧給水設備は除く。）

試験圧力は1.75ＭPaとする。ただし、メータバイパスユニットを設置した場合は、こ

の部分の配管の試験圧力は0.75ＭPaとする（これは、流路切換弁の構造上、弁座漏れ試

験を0.75ＭPaとしていることから、弁座の機能を損なわないよう0.75ＭPaの圧力で行う

ものである。）。 

※ 増圧給水設備は、製造業者の工場において、既に必要な水圧試験を実施済である。

増圧給水設備には、試験圧力がかかると損傷するおそれのある機器（圧力検出装置等）

が取り付けられているため、現場での水圧試験は行わないこととする。 

  8.2.4  増圧給水設備以下の給水装置のメータ設置 

（１）メータ設置基準

「15.2.2 増圧給水設備以下の給水装置及び受水タンク以下装置メータ設置基準」を

適用する。 

(２)各戸メータの設置位置

「15.1 メータ設置位置等」及び「15.2.4 各戸メータ設置条件」を適用する。

(３)メータ設置の規則性

「15.6 集合住宅におけるメータ設置の規則性の確保」を適用する。

仕切弁Ｂ 

共用の給水栓 

止水栓 

B P 

止水器具及び逆止弁 

メータバイパスユニット 

共用の給水栓 

増圧給水設備 

B P 

吸排気弁 

仕切弁Ｂ 

吸排気弁 
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8.2.5  既存建物において、既存の受水タンク以下装置を増圧給水設備以下の給水装置として  

使用する場合の特例措置 

下記の要件に適合する場合には、既存の受水タンク以下装置を増圧給水設備以下の給

水装置に切り替えて使用することができる。 

（１）要件

ア 下記の指定給水装置工事事業者による事前確認において、所定の性能が得られるこ

と。 

イ 前記「8.2.1 対象建物」及び「8.2.2 配管構造等」に適合すること。

ウ メータ前後の配管は「15.2.3 受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等」

に適合するもの、又はこれと同等以上のものであること。 

エ 切替えに伴いメータを新設、又は増設するものは、「8.2.4 増圧給水設備以下の給水

装置のメータ設置」を適用する。 

（２）指定給水装置工事事業者による事前確認

ア 既設配管の材質の確認

「給水装置の構造及び材質の基準」に適合した製品が使用されていることを現場及

び図面にて確認する。 

イ 耐圧の確認

受水タンク以下装置を給水装置に切替える場合の試験水圧は0.75MPaとし、１分間

水圧を加えた後、漏水のないことを確認する。 

ウ 水質（又は浸出性能）の確認

次のアからウまでに掲げる場合に応じ、水質試験（又は浸出性能試験）を行い、該

当する事項を確認する。 

なお、設計審査申込の際には試験成績書を提示する。 

（ア）更生工事の履歴のない受水タンク以下装置を給水装置に切替える場合

・直結給水ヘの切替え前において、水道法第20条第3項に規定する者による水質試

験を行う。

・採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させたの

ち採水するものとする。

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度の４項目において、水道法第４条に定める水

質基準を満足していることを確認する。

（イ）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況

が明らかな場合 

・現地にて水道水を毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後１５分間滞留させ

た水を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブラン

ク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行う。

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出

する可能性のある項目とし、これらの項目が「給水装置の構造及び材質の基準に

関する省令」における「浸出等に関する基準」（以下「浸出基準」という。）を

満足していることを確認する。
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（｢JIS S 3200-7 水道用器具-浸出性能試験方法｣の｢表２ 材質別試験項目｣による。） 

（ウ）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況

が確認できない場合 

・ライニングされた塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、それを

供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、浸出基

準に適合していることを確認する。

・既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、

現地にて水道水を１６時間滞留させた水（受水タンク以下装置のライニングされ

た管路内の水であって、受水タンク等の水が混入していないもの）を採取すると

ともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）として採取し、

公的検査機関で行い、浸出基準を満足していることを確認する。この場合におい

て、一度の採水で５Ｌの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、

水量を確保する。

・試験項目は浸出基準「別表第１」の４４項目すべてにおいて行う。

（３）既設配管使用の責任

既設の受水タンク以下装置を給水装置に切り替えた後、これに起因する漏水等の事故につ

いては、所有者等の責任において解決するとともに、速やかに給水装置工事として修理、改

善する。 

切替え工事の施工例 

吸排気弁 

Ｂ Ｐ 

増圧給水設備 

Ｐ 

 

タンク

タンク

※施工主等への周知

本件による確認は、切替え時の給水装置について、新設時と同等の品質を保証するもの

ではない旨を、施工主等に十分説明する。 

「 参 考 」 

二液性エポキシ樹脂の試験項目 

有機物［全有機炭素(TOC)の量)］、フェノール類、シアン、エピクロロヒドリン、

アミン類、2,4-トルエンジアミン、2,6-トルエンジアミン、ホルムアルデヒド、酢

酸ビニル、スチレン、1,2-ブタジエン、1,3-ブタジエン 
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  「 参 考 」 

増 圧 給 水 設 備 に つ い て              

(1) 増圧給水設備の主要構造

ア 増圧ポンプユニット

増圧ポンプ、制御装置等で構成

イ 逆流防止用機器

(2) 増圧給水設備の基本条件

ア 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのないものであること。

イ 水質を汚染しないものであること。

ウ 増圧設備下流側の水が配水管側に逆流しない構造であるように、逆流防止機器を増圧ポン

プユニットの上流側(吸込み口)に近接して接続する。ただし、吸込み圧力が十分確保できな

い場合は、逆流防止機器を吐出側(吐出口)に近接して接続できる。 

エ 増圧給水設備の吸込み側圧力を検出できるように、逆流防止機器の上流に圧力検出用機器

を設置する。ただし、逆流防止機器を増圧ポンプユニットの吐出側に設置した場合には、同

ポンプユニットの上流側(吸込み口)に圧力検出用機器を設置する。 

オ 増圧給水設備内部には運転中に負圧が生じてはならない。

カ 逆流防止用機器は原則、減圧式逆流防止器とし、流入側にストレーナを付けると共に、入

口・出口端に止水弁を設置する。 

また、機能確認ができるように上流側、中間、下流側に点検孔があること。 

キ 空気が混入しない構造であること。

ク ポンプ運転時に、配水管及び住環境に影響を与えるような振動、騒音及び量水器の計量に

支障があるような脈動がないこと。 

ケ 配水圧力、使用水量の変動に対して、適切な吐出圧力を確保できるものであること。

コ ポンプ停止時に、配水圧により可能な高さまで給水できるバイパスを設けてあること。

サ 点検、補修等の保守管理が容易なものであること。

シ 逆流防止用機器を常時切替用として、複数並列設置する場合には、メータ口径以下で、且つ、

増圧給水設備の口径と同等の減圧式逆流防止器から構成されたものを使用する。ただし、定期

点検時等の一時的な断水を避けるため、予備の逆流防止用機器を設ける場合に限り、予備の逆

流防止用機器には、常用のものより２段まで減径したものを設置することができる。 

なお、逆流防止用機器を複数台設置する場合には、定期的な切替え等により、その機能を損

なわないよう運用していく必要がある。 

また、複数の逆流防止用機器を定期的に切り替えて使用する場合には、使用していなかった

側の逆流防止用機器の十分な排水を行う必要がある。 

ス 設備の異常、故障あるいは点検等に備え、本体にメーカ等の連絡先を明示する。

セ 増圧給水設備を設置及び使用するに当たっては、事故防止や故障を未然に防ぐため、取扱説

明書等を常備し、注意を喚起する。 

(3) 維持管理について

増圧給水設備設置者等管理責任を有するものは、次の機能について１年以内ごとに１回の定期

点検を行わなければならない。（武蔵野市給水条例施行規程第6条の3） 

ア 逆流防止機能

イ 運転制御機能

ウ ア及びイのほか正常な運転に必要な機能

なお、増圧給水設備の見易い箇所に、次回定期点検予定日が表示できるようにする。 
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「 参 考 」 

増圧直結給水方式における口径決定について 

増圧直結給水方式の場合には、増圧給水設備や取り出し給水管の給水能力が、建物内の使用水

量の変動と直接的に影響し合うことから、口径の決定にあたっては、使用実態に沿った瞬時最大

使用水量を的確に把握する必要がある。 

増圧直結給水方式における口径決定の手順は、始めに建物内の瞬時最大使用水量を把握し、そ

の水量を給水できる性能を有する増圧給水設備を選定し、さらにその水量に応じた取り出し給水

管を設計することとなる。 

【増圧給水方式における口径決定の手順】 

 建物内の瞬時最大使用水量の把握 

 増圧給水設備の選定 

 取り出し給水管の設計 

   １  瞬時最大使用水量の把握 

瞬時最大使用水量を求める参考資料としては、「７ 給水管の口径決定」の表－１から表－５

に基づく方法等がある。 

以下に、その算定式等を参考として示す。 

(1) 居住人数から瞬時最大使用水量を予測する算定式

１～  ３０（人） Ｑ＝２６Ｐ0.36

３１～ （人） Ｑ＝１５．２Ｐ0.51

ここで、Ｐ：居住人数（人） 

Ｑ：瞬時最大使用水量（ℓ ／分） 
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(2) 増圧給水設備の口径別最大供給戸数

前記の算定式により算出した瞬時最大使用水量から、増圧給水設備の吐出側の流速を２.０ (m

/s)とした場合の増圧給水設備の口径別による標準最大戸数を下表に、参考として表す。 

実際の設計においては、各種条件を考慮した上で流速を仮定し、流量図（本書の参考資料「流

量計算」参照）から口径ごとの流量を算出し、上記の図と照合して、口径と戸数の関係を把握す

ることとなる。 

また、下表の口径は、増圧給水設備の口径であり、取り出し管の口径は所要の流量を得ること

ができるように、別途算定することとなる。特に既設管を使用し改造する場合は、取り出し管の

口径を十分に考慮する必要がある。 

【増圧給水設備の口径別による標準最大戸数】（参考） 

口 径 

(㎜) 

標 準 最 大 戸 数         

４人/戸 ３人/戸 

   ２０      １戸       １戸  

   ２５      ２戸程度       ３戸程度  

   ３０      ６戸程度     ８戸程度  

   ４０    ２２戸程度     ２９戸程度  

   ５０    ５３戸程度     ７１戸程度  

   ７５  ２６４戸程度   ３５２戸程度  

※ 流速２.０(m/s)とした場合

中小規模集合住宅における戸数と瞬時最大流量の関係

２０ｍｍ

２５ｍｍ

３０ｍｍ

べき乗関数式（３人／戸）
べき乗関数式（４人／戸）

４０ｍｍ

５０ｍｍ

７５ｍｍ

10

100

1000

1 10 100 1000

戸数

瞬
時

最
大

流
量

Q
（
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「 参 考 」 

増圧給水設備の吐出圧の設定について 

増圧直結給水方式は、配水小管の圧力では給水できない中高層建物において、末端最高位の給

水器具を使用するために必要な圧力を増圧給水設備により補い、これを使用できるようにするも

のである。 

ここで、増圧給水設備の吐出圧は、末端最高位の給水器具を使用するために必要な圧力を確保

できるように設定する。 

すなわち、増圧給水設備の下流側の給水管や給水器具等の圧力損失、末端最高位の給水器具を

使用するために必要な圧力、及び増圧給水設備と末端最高位の給水器具との高低差の合計が、増

圧給水設備の吐出圧の設定値である。 

【増圧直結給水方式における動水勾配線図】 
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９  特例直圧給水（試験施工） 

9.1  要件 

（１) 「8.1  直圧直結給水方式」の「8.1.1  要件」に規定する基準を満たすこと。

（２） 増圧給水設備の設置スペースを確保すること。

（３） 原則としてメータ口径が７５㎜までの建物であること（メータバイパスユニット、増圧

給水設備の適用口径は７５㎜までである。）。 

ただし、既存の受水タンク・高置タンク併用方式の建物において、高置タンクを残した

まま切替える場合については、メータ口径が１００㎜以上であっても、適用可能とする。 

（４） 配管構造が、本章に規定する基準を満たすこと。

（５） 既設の受水タンク以下装置を、特例直圧給水の給水装置に改造する場合は、耐圧及び水

質の試験を行った結果において、「9.7  既設の受水タンク以下装置を特例直圧給水とし

て使用する場合の特例措置」に規定する基準を満たすこと。 

9.2  配水管最小動水圧の事前確認 

特例直圧給水での施行を検討する場合は、設計審査申込みに先立ち、当該給水装置の工

事場所を市水道部に調査を申請し、現地配水管の最小動水圧を確認する。 

9.3  配管構造等 

（１）給 水 形 態

1メータで増圧直結給水方式及び受水タンク方式との併用については、原則不可である

が、学校等の避難場所に指定される施設は併用可能とする。 

なお、用途別にメータを設置して給水方式を分ける場合については併用可能とする。 

ただし、特例直圧給水は、あくまで増圧給水設備の設置を留保するものであることから

増圧給水設備の多段・並列の併用と同様となるものについては不可とする。 

（２）メータバイパスユニットの設置

特例直圧給水は、あくまで増圧給水設備の設置を留保するものであることから、メータ

バイパスユニットは、増圧直結給水方式の取扱いにより設置する。 

（３）配管形態

ア 停滞空気が発生しない構造とする。

イ 衝撃防止及び凍結防止のための必要な措置を講じる。

ウ 立上り管の最頂部や配管上で空気の溜まりやすい位置に吸排気弁等を設置する。

ただし、メータが建築物の外にあり、かつ立ち上がり管が独立している場合は、吸排

気弁等の設置を省略できる。 

   〈吸排気弁等の性能〉 

（ア） 管頂部に停滞する空気を自動的に排除

（イ） 管内に充水する際の空気排出

（ウ） 立上り管内の負圧解消

エ 親メータから、立上り配管入り口の間で、維持管理が容易な場所に、逆止弁を設置す

る。 

オ 各階への分岐部付近で維持管理が容易な場所に、止水器具及び逆止弁を設置する。

ただし、各階の実使用者が同一、且つ、各階が独立した構造になっていない建物の場
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合は、省略することができる（例；自社ビル、病院等）。 

カ 各戸にメータが設置される場合は、メータに近接して上流側に止水器具を、下流側に

は逆止弁を設置する。この場合、オの措置は省略できる。 

キ 流水音の低減、損失水頭の軽減及び水撃圧の緩衝等の目的から、給水管の口径を、立

上り配管などで前後の配管より増径する場合は 2段階程度までとし、末端の吐出口は経

由したメータ口径より大きくならないこと。ただし、増径の始点は増圧ポンプ設置スペ

ース以降とする。 

ク メータ廻りの配管は「15.2.3  受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等」

に適合するものとする。 

（４）共用の直圧給水栓の設置

水道施設の工事等による、一時的な出水不良が生じた場合に備えて、増圧直結給水方式

と同様に、共用の直結給水栓を設置する。 

9.4  増圧給水設備の設置スペース 

特例直圧給水は、増圧給水設備の設置を留保して、特例として直圧直結給水を認めるもの

であることから、増圧給水設備の設置スペースを確保しなくてはならない。増圧ポンプの設

置給水設備は、製造メーカや増圧ポンプの型式によって異なるが、増圧の点検寸法まで考慮

して確保する必要がある。例示としてウォールキャビネットタイプ（減圧式逆流防止器組込

み型）を設置した場合の参考値をあげると、次のとおりとなる。 

〈参考：増圧ポンプの設置スペース（ウォールキャビネットタイプ）〉 

横幅 奥行 高さ 

1,500 ㎜ 1,200 ㎜ 2,000 ㎜ 

※ 口径 20 ㎜から 50 ㎜の増圧ポンプを対象

9.5  特例直圧給水の実施に伴う耐圧試験 

配管工事が完了したときには耐圧試験を行う。試験圧力は配管の最低部において､1.75MPa

かけ､１分間保持する。 

なお、メータバイパスユニットを設置した場合は、この部分の配管の試験圧力は 0.75MPa

とし、メータバイパスユニット以降の配管の試験圧力は 1.75MPa とする。 

9.6  特例直圧給水の給水装置にメータを設置する場合 

「8.2.4  増圧給水設備以下の給水装置のメータ設置」による。 
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9.7  既設の受水タンク以下装置を特例直圧給水として使用する場合の特例措置 

受水タンク以下の装置を特例直圧給水に改造しようとする場合は、下記の条件等に適合す

ること。 

（１）設置条件

ア 「9.1 要件」及び「9.3 配管構造等」に適合すること。

イ 「9.3 配管構造等」（3）エのとおり、逆止弁を設置すること。

ウ メータ廻りの配管は「15.2.3  受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等」

に適合するもの及びこれと同等のものとする。 

エ 既設の受水タンク以下装置を特例直圧給水として使用するもので、切り替えに当たっ

てメータが新設、又は増設されるものは「8.2.4  増圧給水設備以下の給水装置のメー

タ設置」による。

（２）指定給水装置工事事業者による事前確認

「8.2.5  既存建物において、既存の受水タンク以下装置を増圧給水設備以下の給水装

置として使用する場合の特例措置」の（２）により確認すること。 

9.8  特例直圧給水の配管例 

（１）新規に特例直圧給水をする場合

ア 集合住宅の例

共用栓 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 住 宅 

吸排気弁を設置 

バイパスユニットを設置 

散水栓 

逆止弁を設置 
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イ 店舗等との併用建物の例

（ウ） 他方式と併用の場合

（ア） 特例直圧給水単独の場合 （イ） 直圧直結給水との併用の場合

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店 舗 店 舗 

共用栓 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店 舗 店 舗 

散水栓 

共用栓 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

Ｂ Ｐ 

店 舗 

店 舗 

店 舗 

店 舗 

メータ設置基準に基づき、用途別にメー

タを設置するものは、１建物で特例直圧

給水と他方式が混在しても、特例直圧給

水は可能とする。 

吸排気弁を設置 
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（２）既設の受水タンク以下装置を特例直圧給水に切替える場合

ア 受水タンク以下装置からの切替え例（集合住宅の場合）

（ア）施工前配管例

（イ）施工後配管例

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

受水タンク Ｐ 

空気弁 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

吸排気弁を設置 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 

共用栓を設置 
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イ 受水タンク以下装置からの切替え例（店舗等との併用建物の場合）

（ア）施工前配管例

（イ）施工後配管例

 

a  特例直圧給水単独の場合 b  直圧直結給水の併用 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

事務所 

店  舗 

受水タンク Ｐ 

空気弁 

吸排気弁を設置 
住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

事務所 

店 舗 

吸排気弁を設置 

逆止弁を設置 

バイパスユニットを設置 
共用栓を設置 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

事務所 

店 舗 

共用栓 

逆止弁を設置 

既設管に接続する場合は逆止弁を設置 
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ウ 高置タンクを設置している建物の切替え例

（ア）施工前配管例

（イ）施工後配管例

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

受水タンク Ｐ 

高置タンク 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

吸排気弁を設置 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 

共用栓（親メータ手前から分岐する。） 

既設の高置タンクを再使用する場合も可 
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（３）特例直圧給水が認められない場合

特例直圧直結給水は、増圧直結給水方式の対象であるが、配水小管の水圧、当該建物の

所要水量及び増圧給水設備の設置スペース等を確保できる場合に、特例として建物の最上

階まで直圧直結給水を認めるものである。したがって、1メータで他方式（受水タンク方

式や増圧直結給水方式）と併用する場合の直圧直結給水の適用範囲は、原則どおり建物の

３階までであり、特例直圧給水との併用は認めない。 

【特例直圧給水が認められない配管例：受水タンク以下装置との併用を行う建物】 

※ 用途別にメータを設置していない

場合、他方式との併用については

認めない。

１０  三階までの受水タンク以下装置の直圧直結給水への切替え(三階までの例外) 

10.1  要 件 

（１）「8.1 直圧直結給水方式」の「8.1.1 要件」に規定する基準を満たすこと。 

（２）耐圧及び水質の試験を行った結果において、「10.3 既設の受水タンク以下装置の

事前確認に関する取扱い」に規定する基準を満たすこと。 

（３）給水階高が三階までであること。

（４）メータの口径が 100 ㎜以上の場合は、断水による影響が少ない建物であること（複

数の住宅がある場合は原則不可とする。）。 

※ メータバイパスユニットの適用口径は 75 ㎜までである。

（５）配管構造が、規定する基準を満たすこと。

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

受水タンク Ｐ 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 
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（注）本取扱いは、既に受水タンク方式で給水している建物を、必要最小限の工事で、 

直結直圧給水方式に切り替えられるよう配慮（例外的認める）するものであり、「子

メータを新築建物に設置するもの」や「子メータの設置されている既設の受水タン

ク以下装置を全面的に改造するもの」は対象外とする。

なお、既設の受水タンク以下装置を再使用したもの（一・二階の建物、及び子メ

ータの無いものを含む。）は、すべて「三階までの例外」の適用対象となる。 

ア 「既設の受水タンク以下装置の全面的な改造を伴うもの」に該当する工事（三階ま

での例外の対象外となるもの）。

（ア）建物内配管全般を変更するもの。

（イ）撤去したポンプ先の配管から、各戸に至るまでの配管を変更するもの（既設管

との接続のための必要最小限の工事を除く。）。 

イ 「既設の受水タンク以下装置の全面的な改造を伴うもの」に該当しない工事（三階

までの例外施工を承認するもの）。

（ア）受水タンクを撤去して、ポンプ先の配管へ接続する配管工事

（イ）高置タンクを撤去して、既設管を接続する工事（吸排気弁や空気弁の設置を含

む。） 

（ウ）建物内における給水用具の増設等、配管形態の変更を伴わない簡易なもの。

（エ）三階までの例外の施工と同時に、子メータを増設するもの（主管の取替を伴わ

ない小規模な工事） 

  （オ）三階までの例外の施工と同時に、支分新設によりメータを設置するもの（直圧

直結給水のメータ設置基準の原則を適用するもの） 

（カ）親メータの（子メータの無いものも含む。）増径を行い、メータと同口径の給

水管を当該建物の既設管に接続するものは、「10.4（3）既設配管の口径」の範囲

内でこれを認める。下図施工例参照（指定事業者の流量計算結果で、給水可能と

判断できることが前提）。

10.2  配水管最小動水圧の事前確認 

「8.1 直圧直結給水方式」の「8.1.2 配水管最小動水圧の事前確認」により、事前に確

認すること。 

10.3 既設の受水タンク以下装置の事前確認に関する取扱い 

「8.2  増圧直結給水方式」の「8.2.5  既存建物において、既存の受水タンク以下装置

を増圧給水設備以下の給水装置として使用する場合の特例措置」により確認する。 

ただし、「増圧給水設備以下」とあるのは、「三階までの例外」と読み替えるものとする。 

※ 給水管取出し部の増径工事可

50ｍｍ 

（例） 

【施工後】 

13ｍｍ 

30mm 30mm 

子メータ 

表示省略 （例） 

【施工前】 

50ｍｍ 

Ｐ 
13mm 

30mm 25mm 

子メータ 

表示省略 
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10.4  配管構造等 

（１）メータバイパスユニットの設置

親メータ引換時に断水による影響を回避するため、原則としてメータバイパスユニッ

トを設置する。

ただし、子メータが設置されていない場合及びメータ口径 40 ㎜以下は任意設置とす

る。 

なお、上記以外においても、所有者全員から承諾を得られた場合は、メータバイパス

ユニットを設置しないことを可とする（「8.2.2 (2) メータバイパスユニットについて」

を参照。）。 

（２）逆止弁の設置

原則として（親）メータから撤去したタンク先配管の間で、維持管理が容易な場所に

逆止弁を設置する。 

また、子メータが無い場合も同様に逆止弁を設置する。 

（３）既設配管の口径

既設の受水タンク以下装置の配管をそのまま流用することとなるので、既設ポンプ先

の配管口径が、経由した（親）メータ口径よりも大きいことがあるが、２段階程度まで

はこれを認める。 

（４）子メータが屋外地上に設置されている場合に限り、三階までの例外に切り替えと同時

に親メータを撤去することを認める。
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10.5  三階までの例外の配管例 

（１）受水タンクのみを撤去する場合の配管例

ア 集合住宅の場合

ウ 直圧直結給水と併用建物の場合

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

Ｐ 

【施工前】 【施工後】 住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店 舗 

Ｐ 

【施工前】 【施工後】 住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店  舗 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 
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エ 子メータが無い場合

（２）高置タンクが設置されているものを切り替える場合の配管例

※ 高置タンクを撤去する場合は、吸排気弁又は空気弁を設置する。

なお、上図のように、直圧直結給水の支分栓がある場合は、流量計算上で、支分栓の圧力損

失が十分に考慮されていること。 

※ 既設の高置タンクを再使用する場合は、実質的には四階まで給水することとなるが、三階ま

での例外の施工については承認する（指定事業者の流量計算結果で、給水可能と判断できるこ

とが前提）。 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店 舗 

Ｐ 

【施工前】 【施工後】 住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

店 舗 

タンクを撤去し、吸排気弁

又は空気弁を設置する。

（既設の高置タンクを再使

用する場合も可。） 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 

Ｐ 

【施工前】 【施工後】 

逆止弁を設置 
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（３）給水用具の増設等を行うもの
メータ先の蛇口の増設やユニットバスの設置工事等を行うもの。

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

Ｐ 

【施工前】 【施工後】 住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

Ｕ 

給水器具の増設 

バイパスユニットを設置 

逆止弁を設置 
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（４）既存住宅部分を分割し、住宅戸数を増設するもの

ア すべて三階までの例外として施工 イ 直圧直結給水との併用に変更

【施工前】 

住 宅 住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 

分割し、戸数増設 

住 宅 

Ｐ 

住 宅 住 宅 

住 宅 

住 宅 

  設置するメータを、直圧直結給水のメータ設置基準

の原則で施工するもの（既設配管に接続する場合は逆

止弁を設置）。 

住 宅 

住 宅 住 宅 

住 宅 

住 宅 

住 宅 

【施工後】 

逆止弁を設置 
逆止弁を設置 

バイパスユニットを設置 
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１１ 受水タンク方式 

配水管圧を直接利用して給水することが困難である高所への給水、あるいは一時に多量の水を

使用する場合は、受水タンクを設置することが必要である。受水タンクの設置位置、構造等の適

否は、給水状況に多大な影響を与え水質汚染の要因となる場合もあるので、正しい設計施工を行

う必要がある。 

11.1 受水タンクの設置位置 

（１）低置タンク（副受水タンクを含む。）

ア 周囲にごみ、汚物置場、汚水槽などのない衛生的なところ

イ わき水、たまり水、雨水などによる影響を受けないところ

ウ 下水、排水などがその上を通らないところ

エ ボイラーその他の機械類や給湯管が近くにないところ

オ 点検、修理が容易なところ

（２）高置タンク（高架タンクを含む。）

ア 土砂、ほこり、雨水、汚水などの影響を受けないところ

イ 風通しが良く湿気の少ない衛生的なところ

ウ 点検、修理が容易なところ

11.2  受水タンクの材質 

（１）ＦＲＰ（ガラス繊維強化ポリエステル）、ステンレス、その他堅牢なもので水質に悪

影響を及ぼさない材質とする。 

（２）塗料、仕上剤は、公的試験機関で安全性が確認されているものを使用する。

なお、これらの材料の混合、施工法、乾燥の程度によっては、水質に悪影響を与える

場合があるので、製造業者の技術的指導を求める。 

11.3 受水タンクの構造 

（１）外部から受水タンクの天井、底又は周壁の保安点検を容易かつ安全に行うことができ

る構造とする。 

（２）受水タンクの天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しない。

 （注)  上記(1)及び(2)により受水タンクのすべての面の表面と建築物の他の部分と 

の間に空間があり、６面点検が容易にできる構造でなければならない。 

（３）受水タンクの上にポンプ等を設置する場合は、受水タンクの水を汚染することのない

よう必要な措置を講じる。 

（４）耐震的構造とし、防水処理を施す。

（５）水が滞留しない構造とする。

ア 低置タンクは、１日当たりの使用水量の4/10～6/10を標準とし、滞留水の生じない

構造とする。 

イ 消防用水等と飲料水とは、別個に貯水する。やむを得ず同一タンクに受水し、使用

量（消火用水等を除く）に比して容量が過大になる場合は、著しい停滞水が生じない

ように給水口（流入管）と揚水設備（流出管）を対称（容量が特に大きい場合は対角

線）位置に設置したり、下部に通水口を持つ隔壁を中間に設置するなどの措置を施す。 
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（６）外部から汚水等が流入しない構造とし、次の措置を施す｡(図－１)

ア 開口部の防水、水密性に関する留意点

（ア）マンホールなどの開口部は、周囲より１０㎝以上高くするなど流入防止の対策を

講じる。 

（イ）開口部の蓋は、二重蓋など外部からの影響を受けにくい構造とする。

イ 越流管（オーバーフロー管）等の設置

（ア）越流管、排水管の先端は、排水設備へ接触しないようその間に適当な間隔（排水

口空間）をとる。 

（イ）越流管、通気管等、付属配管設備の末端はスクリーン（金網）などにより、虫類

等の潜入を防止する。 

ウ タンク内部には、飲料水以外の配管設備を設けたり貫通させてはならない。

（７）警報装置等の設置

異常水位に対処するため、異常警報装置のほか自動的に止水する電磁弁などを設置す

る。(図－２) 

図－１ 図－２（異常警報装置設置例） 

11.4  ボールタップ設置上の注意 

水圧の高いところで受水タンクヘ給水する場合、満水になるとボールタップが急激に閉止

したり、あるいは満水面が波立つことにより浮球が上下し、ボールタップが間断なく開閉し

てウォータハンマーが生じ、メータなどの器具又は管路の屈曲部に作用して不測の事故を引

起こすことがあるので、ウォータハンマーの防止措置を講じる (｢17.5破壊防止｣参照) 。 

給水管 

排水管(水抜き管) 

越流管 

金網（防虫網） 

排水口空間 

流出管 

排水口空間 F．L． 

W．L． 給水管 

電源 

100V又は200V 継電器 

警報器 

電磁棒 

保持器 

ボールタップ 

警報水位 

受水槽 
排水溝 

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 

定常水位 
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11.5  受水タンク以下装置の配管 

（１）安全な管種の選定

水質に影響を与えないもので、かつ、使用箇所に適した強度を持つ材質の給水管を選

定する。 

なお、鋼管を使用する場合、亜鉛メッキ鋼管は内面が腐食しやすいので、硬質塩化ビ

ニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管又はステンレス鋼管が望ましい。 

（２）止水栓の設置

給水立て主管からの各階への分岐管等重要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、

かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水栓を設置することが望ましい。 

（３）特殊用途配管の分離

水質汚染のおそれがある次のような配管系統と飲料水系統とは分離する。

ア 消火用設備を設置する系統。

イ 薬品類、その他が逆流するおそれのある器具を設置する系統。

11.6  受水タンク以下装置において集中給湯方式をとる場合の配管構造 

給湯設備側から水側への逆流を防止するため受水タンク以下の給水方式に応じて次のよう

な配管構造とする。 

11.6.1  高置タンクから給水する場合 

（１）給湯設備への給水配管は、高置タンクから直接取り出すか(図－１)、又は給湯設備の

頂部より高い位置で給水管から取り出す（図－２）。 

（２）メータ下流側（給湯設備の上流側）に逆止弁を設置する。

図－１ 図－２ 

高置タンク 

給湯設備 

高置タンク 

給湯設備 
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11.6.2  ポンプ直送で給水する場合 

（１）給湯設備を屋上に設ける場合

ア メータの下流側に逆止弁を設置する。

イ 給湯設備（貯湯タンク上部）に設置する空気抜弁の性能は、圧力0.1MPaにおける空

気排気量が４㎥／時以下とする。 

ウ メータ下流側に立上り（鳥居）配管を設け、頂部にバキュームブレーカ及び空気抜

弁（吸排気弁も可とする）を取り付ける。(図－１) 

エ バキュームブレーカの設置個数は、揚水管の配管延長及び空気抜弁の性能に応じて

必要数設置する｡（表－１参照） 

（２）給湯設備を地下等に設ける場合 

メータ下流側に逆止弁を２個並列にして設置する｡(通常一方で通水し、他方は定期点

検等の際に利用する｡)(図－２) 

図－１ 図－２ 

表－１ バキュームブレーカの設置個数（参考）  

給湯設備空気抜弁 
性能 

揚水管の配管延長 

圧力0.1Mpaにおける空気排気
量が2㎥以下のもの 

圧力0.1Mpaにおける空気排気
量が2㎥を超え4㎥以下のもの 

25ｍ以下の場合 １ 個 1 個 

25ｍを超え、50ｍ以下の場合 1 個 2 個 

25ｍを超え、50ｍ以下の場合 2 個 3 個 

(注1) ｢揚水管の配管延長｣とは、給水ポンプからバキュームブレーカ設置位置までの配管延
長をいう。 

(注2) バキュームブレーカーの性能が、最低作動圧力：－1.5kPa以下、空気吸入量：－
1.5kPaにおいて17㎥／時以上の場合） 

11.6.3  バキュームブレーカ及び逆止弁の維持管理 

バキュームブレーカ及び逆止弁は、年一回以上定期的に点検するなど、その機能を維持す

るよう維持管理を的確に行うこと｡ 

Ｈ＝300mm以上 

給湯設備 

空気抜弁 

空気抜弁 

Ｐ 

 バキュームブレーカ 

 揚水管 
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11.7 非常用給水栓の設置及び維持管理 

非常用給水栓の設置は、受水タンク及び高置タンク毎に１～２個程度とし、設置に当た

っては、指定給水装置工事事業者やタンク製造業者等と調整し、受水タンク等の構造や材

質を踏まえ、強度を損なうことのないよう適正に設置すること。 

図―１ 非常用給水栓の設置例 

11.8  その他 

（１）高置タンクの設置位置が地上より４０ｍ以上の高さになる場合は、中間タンク・減圧

弁を設けるなど落差による水圧上昇を防ぐ措置を施すことが望ましい（下記の参考資料

を参照。）。 

（２）共用の直圧給水栓を設置することが望ましい。 

（注）タンクの大きさ 

（１）低置タンク       

１日当たりの使用水量の4/10～6/10を標準とする。 

なお、低置タンクの場合で、特に付近に及ぼす影響が大きいと思われるときは、１

日分の使用水量を貯水できる容量とし、夜間に満水するようタイマ付きの電磁弁など

を併設する。 

(２)高 置 タンク

１日当たりの使用水量の1/10を標準とする。

(３)１日当たりの使用水量
タンクに給水する場合の１日当たりの使用水量の算定には、次の方法がある。 

・使用水量 ＝ １人１日使用水量 × 使用人員

・使用水量 ＝ 単位床面積当たりの使用水量 × 床面積

なお、タンク容量の算定に当たっては、｢表－１ タンク容積算定例」を参考にする。 

受水タンクへの給水栓設置例 受水タンク下流側給水管への給水栓設置例 

キー付水栓
結束バンドの取付蛇
口ハンドルの取外

し等 キー付水栓
結束バンドの取付蛇
口ハンドルの取外

災害時以外使用不可
災害時以外使用不可

災
害
時
以
外
使
用
不
可
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表－１   タ ン  ク 容  積  算 定  例 

用 途 別 
１個当たりの 
標準水量 

計  算  例 摘    要 

集合住宅 
１日を１５時間として､ 
この7.5時間分 

7.5／15 

  ４０人の場合 

7.5 
  250×──×40＝ 5.0ｍ3

15 

 1人1日当たりの給水量を
250 L /人/日とした 

ホ テ ル
 １日を１２時間として､ 
この６時間分 

6／12 

  客室部のベット数が 
    ２００人の場合 

6 
  400× ― ×200＝ 40.0ｍ3 

12 

 1ベットにつき､1日当たりの
給水量を400L/床/日とした 

デパート 
１日を１０時間として､
この５時間分 

5／10 

  ４０，０００㎡の場合 
 

5 
  20× ― ×40,000＝ 400.0ｍ3

10 

 １㎡につき、１日当たりの給
水量を20L/㎡/日とした 

事 務 所 
１日を９時間として、 
この４時間半分 

4.5／9 

  １，０００人の場合 

4.5 
  80×──×1,000＝ 40.0ｍ3

9 

80L/人/日とした 

病  院 
１日を１６時間として､
この８時間分 

8／16 

  １，０００㎡の場合 
 

8 
  50× ― ×1,000＝ 25.0ｍ3

16 

50L/㎡/日とした 

小 学 校 
１日を９時間として、 
この４時間半分 

4.5／9 

  １，５００人の場合 

4.5 
  80×──×1,500＝ 60.0ｍ3

9 

80L/人/日とした 
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１２  給水管の分岐 

給水装置を新設、改造する場合の配水管からの分岐は次による。 

12.1  分岐口径等 

（１）配水管からの分岐は、原則として配水小管、補助管（口径30㎜から350㎜までのもの）から
とする。

(２) 配水管から分岐する給水管の分岐口径は、原則として20mm以上とする。

(３) 分岐口径は、原則として配水管口径の２段階下の口径を最大口径とする。

ただし、市と事前協議を行い、「分岐可」の回答があった場合は、分岐管口径を被分

岐管の口径と同等以下とすることができる。

12.2  分岐間隔等 

（１）配水小管から分岐する場合、その位置は、他の給水装置の分岐位置から30㎝以上離す。 

（２）給水管から分岐する場合も原則として（１）による。 

（３）維持管理等を考慮して、配水小管の継手端部から30㎝ 以上離す。 

なお、異形管等、直管以外の管から分岐してはならない。 

12.3  分 岐 工 法         

給水管の分岐方法は、次表のとおり大別される。 

給水管の分岐方法 

   給水管の種類 
 被分岐管の種類 

ステンレス鋼管 鋳 鉄 管 

５０㎜以下の配水補助管
ビニル管（注１）
ステンレス鋼管
鋳鉄管S50形

５０㎜以下の給水管 チーズ又はサドル付分水栓 ― 

７５㎜以上の鋳鉄管 
（給水管を含む） 

ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓 
又はサドル付分水栓による 
分岐 

耐震形割Ｔ字管による分岐 

12.3.1  ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓による分岐 

(１)ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の種類及び給水管との接続継手
(２)ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の種類

市の配水管（配水小管）から分岐する場合は、ステンレス製サドル付分水栓を
　　使用する。なお、S50形は専用のステンレス製サドル付分水栓を使用すること。

サドル付分水栓は日本水道協会規格であり、給水管等からの分岐に使用する。

ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓又
は割Ｔ字管(S50)及びチー
ズによる分岐

― 

（注１）ビニル管からのチーズによる分岐は圧着工法等によって行う。

　圧着部には、補強材料は、を使用すること。　　　　　　　

　また、圧着施工等が困難な場合は、市担当者と協議を行う。 
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表－１  ステンレス製サドル付分水栓の種類及び呼び径 

備 考：呼び径等については、鋳出し又は容易に消えない方法で表示している。 

図－１ ステンレス製サドル付分水栓 

（参考）都型のサドル付分水栓（㎜） 

被分岐管の種類 記号 取付管の適用口径 給水管取出口の口径 備  考 

鋳鉄(ミリ)管 ＣＡ 75～350 

25又は50 

ただし、ビニル管
及び石綿セメン
ト管において、取
付管の適用口径5
0のものについて
は25のみ。 

サドルの表示
及び口径はサ
ドル分水栓本
体に鋳出し表
示されている。 

鋳鉄(インチ)管 ＣＢ 
300～350 

(250以下はＣＡを使用） 

ビニル管 Ｖ 50～150 

鋼  管 Ｓ 
200～350 

(150以下はＶを使用） 

石綿セメント管 Ａ 
50,125～350 

（75,100はＣＡを使用） 

表－２  日本水道協会規格の主なサドル付分水栓（㎜） 

被分岐管の種類 サドルの表示 取付管の適用口径 給水管取出口の口径 備  考 

ダクタイル鋳鉄管 
（鋳鉄管専用） 

ＤＩＰ 75～350 

25 

サドルの表示
及び口径はサ
ドル分水栓本
体に鋳出し表
示されている。 

塩化ビニル管 ＶＰ 

75～150 

鋼  管 ＳＰ 

種  類 呼 び 径 

被分岐管 記号 
給 水 管 
取 出 口 の 
口 径 

給水管の
口   径 

サドル機構

鋳鉄（ミリ）管 D又はC 
25 20,25 

50(S50形),75,100,150,200,250,300,350
※50(S50形)30,40の取付は割T字管50 30,40,50 

硬質塩化 
ビニル管 

V 

VS 
(兼用) 

25 20,25 50,75,100,150 
（鋼管用と兼用しても良い。） 50 30,40,50 

鋼 管 S 
25 20,25 50,75,100,150,200,250,300,350 

（50～150は硬質塩化ビニル管用と兼用
しても良い。） 50 30,40,50 

ボール止水式 
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イ 給水管との接続継手

ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓と給水管との接続又は止水プラ

グの接続には次表のものを使用する。 

表－４ ステンレス製サドル付分水栓用ソケット及びプラグの種類、呼び径

備 考：呼び径等については、鋳出し又は容易に消えない方法で表示している。 

図－２ ステンレス製サドル付分水栓用ソケット

表－５ 主なサドル付分水栓と給水管との接続 
サドル付分水栓

の規格 
ステンレス鋼管との接続継手

日本水道協会 
規格 

伸縮可とう式分水栓ソケットＢ 

口 径 形 状 

20 
25 

（25×20） 
（25×25） 

（２）分岐工事

ア ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の据え付け

（ア）ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓は、配管の管種、口径及び分岐

口径に適合したものを使用する。 

（イ）分岐箇所の管表面を十分清掃する。

ステンレス製 

サドル付分水栓用ソケット 

ステンレス製 

サドル付分水栓用プラグ 

ステンレス製 

サドル付分水栓分岐部の形状 

種 類 呼び径 種 類 呼び径 ねじ形状 長さ（㎜） 

タイプ－Ａ 
25×20 

タイプ－Ａ 25 G1 1/4 15 
25×25 

タイプ－Ａ 

50×30 

タイプ－Ａ 50 G2 1/2 22 50×40 

50×50 

タイプ－Ｂ 
25×20 

タイプ－Ｂ 25 M50×2 10 
25×25 

タイプ－Ｂ 

50×30 

タイプ－Ｂ 50 M72×2 10 50×40 

50×50 

現行型（タイプ－Ａ） 先端ソケット型（タイプ－Ｂ） 

・  

・
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（ウ）配管にポリエチレンスリーブを被覆してある場合は、ステンレス製サドル付分水

栓又はサドル付分水栓取付位置の中心線（管軸に対して直角の線）から20ｃｍ程度

離れた両位置をポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド（以下「ゴムバンド」とい

う。）で固定してから、中心線に沿ってスリーブを切り開き、ゴムバンドの位置ま

で折り返し管外面を露出させ、ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓取

付ける。 

（エ）ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓は、配管の管軸頂部にその中心

がくるように据え付ける。 

ただし、障害物等によりやむを得ない場合は、中心より４５゜以内の範囲に限っ

て据え付けることができる。 

配管に固定するときは、パッキンと管の密着面において、異物の噛込みがないこと及

びパッキンの変形がないことを確認し、締付けボルト及びナットを全体に均一になるよ

うに所定のトルクで締め付けること。 

なお、サドル部パッキンの破損、離脱を防止するため、締付けボルト及びナットを締

め付けた状態でサドル分水栓を移動させないこと。 

（オ）配管が硬質塩化ビニル管の場合、管頂部に沿って管探知用の銅線が配線されてい

る場合があるので、据え付けに当たっては、この銅線を左右いずれかの方向にずら

し、ビニルテープ等で固定させる。 

また、ビニル管専用のトルクレンチを使用すること。 

表－６  ボルトの標準締付トルク 

 被分岐管 
  口径 

  被分岐管の種類 
  締付トルク 

 Ｎ・ｍ 

 150㎜以下 

  鋳鉄管、石綿セ 
メント管、鋼管

  60 

硬質塩化ビニル管   40 

 200㎜以上 
  鋳鉄管、石綿セ 

メント管、鋼管
  75 

イ せん孔

（ア）ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の頂部のキャップを取り外し、

ボール弁（又はスライド弁）を開く。 

（イ）分岐口径に応じたカッター又はドリルをせん孔機のスピンドルに取り付ける。

なお、「内面エポキシ樹脂粉体塗装管のせん孔」については、次のものを使用す

る。 

a  せん孔機： 切り粉、切断塗膜を確実に排出する必要があることから、電動式

せん孔機を使用する。 

b  ド リ ル： 粉体塗装管対応ドリル(先端角90°から100°)を使用する。 

（ウ）ドリルは、管種に応じたものを使用し、紛体塗装管対応ドリルをモルタルライニ

ング管に使用してはならない。

なお、ビニル管をせん孔するときは、専用のカッターを使用する。

参考：ビニル管用カッター 
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図－３ せん孔ドリルの種類 

エポキシ樹脂粉体塗装管用ドリル モルタルライニング管用ドリル 

 先端角 90°～100°  先端角 118° 

（エ）キャップを取り外したステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓頂部に、せん

孔機取付け用アダプタ（25 ㎜と 50 ㎜用の２種類がある）を取り付けた後、アダプタの

上にせん孔機を静かに載せ、袋ナットを締め付けてサドル分水栓と一体となるように固

定する。 

（オ）ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の吐水部へ排水用ホースを連結させ、

ホース先端はバケツ等で受ける（下水溝等へ直接排水してはならない。）。 

（カ）刃先が管面に接するまで手動送りハンドルを静かに回転し、到達した時点でハンドル

を半回転戻しておく。 

（キ）せん孔機とエンジンをフレキシブルシャフトにより連結したら、エンジンを始動し、

手動送りハンドルを静かに回転しながらせん孔を開始する。 

（ク）穴が開き始めると、せん孔に伴う切りくずが排水用ホースを通して水と一緒に排出さ

れるが、このまません孔を続ける。 

（ケ）せん孔中はハンドルの回転が重く感じられ、せん孔が終了するとハンドルの回転は軽

くなる。このため、ハンドルの重さに注意しながらせん孔を行う。 

 なお、せん孔中は事故防止のためスピンドルの頂部に触れないこと。 

（コ）せん孔が終了したらエンジンを止め、ハンドルを逆回転して刃先をボール弁（又はス

ライド弁）の上部まで確実に戻す。このときスピンドルは最上部まで引き上げる。 

（サ）ボール弁（又はスライド弁）を閉め、せん孔機及び排水用ホースを取り外す。 

（シ）ステンレス製サドル付分水栓の場合は、吐水部ネジ形状が平行ネジのため、シールテ

ープは巻かずに、ステンレス製サドル付分水栓用プラグを仮取り付けする。 

サドル付分水栓の場合には、吐水部オネジにシールテープを巻いて止水キャップを仮

取付けする。 

※ せん孔のポイント

粉体塗装管のせん孔は、樹脂塗膜を細かく切り取ることが重要なポイントになることから、

ドリルが鉄部を貫通した後は、ドリルの回転を低下させないよう、ゆっくりした送り負荷で切

削することがきれいに塗膜部を切削するポイントになる。 

また、防食コアの挿入は、せん孔穴のずれ、ブレ等がある場合確実に装着できないので、工

器具の手入れを十分に行う
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ウ 防食コアの取付

鋳鉄管又は鋼管から分岐した場合には、せん孔部に防食コアを取り付ける。

なお、防食コアはステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓に同梱のもの、

又は同梱される防食コアと同一のもので、せん孔口径に適したものを使用する。 

（ア）ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の吐水部に止水プラグが取り付

けられていることを確認する。 

（イ）スピンドル先端に防食コア取付用の各呼び径に応じた共通先端ストレッチャーヘ

ッドを取り付ける（スパナを使用し、しっかり締め付ける。）。 

（ウ）コア挿入機に各呼び径に応じたアタッチメント又はアダプタを取り付ける。

（エ）共通先端ストレッチャーヘッドに該当する呼び径の防食コアを差し込む。

（オ）スピンドルを最上部に引き上げた状態で挿入機及びアタッチメントをステンレス

製サドル付分水栓又はサドル付分水栓に装着する。 

(カ)ボール弁を開く。

(キ)各製造メーカの取扱説明書に基づき防食コアを取り付ける。

呼び径 50用 呼び径 25用 参考：防食コア コア挿入機 
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エ ステンレス製サドル付分水栓用ソケット等の取付け

ステンレス製サドル付分水栓の仕様又はサドル付分水栓の規格、給水管の種類、口

径に応じた継手（表－４又は表－５参照）をステンレス製サドル付分水栓又はサドル

付分水栓の給水管取出口（吐水部）に取り付ける。 

ステンレス製サドル付分水栓の場合は、平行ネジのため、シールテープの巻き付け

は不要である。 

ただし、サドル付分水栓の場合は、テーパーネジのため、ネジ部にシールテープを

巻き付ける。 

表－７ シールテープ巻き付け 

シモク等のネジ部口径（mm） 巻き量（cm） 巻き付け方法 

25 約25 1/2 重ね巻き 

50 約40 〃 

オ 防食処理（ポリエチレンシート工法及びサドル付分水栓防食材料）

分岐配管完了後、漏水等の異状のないことを確認した後、折り返していたスリーブ

をもとに戻してから、ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓に同梱されて

いるもの又は同一のポリエチレンシートを取付け、防食用ビニル粘着テープを使用し

てスリーブ及びシートを密封させ、被覆する。 

なお、サドル付分水栓の場合は、防食材料（亜鉛製犠牲陽極）をサドル付分水栓の

キャップに取り付け防食する。

図－７ ポリエチレンシートによる防食処理 
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（ア）ポリエチレンシートの形状、寸法等

シートは図－８のとおり、被覆銅線付シート本体と被覆銅線単体とによって構成され

ている。シートの形状、寸法は配管の口径及びステンレス製サドル付分水栓又はサド

ル付分水栓の種類によって表－８のように区分されている。

(1）シート本体 (2）被覆銅線単体

長尺もの（２本） 短尺もの（１本） 

図－８ ポリエチレンシートの形状 

（イ）施工方法

a シートをステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の中央下に敷き広

げる。 

なお、シート本体の銅線は給水管側に置く。 

b シート本体の銅線をステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の胴部

に結び付ける。 

c  シートを配水小管の下端から、ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水

栓全体を覆うようにして包み込む。 

d  シートの先端を給水管部で付き合せて包みこみ、その部分を単体銅線（短尺も

の）でしばりつける。 

e  ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓を中心に、配水小管の両側の

シートを単体銅線（長尺もの）で密着するように固定する。

f  配水小管にスリーブ被覆をしてある場合は、ステンレス製サドル付分水栓又は

サドル付分水栓取付前に折り返していたスリーブをもとに戻してからa以降の

作業を行い、防食用ビニル粘着テープを使用してシートを密封する。

g  埋戻しは、シートを破損しないよう慎重に行う。 

ℓ ２
ℓ ３ 

Ｌ 

Ｂ

ℓ 1 
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表－８  シートの寸法（㎜） 

口  径 Ｂ Ｌ ℓ 1 ℓ 2 ℓ 3 

 ５０×２５ 

  ５４０ 

1,200（1,200） 

  ３５０ 

 

300（  300） 

  ４００ 

 ７５×２５ 1,300（1,300） 380（  380） 

  １００×２５ 1,300（1,300） 470（  470） 

  １２５×２５ 1,300（－） 470（－） 

  １５０×２５ 1,500（1,500） 660（  660） 

  ２００×２５ 1,700（1,700） 840（  840） 

  ２５０×２５ 1,900（1,900） 1,030（1,030） 

  ３００×２５ 2,000（2,000） 1,210（1,210） 

  ３５０×２５ 2,000（2,200） 1,400（1,400） 

 ７５×５０ 

  ６００ 

1,300（1,300） 

  ４５０ 

 

  380（ 380）

  ５００ 

  １００×５０ 1,400（1,300）   470（ 470）

  １２５×５０ 1,400（－）   470（－） 

  １５０×５０ 1,700（1,500）   660（ 660）

  ２００×５０ 1,800（1,700）   840（ 840）

  ２５０×５０ 1,900（1,900） 1,030（1,030） 

  ３００×５０ 2,100（2,000） 1,210（1,210） 

  ３５０×５０ 2,300（2,200） 1,400（1,400） 

※ （ ）内の寸法は、ステンレス製サドル付分水栓用
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12.3.2  チーズ等による分岐 

既設管の種類に応じた継手（チーズ）を取り付けて分岐する｡ 

なお、ステンレス鋼管で分岐する場合の施工例は、以下のとおりである。 

ア ステンレス鋼管からの分岐例

イ ビニル管からの分岐例

ステンレス鋼管

ステンレス鋼管

伸縮可とう継手

ソケット

 （０．２５ｍ） 

チーズ

ステンレス鋼管

  伸縮可とう継手 

ステンレス鋼管

ビニル管 
（０．１～０．２ｍ） ステンレス製伸縮可とう式

めねじ付ソケット 

ビニルバルブソケット 

ビニル 
チーズ

ビニル管 
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ウ ライニング鋼管からの分岐例

エ 銅管からの分岐例

ステンレス鋼管

銅 管 
（０．１～０．２ｍ） 

銅管用シモク 

銅 管 
チーズ

銅 管 

ステンレス製伸縮可とう式継手

絶縁袋ナット付ソケット 

ステンレス鋼管

ライニング鋼管ニップル

鋼管チーズ 

ユニオン

ライニング鋼管

ステンレス製伸縮可とう式継手

異種管接続用ソケット 

ライニング鋼管
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 12.3.3 S50形割Ｔ字管による分岐 

（１）S50形割Ｔ字管（以下、「割Ｔ字管」という。）による分岐工法

分岐給水管の口径が30㎜から40㎜(40mmは協議が必要）で配水補助管が鋳鉄管(S50

形)の場合、S50形割Ｔ字管により分岐する。S50形割Ｔ字管は、止水弁が組み込まれた

構造であり、給水管との継手構造は、S50形ダクタイル鋳鉄管用給水管標準図による。 

配水補助管へのせん孔は、S50割Ｔ字管用のせん孔機を使用して行う。 

 S50形割Ｔ字管による取出し（参考） 

 S50形ダクタイル鋳鉄管用給水管標準図
(30mm/40mm) 

※40mmは協議が必要
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 12.3.4 耐震形割Ｔ字管による分岐 

（１）耐震形割Ｔ字管（以下、「割Ｔ字管」という。）による分岐工法

分岐給水管の口径が75㎜から150㎜で配水小管が鋳鉄管の場合、原則として、割Ｔ字

管により分岐する。割Ｔ字管は、可とう部、止水弁が組み込まれた構造であり、給水

管との継手構造は、ＧＸ形接合用挿口（挿口突部なし）になっている。 

配水小管へのせん孔は、割Ｔ字管用のせん孔機を使用して行う。 

なお、施工時の掘削寸法は、「20 土工事」を参照する。 

割Ｔ字管の種類及び呼び径 

種  類 呼 び 径 

被分岐管 記 号 
止水

機構 

継手

機構 
割Ｔ字機構 

鋳鉄(ミリ)管 Ｄ又はＣ 

75 75 100,150,200,250,300,350 

100 100 150,200,250,300,350 

150 150 200,250,300,350 

可とう部 

割Ｔ字機構 止水機構 継手機構 

タイプＢ 

タイプＡ 

可とう部 

ＧＸ形 

接合用挿口 

（挿口突部なし）

耐震形割T字管概略図 

防食コア 

防食コア 
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（２）分岐工事

ア 割Ｔ字管を配水小管に取り付ける際、割Ｔ字管のパッキンと配水小管の水密性を保

つため、配水小管の管の表面を十分清掃する。 

イ 鋳鉄管の口径に応じた割Ｔ字管を配水小管に取り付ける。

ウ 割Ｔ字管の止水弁を開ける。

エ 分岐口径に応じたカッターを取り付ける。

オ 割Ｔ字管の止水機構にせん孔用アダプタを取り付ける。

カ 割Ｔ字管用せん孔機をせん孔用アダプタに取り付ける。

キ 各製造メーカの取扱説明書に基づき、せん孔する。せん孔時、切りくず排出用コッ

クを開き、切りくずが排出されているか確認する。

ク 止水弁を閉め、せん孔機を取り外す。

ケ 割Ｔ字管用コア挿入機をせん孔用アダプタに取り付ける。

コ 各製造メーカの取扱説明書に基づき、防食コアを取り付ける。

サ 止水弁を閉め、コア挿入機を取り外す。

シ せん孔用アダプタを取外す。

ス 継手機構を接合する。

セ 配水小管にポリエチレンスリーブが被覆してある場合は、割Ｔ字管取付位置の中心

線からそれぞれ40㎝程度離れた両位置をゴムバンドで固定し、割Ｔ字管取付位置の中

心線（管軸に対して直角の線）に沿ってスリーブを切り開き、ゴムバンドの位置まで

折り返してからアからクの作業を行い、配管工事終了後、「17.9.1（2）鋳鉄管の防

食処理」により防食処理を行う。 

（３）取付け及び操作に当たっての注意事項 

ア 掘削は、「20.1.2（1）割Ｔ字管による取出し（参考）」を参照し、せん孔機の

取付けや割Ｔ字管を取り付けるためのボルト・ナットの締め付け作業が十分にできる

よう掘削する。 

イ 取付けは、配水小管に対して水平に取り出すことを原則とするが、障害等があり水

平に取り出せない場合でも１５°を限界として上向きに取り出すことができる。ただ

し、可とう部を曲げて配管してはならない。 

ウ 止水弁を閉めたまません孔したり、埋め戻しする際に開けるのを忘れないよう注意

する。 

エ 必要に応じて、せん孔時に可とう部をボルト等で固定する。

なお、埋め戻しする際にボルト等を取り外すのを忘れないよう注意する。

オ ボルトの締付トルクは、メーカの取扱説明書による。

カ 施工後、「21.1（1） 明示シートの標示」により明示シートの標示を行う。

キ 割Ｔ字管は、施工完了時に配水小管頂部から0.15ｍ以内にすることが可能な構造で

あるため、埋設深度が確保できない場合は、止水弁を横向きにする等の措置を講ずる。 
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ウ 芯Ｚ点にチョークで印を付ける。

エ Ｚ点より、Ｔ字管の受口側有効長Ｈ、Ｔ字管とＧＸ継ぎ輪の間に挿む切り管の寸法

Ｋ（最低1.0ｍ）、ＧＸ継ぎ輪のＰ寸法(口径により異なる)をプラスしたＹ点に印を付ける。 

オ 同じくＺ点よりＴ字管のさし口側有効長Ｊ、ライナによる伸びＡ、切り管の寸法Ｎ

(最低1.0ｍ)、ＧＸ継ぎ輪のＰ寸法(口径により異なる)をプラスしたＸ点に印を付ける。 

カ Ｙ点とＸ点が切断位置となる。

※ なお、各部の寸法については、｢日本ダクタイル鉄管協会 便覧｣等を参照する。

（２）有効長 

直管及び異形管の管軸中心線における長さ（受口の｢のみ込寸法｣を徐く。）を管の有効長という。 

ＮＳ・ＧＸ形Ｔ字管の有効長 

形  状 

(ｍｍ) 

受口側(H) 

(ｍ) 

挿し口側(J) 

(ｍ) 

岐 管(I) 

(ｍ) 

150×75 (NS) 0.150 0.300 0.200 

200×100 (NS) 0.200 0.350 0.250 

250×100 (NS) 0.140 0.320 0.205 

300×150 (NS) 0.145 0.345 0.345 

150×75  (GX) 0.100 0.350 0.140 

200×100 (GX) 0.120 0.380 0.170 

250×100 (GX) 0.120 0.380 0.190 

300×150 (GX) 0.145 0.395 0.235 

有効長という。 
この長さを 

D

J H 

I

( Ｔ字管 ) 

ｄ 

12.3.5  鋳鉄管の芯出し 

鋳鉄管を布設する場合は、小口径管の布設に比較して、屈曲して配管することが困難なた

め、布設する管の管軸中心線を常に念頭におき、その管軸の角度、高低差、距離などを正確に

測定することが必要であり、このための芯出し作業と有効長の測定が非常に大切となる。

（１）芯出し作業

芯出し作業は、鉄管布設定規、水平器、下げ振り、水糸などを使用し次により行う。 

ア 分岐給水管の据え付け位置を決定する。

口径７５㎜以上の工事の場合、布掘りの幅員は布設口径ごとに異なるが、いずれの

場合も分岐給水管の管軸中心線が布掘り幅員の中心へ来るようにする。 

イ 分岐給水管の管軸中心線と配水小管の接点Ｚを求める。このＺ点のことを芯という。 

 Ｐ   Ｎ  Ａ  Ｊ  Ｈ  Ｋ  Ｐ 

管軸中心線 

布掘り幅員の中心 
Ｚ 

Ｇ 
 ・ 

・ ・ ・ ・ 

・Ｇ 

 
Ｇ ・ ・Ｇ 

Ｙ 
Ｘ 
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12.3.6 異形管の抜け出し防護 

大口径の配管工事においては、異形管の抜け出しを防止するため、GX・NS形ダクタ

イル鋳鉄管路の設計（一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会）、配水管工事標準図

等を参考に次の措置をとる。 

（１） 第一止水栓までの異形管防護の方法は、ライナによる管防護を原則とする。

（２） 鋳鉄管の撤去工事で、栓を使用した場合は、コンクリートで防護する。

（３） 75㎜以上のビニル管からチーズにより分岐する場合は、分岐部をコンクリートで防護す

る。 

（４） 防護コンクリート打設に当たっては、管の表面をよく洗浄し、型枠を設け、コンクリー

  トを打設する。 

（５） 上記以外の場合においても、必要と認めた場合は、特殊押輪の取り付け又は鋼材防護を

行う。

なお、特殊押輪の取り付けについては、「19.9.4 特殊押輪継手の接合」による。 

12.4  分岐工事施工上の注意 

現場の状況により、埋設物が輻輳（ふくそう）していることもあるので、必ず目的の配

水小管、又は給水管であることを確認してから、分岐工事を行う。 

また、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装管の切断面に、専用の防食ゴム（ GX形は

防食キャップ） 又は防食塗料により補修を行う。 

12.5  施工後の水質検査 

12.5.1 給水管取り出し後の残留塩素測定 

給水区域内全ての給水管取り出し工事（支分取出しを含む。）施工後、残留塩素（遊離）

の測定を行う。 

（１）測定方法 

ＤＰＤ法（ｼﾞｴﾁｰﾙ‐ﾊﾟﾗﾌｪﾆﾚﾝ‐ｼﾞｱﾐﾝ法）により行う。 

※ 遊離残留塩素は、直ちに発色する。

（２）判定基準 

遊離残留塩素が検出されること。 

（３）３５０㎜以下の導水管等布設路線の水質確認 

乙字管の有効長は

有効長＝Ｌ＋Ｆ＋Ｆ３

なお、曲管や乙字管など曲部を有するものの据

え付け作業など施工に当たっては、この有効長で

なく平面延長を使用する。 

ＲＲ Ｈ

Ｌ 

（乙字管）

F   F3 
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３５０㎜以下の導水管等が併設されている路線からの給水管取り出し工事は、誤接

続を防止するため、上記（１）による他、付近の直結給水栓から対照水を採水し、

残留（遊離）塩素測定を行い、両方を対比して判定し水道水であることを確認する。 

12.5.2  給水装置工事完成時の水質確認 

給水装置工事完了時の指定事業者が行う自主検査の際、当該給水装置の給水栓から採水

し、目視による観察の他、残留塩素（遊離）測定を行い、水道水が安全であることの確認

を行う。 

水質の確認項目 

項 目 判 定 基 準 

残留塩素（遊離） 0.1mg/L以上 

臭 気 観察により異常でないこと。 

味 〃 

色 〃 

濁 り 〃 
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 12.6  分岐部の撤去 

給水装置を分岐部から撤去する場合、分岐形態に応じ、次により施工する。 

なお、工事完了後は完全に止水したことを確認する。 

分岐部の撤去方法 

分 岐 形 態 撤 去 用 材 料 撤  去    方  法 

サドル付 

分水栓 

都型 サドル分水栓用プラグ ①サドル分水栓のボール弁を閉止する。

②サドル分水栓用シモク（又は伸縮可とう式分水栓ソケ

ットＢ）を取り外し、サドル分水栓用プラグ(又はサ

ドル分水栓用プラグＴ形）を取り付ける。
日本水道

協会規格 
サドル分水栓用プラグＴ 

ｽﾃﾝﾚｽ製

サドル付

分水栓 

ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓用プ

ラグ

①ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓のボール弁を閉止する。

②ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓用ソケットを取り外

し、ｽﾃﾝﾚｽ製サドル付分水栓用プラグを取り付ける。

分 水  栓 

（ 旧工法 ） 
分水栓止水板又は埋金 

分水栓を閉止し、分水栓止水板を取り付ける。分水栓

が止水不良等の場合は、分水栓を取り外し、埋金を取

り付ける。 

割 Ｔ 字 管 

（ 旧工法 ） 
フ ラ ン ジ 止 水 板         

①短管１号又は割Ｔ字管取付金物を取り外しフラン

ジ止水板を取り付ける。

耐震形割Ｔ字管 耐震形割Ｔ字管用栓 継手機構を取り外し、耐震形割Ｔ字管用栓を取り付ける。 

鋳 鉄 管 用 

二受Ｔ字管 

栓（Ｔ、Ｋ形） 
配水小管の断水又は凍結を行い、二受Ｔ字管の岐管

部に栓を取りつける。市担当者の指示に従うこと。 

帽 

（SⅡ、 N S 、ＧＸ形 ） 

チ ー  ズ
キャップ 

ビニル管用 
管を５㎝程度切り残し、キャップをする。 

銅  管  用 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管用 チーズの岐管部にキャップを取り付ける。

プラグ(ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用） チーズの岐管部にプラグを取り付ける。

（注１）フランジ止水板の取付けには専用のパッキン、ガスケットを使用する。 

（注２）耐震形割Ｔ字管用栓は、メーカにより使用する栓が異なることに注意する。 

（注３）ステンレス製サドル付分水栓以外へのプラグ取付けは、ねじ部にシールテープを巻き付けて

行う。 

（注４）撤去部は原則、新しいポリエチレンシートを用意し、防食処理を行う。ただし、損傷が無く、

密閉できるポリエチレンスリーブ等の場合は、撤去工事施行後、防食テープ等を用いて防食処

理を行う。 

配水小管の断水又は凍結を行い、二受Ｔ字管の分岐

直管部を切断しに帽を取りつける。市担当者の指

示に従うこと。 
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【施工例：道路に布設されたステンレス鋼管以外の給水装置から分岐する場合】

150FCD

40CSSP 40VP

20CSSP(新設)

× 20VP(新設)

ステンレス製めねじ付ソケット

25VP

25VP

１３  配    管 

 13.1  給水管の選定 

 13.1.1  道路下に使用する給水管 

（１）道路下に使用する給水管 

配水小管又は道路に布設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最

も近い止水栓（当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部

分に最も近いもの）までの部分の給水管については、その口径に応じて次の材料を使

用しなければならない (給水条例施行規程第10条) ｡ 

【５０㎜以下の給水管】 

日本水道協会規格｢水道用波状ステンレス鋼管(JWWA G 119)｣の波状管Ｂ(SUS316) 

日本水道協会規格｢水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)｣の水道用ステンレス鋼鋼管Ｂ(SUS316) 

※原則として、水道用波状ステンレス鋼管Ｂを使用する。

【７５㎜以上の給水管】 

75mm～350mm：GX形ダクタイル鋳鉄管 

品目 呼び径 適用規格及び仕様等 

ダクタイル鋳鉄管 75～350mm 日本水道協会規格 

「水道用 GX 形ダクタイル鋳鉄管(JWWA G 120)」（GX 形） 

※ ダクタイル鋳鉄管は、1種管で、内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装の仕様を標準とする。

ただし、５０㎜以下の給水管において、ステンレス鋼管以外の給水装置から分岐する場合は、

分岐部直近にステンレス製めねじ付ソケットを設置して、宅地内第一止水栓までの布設は、

上記「５０㎜以下の給水管」の材料を使用する。 

※ NS型ダクタイル鋳鉄管350nmmについては、令和7年3月31日まで経過措置として使用可
能とする。
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（２）ステンレス鋼管の配管に使用する継手 

水道用波状ステンレス鋼管及び水道用ステンレス鋼鋼管の使用が規定されている道路

の配管には、当部が指定した伸縮可とう式継手を使用する。 

なお、接合における溝付け位置は管端面から49mmとする。 

（３）水道用波状ステンレス鋼管に関する配管上の注意 

ア 配管延長が４ｍ以下の場合は、原則としてソケット等の継手を使用しない。

イ 第一止水栓までの配管延長が著しく長い場合は、経済的な配管となるよう直線部分

に水道用ステンレス鋼鋼管を使用する。 

なお、この場合の継手には伸縮可とう式継手を使用する。 

【直線部分にステンレス鋼鋼管Ｂを使用した配管例】 

CSSP 
SSP 

CSSP 
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13.1.2 宅地内に使用する給水管 

宅地内(屋内を含む｡)に使用する給水管は、ステンレス鋼管、鋳鉄管のほか、次表の「給

水管の種類及び特徴(表－１)」及び「宅地内における給水管の配管上の注意点(表－２)」を

参考に選定する。 

表－１ 給水管の種類及び特徴（１／２） 

厚生省令第１４号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合する給水管 

管  種 口  径 長  所 短  所 

ダクタイル鋳鉄管 75～350㎜ 

・強度があり､外力､凍結等に強
い。
・せん孔に適している。

・重量がある。
・電食を受けやすい。

ステンレス鋼管
（SUS304，316）

8～300㎜ 
・腐食のおそれが少ない。
・管内にスケールの発生がな
い。
・強度があり､外傷やつぶれのお
それが少ない。
・軽量である。

・電食を受けやすい。
・熱膨張率が大きく伸びやすい。

波状ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 
（SUS304，316） 

13～50㎜ 

硬質塩化ビニル 
ライニング鋼管

13～150㎜ 
・外力に対する強度が大きい。
・管内にサビ､スケール発生がな
い｡

・ライニングされた部分がはくりしやす
いので､施工時の取扱いに注意を
要する。
・施工性が悪い。
・電食を受けやすい。

フランジ付
20～350㎜

ポリエチレン粉体 
ライニング鋼管

13～100㎜ 

耐熱性硬質塩化 
ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

15～100㎜ 

銅  管 

(非被覆銅管) 
10～50㎜ 

（被覆銅管）
10～25㎜ 

・軽量である。
・耐アルカリ性でコンクリート､モ
ルタル内の布設に適する｡
・管内にスケールの発生がな
い。

・外傷を受けやすい。
・電食を受けやすい。
・原水に遊離炭酸が多いときは､銅が
溶解して白布などに着色することが
ある。

硬質塩化ビニル管 

13～150㎜ 

・耐酸､耐アルカリ性に富み､電
食のおそれがない。
・スケールの発生がない。
・施工が容易である。
・軽量である。

・衝撃に弱く外傷を受けると強度が低
下する。
・耐熱性が低い。
・温度に対する膨張率が大きく温度
変化の激しい場所に布設する場合
は伸縮継手等が必要である。
・シンナーなどの溶剤におかされる。
・直射日光を避けて保管する。

耐衝撃性 
硬質塩化ビニル管 

耐熱性 
硬質塩化ビニル管 

13～50㎜ 

・耐酸､耐アルカリ性に富み､電
食のおそれがない。
・スケールの発生がない。
・施工が容易である。
・軽量である。

・衝撃に弱く外傷を受けると強度が低
下する。
・温度に対する膨張率が大きく温度
変化の激しい場所に布設する場合
は伸縮継手等が必要である。
・シンナーなどの溶剤におかされる。
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表－１ 給水管の種類及び特徴（２／２） 

管  種 口  径 長  所 短  所 

水道用 
ポリエチレン 
二層管 

13～50㎜ 

・長尺物のため､少ない継手で
施工できる。
・軽量で柔軟性に富んでいる｡
・耐寒性、耐衝撃強さ、耐食性、
耐塩素水性に優れている。

・有機溶剤などに侵されるおそれがあ
る。
・傷付き易いので取扱､保管には注意
が必要。

ポリエチレン 
複合鉛管 

13～50㎜ 

・柔軟性に富み、加工修繕が
容易である。

・ライニングが有機溶剤などに侵され
るおそれがある。
・ライニングは傷付き易いので取扱
い、保管には注意が必要。

水道用架橋 
ポリエチレン管 

M種 
10～50㎜ 
Ｅ種 
10～20㎜ 

・耐寒性、耐衝撃強さ、耐食性、
耐塩素水性に優れている。
・軽量である。
・柔軟性に富んでいる。
・長尺物のため､少ない継手で
施工出来る。

・有機溶剤などに侵されるおそれがあ
る。

水道用 
ポリブテン管 

10～50㎜ 

水道配水用 
ポリエチレン管 

50～150㎜ 

・軽量で柔軟性に富んでいる｡
・耐寒性、耐衝撃強さに優れる。

・耐酸性、耐ｱﾙｶﾘ性に優れてい

る。

・傷付き易いので取扱、保管には注

意

が必要。
・直射日光を避けて保管する。

・可燃性である。

架橋ポリエチレン
管 

ＰＮ10 
16～50㎜ 

・耐熱性、耐寒性、耐衝撃性、耐
食性、耐塩素水性に優れてい
る。
・軽量である。
・柔軟性に富んでいる。
・長尺物のため､少ない継手で
施工出来る。

・熱による膨張破裂の恐れがあるため
使用圧力には注意が必要。
・有機溶剤、殺虫剤などに侵されるお
それがある。ＰＮ15 

5～50㎜ 

ポリブテン管 7～100㎜ 

※ この表に記載のない管種を使用する場合は、平成９年厚生省令第１４号「給水装置の構造及び

材質の基準に関する省令」の基準に適合する証明が必要である。
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表－２  宅地内における給水管の配管上の注意点（１／２） 

管 種 種 別 表示記号 
口径
(㎜) 

規格 配管上の注意点 

ダクタイル 
鋳鉄管 

ＧＸ形 FCDGX 75～350 
JWWA 
Ｇ-120 

ＳⅡ形 
ＮＳ形 
Ａ形 
Ｔ形 
Ｋ形 
ﾌﾗﾝｼﾞ形

FCDSⅡ 
FCDNS 
FCDA 
FCDT 
FCDK 
FCDF 

75～350 
JWWA 
G-113

ステンレス 
鋼管 

SUS316 
SUS304 

SSP 
13～50 

JWWA 
G-115

８～300 
JIS 
G-3448 

飲用に用いるには浸出性能試験を行う必要がある。 

波状 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 

SUS316 
SUS304 

CSSP 13～50 
JWWA 
G-119

硬質塩化 
ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
鋼管

外面一次 
防錆(VA) 

VLP-A 

13～150 
JWWA 
K-116

･地中埋設及び屋外露出配

管は禁止。 

･管外面に塗装による防食処

理を施す。 

・接合に際しては管端

部に防食のためコア

を装着する。

・給湯管への使用禁

止。

外面亜鉛め
っき(VB) 

VLP-B 
地中埋設禁止 

外面硬質 
塩化ﾋ゙ﾆﾙ 
被覆(VD) 

VLP-D 
地中埋設する場合は接続部

の外面を保護する。 

ﾌﾗﾝｼﾞ付
硬質塩化
ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
鋼管

外面一次 
防錆(ＦＶＡ) 

VLPF-A 
20～350 

・地中埋設及び屋外露出配管

は禁止。

・管外面に塗装による防食を

施す。

・給湯管への使用禁

止。

外面亜鉛 
めっき(FVB) 

VLPF-B 
地中埋設禁止 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ
鋼管

外面一次 
防錆(PＡ) 

PSP-A 

13～100 
JWWA 
K-132

・地中埋設及び屋外露出配

管は禁止。

・管外面に塗装による防食処

理を施す。

･管端部及びねじ部に

防食処理を施す。 

・給湯管への使用禁

止。

外面亜鉛 
めっき(PB) 

PSP-B 
地中埋設禁止 

外面一層 
被覆(PD) 

PSP-D 
地中埋設する場合は接続部

の外面を保護する。 

耐熱性 
硬質塩化 
ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
鋼管

外面 
一次防錆 

SGP 
-HVA

13～100 
JWWA 
K-140

・85℃以下の給湯管に使用可能。

・使用圧力は1.0MPa(10.2kｇf/㎠)以下とする。

・地中埋設及び屋外露出配管は禁止。

・管外面には塗装による防錆処理を施す。

・接合には管端防食処理を施す。

銅管 

非被覆 

素管 被覆材 

CP～2 10～50 

JWWA 

H-101

・酸性土壌へ埋設する場合は被覆銅管が望ましい。

・厨房、浴室、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞの床や壁面のコンクリートのように

水が浸透する箇所に敷設するときには、被覆銅管が

望ましい。

硬質 － 

軟質 － 

被覆 

硬質 ﾎﾟﾘ 

ｴﾁﾚﾝ 
PCP 

10～25 
軟質 

硬質 塩 化

ﾋﾞﾆﾙ 
VCP 

軟質 
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表－２  宅地内における給水管の配管上の注意点（２／２） 

管 種 種 別 表示記号 口径(㎜) 規格 配管上の注意点 

硬質塩化 
ビニル管 

Ａ形 

ＶＰ 

13～150 
JIS 
K-6742 

・軟弱地盤又は化学薬品に浸された土壌での使用禁

止。

・給湯管への使用禁止。

①Ａ形：射出成形機により製造。

Ｂ形：押出成形機により製造。

②Ⅰ形とⅡ形は接合部(受口)の形状が異なる｡

③ＶＰは灰色､ＨＩＶＰは暗い灰青色

Ｂ形 

ゴム 

輪形 

Ⅰ形 
50～150 

JWWA 
K-127Ⅱ形 

耐衝撃性 
硬質塩化 
ビニル管 

Ａ形 

HIVP 

13～150 
JIS 
K-6742 Ｂ形 

ゴム 

輪形 

Ⅰ形 
50～150 

JWWA 
K-129Ⅱ形 

耐熱性 
硬質塩化 
ビニル管 

ＨＶＰ 13～50 
JIS 
K-6776

・90℃以下の給湯管に使用可能。

・使用水温により、使用圧力が異なる。

・軟弱地盤又は化学薬品に浸された土壌での使用禁

止。

水道用 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
二層管

一種 PP～1 

13～50 JIS 

K-6762

・給湯管への使用は禁止。

・外面：ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ配合ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

・内面：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

・一種：低･中密度ポリエチレン

・二種：高密度ポリエチレン
二種 PP～2 

水道用架橋 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

M種 ＸＭ 

XPEP 

10～50 

JIS 

K-6787

・この管は、主に水道水の屋内配管として使用する。

・屋外露出配管の場合には、管に直射日光が当たらな

いように外面被覆を施す。

・Ｍ種管は乳白色、Ｅ種管はライトグリーンである。

・Ｅ種管の継手は、JISK6788(水道用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手)のＥ種

の継手以外のものを使用しないこと。

・管は傷つきやすいので、投げたり、引きずったりするよ

うなことは避けること。
Ｅ種 ＸＥ 10～20 

水道用 
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管

PBP 10～50 
JIS 
K-6792

・この管は、主に水道水の屋内配管として使用する。

・屋外露出配管の場合には、管に直射日光が当たらな

いように外面被覆を施す。

・管の色は明るい灰黄(ベージュ)色である。

・管は傷つきやすいので、投げたり、引きずったりするよ

うなことは避けること。

水道配水用 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

PE 50～150 
JWWA 
K-144 

・使用温度範囲は０～４０℃である。

・管は傷付き易いので、投げたり、引きずったりするよう

なことは避けること。

・基本的に埋設配管に使用し、紫外線が当たる場所で

は使用は避けること。

・専用の継手を使用すること。

架橋 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

一種 
(PN10･N15) 

二種 
(PN10･N15) 

XPEP 

PN10 
16～50 

PN15 
5～50 

JIS 

K-6769

一種：架橋ポリエチレン一層構造 

二種：(外層)ポリエチレン ：(内層)架橋ポリエチレン 

・屋外露出配管の場合には、管に直射日光が当たらな

いように外面被覆を施す。

・一般の給水配管、95℃以下の給湯管に使用可能。

・使用水温により、使用圧力が設定されている。

ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 PBP 7～100 
JIS 
K-6778

・屋外露出配管の場合には、管に直射日光が当たらな

いように外面被覆を施す。

・一般の給水配管、給湯管に使用可能。
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13.2  配管口径等配管上の注意 

13.2.1  配管口径 

（１）給水管の口径は、分岐口径と同等又はそれ以下でなければならない。 

なお、原則として給水管の口径は、その上流側より下流側を増径すること（以下「先太

配管」という。）はできない。 

ただし、次のものについてはこの限りではない。 

ア 別に定める基準に基づき増径を認めるもの（いずれもメータの下流側）

（ア）増圧給水設備以下の給水装置の配管

（イ）特例直圧給水の給水装置の配管

（ウ）三階までの受水タンク以下装置を直圧直結給水に切り替える場合の既設配管

イ 既設の給水装置又は受水タンク以下装置において、水使用実態の変更等により、所有

者からメータ口径減径の要望があった場合は、現状の水使用実態とメータの選定基準

を照らし、工務課長が問題ないと判断したものについて２段階までの減径を認める。 

ただし、増圧直結給水方式の場合、増圧ポンプ口径がメータ口径より大きくならない

こと。 

ウ 上記ア、イともに、末端の吐出口は経由したメータの口径より大きくならないこと。 

エ 地上式メータユニット、複式メータボックスを使用する場合は、上流側の給水管口径

がユニット等の接続部の口径より小さい場合においても「先太配管」として扱わない。 

この場合の接続方法は、継手類のみ使用した接続が望ましいが、必要最小限の増径配

管による接続も可とする。 

（２）道路下で使用する給水管の口径は、原則として２０㎜以上とする。 

13.2.2  二階等に配管する場合の止水栓の設置 

給水管を二階以上又は地階に配管する場合は、修理や改造工事に備えて、その配管の途

中で容易に操作できる箇所に止水栓を設置することが望ましい。 

13.2.3  その他配管上の注意 

（１）鋳鉄管の配管で勾配をつけて配管する必要がある場合は、原則として受口を上り勾配に

向けて施工する。 

（２）管の切断 

ア 異形管は切断してはならない。

イ 管の切断は、管軸に対して直角に行う。

（３）クロスコネクション等を防止するため、給水管と他の管との交差は極力避ける。 

（４）給水管は、下水、便所、汚水タンク等から遠ざけて配管する。 

13.3  給水管の埋設深さ 

給水管を地中に埋設する場合は、自動車等の走行による荷重や衝撃、道路管理者が行う道

路改修工事等による影響を防止するため、障害物があるなど技術上やむを得ない場合を除き、

次表に定める深さを保つように配管する。 
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給水管の埋設深さ 

埋設場所 深 さ 備 考 

車道 舗装厚+0.3m 

(但し､0.6m以下としない) 

資料１参照 

都道 

区市道 
各区市の取扱い 

歩道 
都道 

0.6m以上 

区市道 各区市の取扱い 

私道 給水管口径75㎜未満 0.5m以上 公道に準ずる道路又は車の出入りの激しい場所にお

いては、車道に準ずる深さとする。 給水管口径75㎜以上 0.75m以上 

宅地 0.3m以上 メータの設置位置が公私境界線から 1.5ｍ以内で、メ

ータ上流側の給水管の保全が確保される場合は、メー

タ上流側の埋設深さをメータ取り付け位置の深さに合

わせることができる。

車　 　道 歩 　　道

舗装厚＋0.3m 十分な強度が

0.6m以下としない

0.6m以下としない

但し、本線は0.9m以下としない あれば不要

舗装厚＋0.3mを基準とし、高級舗装は1.0ｍ、

中級舗装は0.8m以下としない。

0.8m以下としない

但し、本線は1.2m以下としない

舗装厚＋0.3m

0.6m以下としない

0.6m以下としない

但し、本線は0.9m以下としない

※各管理者ごとに取扱いがあるので詳細は申請時に確認すること。

各道路管理者の浅層埋設対応状況一覧資料１　　

原則含む杉並区

埋　 　設　　  深　 　度
しゃ断層 防護措置

東京都 特に規定なし含まない

含まない 特に規定なし練馬区
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 13.4  給水管の占用位置 

道路は一般交通の用に供することを前提とした施設であるが、その下に水道管を始めガ

ス管、下水管など種々の公共的施設が布設されている。公共施設である道路を適切に管理

するため道路法で道路管理者は、各企業別に布設する施設の埋設位置を原則的に定めてお

り、給水管埋設位置は、次のとおりとなっている。 

なお、道路管理者から、特に指示がある場合はその指示によるものとする。 

（１）歩車道の区別のない道路の

占用位置は、南北の路線にあ

たっては東側、東西の路線に

あっては南側を基準とする。

（２）次のような路線の場合は、

既設管があるときは既設管側

ヘ、既設管がないときは両側

いずれでもよい。

（３）次のような路線にあっては

ＡＡ'の路線は南北の路線に

沿って東側に、ＢＢ'の路線は

東西の路線に沿って南側に布

設する。

  （４）道路の幅員に対する占用位置 

  道路の幅員に応じて、次に示す位置ヘ原則、布設する。 

道路の幅員と給水管の占用位置 

道路幅員 
占用位置 摘 要 

道路総幅員 歩道幅員 

3.0 - 0.95 
4.0 - 1.30 
6.0，8.0，9.0，10.0 - 1.60 
11.0 - 1.40 
15.0 - 1.50 
16.0 - 1.50 
11.0 2.5 1.40 

両側歩道 

15.0 3.0 1.50 
15.0 2.65 1.50 
16.0 3.0 1.50 
18.0 3.5 1.65 
20.0 3.5 1.65 
22.0 2.7 1.65 
22.0 3.7 1.65 
25.0 4.2 1.65 
27.0 4.5 2.05 
33.0 5.5 2.05 
36.0 6.0 2.40 

※なお、道路管理者から、特に指示がある場合はその指示によるものとする。

北 

西 東 

南 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ ′ 

Ａ ′ 

西      東 

北 

南 

北 

南 

西 東 
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 13.5  曲 げ 配 管       

給水管の配管は、直管や曲管などを接続して行わなければならないが、施工上、異形管がな

かったり、使用できない箇所がある場合には、次により直管を曲げて配管することができる。 

  13.5.1  硬質塩化ビニル管及び銅管の曲げ配管 

     （１）硬質塩化ビニル管 

   曲げ角度６°以内で生曲げとする。 

     （２）銅    管 

 断面が変形しないように、できるだけ大きな半径で少しずつ曲げる。 

 13.5.2  ステンレス鋼管の曲げ配管 

ベンダー（管曲げ加工機）で、管を一定の角度に曲げ加工し、配管する。 

なお、一般に現地加工が可能な１３mmから２５mmまでの手動式ベンダーによる曲げ加工は

次のとおりである。 

 （１）曲げ配管の留意点 

ア 管の曲げ加工は、ベンダーにより行い、加熱による焼曲げ加工等は行ってはならない。

イ 曲げ加工にあたっては、管面に曲げ寸法を示すけがき線を表示してから行う。

ウ 曲げの最大角は原則として９０゜(補角)とし、曲げ部分にしわ、ねじれ等がないよう

にする。 

エ 継手ののみ込み寸法等を考慮して、曲がりの始点又は終点からそれぞれｌ０㎝以上の

直管部分を確保する。 

  曲げの最大角 

オ 曲げの曲率半径は、管軸線上において４Ｄ以上でなければならない。

カ 曲げ加工部の楕円化率は、次式において算出した数値が、５(％)以下でなければなら

ない。 

原則として 

９０°以内(補角)とする。 

10cm 以上 

10cm 以上 

Ｂ(始点) 

(終点)Ｅ 

ｄ 

Ｄ 

Ａ

Ａ‘

Ａ－Ａ‘断面（曲げ中心部） 

楕円化率 （ ｆ ） 

ｆ  ＝ × 100 

Ｄ ＝ 加工前の管外径 

ｄ‘ ＝ 加工後の縮径部外径

Ｄ－ｄ

‘  Ｄ 
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  13.5.3  波状ステンレス鋼管の曲げ配管 

（１）管 の 切 断       

ア 波状ステンレス鋼管を切断する場合は、継手ののみ込み部分を考慮して直管部分

を約10㎝以上確保する。 

イ 切断によって生じたバリ・カエリ等は確実に取り除く。

（２）管の曲げ、寸法合わせ

ア 給水管の埋設深さ調整、立上り部等の曲げ配管は波状部で行うこととし、配管場

所の状況に合わせて仮曲げを行う。 

イ 波状部は、滑らかなカーブで各山が均等になるように曲げる。

ウ 曲げ角度は、90度以内とし、過度な繰返し曲げは行わない。

エ 管端直近の波状部や口径の大きな波状部などは、専用の曲げ工具を使用する。

【 良い例 】 

【 悪い例 】 

曲 げ 角 度 

9 0 ° 以 内 

曲 げ 角 度 

9 0 ° 超 不 均 等 な 曲 げ 
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  13.5.4  ＮＳ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の曲げ配管 

   ＮＳ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管接続の際に、施工上やむを得ず接続部で曲げ配管と

なる場合があるが、曲げ角度が過大となると、離脱や、漏水の原因となるので、次に

示す角度の範囲内で施工する。 

ＮＳ・ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の許容曲げ角度 

口 径（㎜） 角   度 

７５ ４°以内 

   １００ ４° 〃 

  １５０   ４° 〃 

 ２００   ４° 〃 

 ２５０   ４° 〃 

３００ ３° 〃 

３５０ ３° 〃 

※ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管は７５㎜から３００㎜まで

角度 
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１４  仕切弁設置の取扱い 

仕切弁は、水道使用中止及び給水装置の修理を行う際に止水するため、給水管の途中又はメ

ータに連結して設けるもので、給水装置の維持管理上重要な役割をもっている。 

  14.1  設置位置 

（１）配水小管から分岐する場合

道路との境に近接した屋外宅地内に口径50㎜以下は、第１止水栓として青銅製ボール止水

栓（以下「仕切弁Ａ」という。）、口径75㎜以上は、耐震型ソフトシール仕切弁を設置

する。 

（２）既設給水管から分岐する場合

その分岐点に近接した屋外宅地内に設置する。

 14.2  設置位置の特例 

（１）配水小管から分岐する場合

ア 単独給水管でメータの設置位置が公私境界線から10ｍ以上離れる場合

（ア）口径５０㎜以下

第１止水栓としてステンレス製ボール止水栓（以下「仕切弁Ｂ」という。）を道

路との境に近接した屋外宅地内に設置し、更にメータの上流側に原則として仕切弁

Ａを設置する。 

ただし、将来支分が予想される場合、又は修繕工事の施行が困難な場所に配管す

る場合は、その距離が10ｍ未満であっても同様の扱いとする。 

＋１．５

１．８

０．５１．０

＜３．５＞

２０ＶＰ

仕切弁Ｂ

Ｈ
１．５

１５．６

１．２
０．３

４．０

＄２０ＣＳＳＰ

６．５

１．０
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（イ）口径７５㎜以上

道路との境に近接した屋外宅地内に、耐震型ソフトシール仕切弁を設置し、さらに

メータの上流側に原則として別の仕切弁を設置する。

イ 連合給水管の場合

連合給水管の第１止水栓として、仕切弁Ｂ（口径75㎜以上の場合には、耐震型ソフ

トシール仕切弁）を道路との境に近接した屋外宅地内に設置し、更にメータの上流側

に原則として仕切弁Ａを設置する。 

１．２ 

３．０ 

１１．０ 

１．５ 
０．４ 

６．０ 

１．０ 

75VLP ○H  75FCD.GX 75FCD 

GX 形ソフトシール仕切弁 

２０ SSP 

０．４
１．０

５．０

９．７ ２０ SSP 

１３

仕切弁Ｂ

    ２０ SSP 

１３

２０ SSP

１３
１３．０

40SSP 

＄４０CSSP

公 道 
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ウ その他の場合

道路との境に近接した屋外宅地内に仕切弁の設置ができない場合や、公道の縦方向1

0ｍ以上にわたって給水管を布設する場合又は水路、歩車道等を横断し給水管を布設す

る場合は、道路部に仕切弁Ｂ（口径75㎜以上の場合には、耐震型ソフトシール仕切弁）

の設置を原則とする。 

この場合、さらにメータ上流側に仕切弁Ａ（口径75㎜以上の場合には、耐震型ソフト

シール仕切弁）を設置する。

なお、道路部に仕切弁Ｂ（口径75㎜以上の場合には、耐震型ソフトシール仕切弁）を

設置する際は、事前に道路管理者と協議し、指示に従うこと。 

１．０

２．０

＋１．５

０．８０．９

１．５

２０VP 

４．０
公 道

１８．８

１．０

仕切弁Ｂ

公 道

１．８

４．３

５．２

H

１．０
０．４

２０SSP

＄２０CSSP

２０CSSP

Ｈ

１．０

０．５

２．５

公 道

０．５

１．１

６．６

７．０

仕切弁Ｂ

２０SSP

７．０

０．８

＄２０CSSP
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水 路 

０．５ ０．８ 

２．５ 

１．５ 

２０ＶＰ 

仕切弁Ｂ 

５．４ 

６．０ 

Ｈ 

１．０ 

２０SSP 
＄２０CSSP 
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仕切弁 

（１）仕切弁Ａ形（青銅製ボール止水栓）

ＳＳＰ用（ステンレス鋼管用）とＶＰ用（ビニル管用、鋼管用）がある。また、メータ接続部の形

状・使用メータのねじ規格はKネジを使用すること。※Kネジと都ねじは互換性がある

Ａ形（青銅製ボール止水栓）の形状 備考 

ＳＳＰ用 

ソケット形
フランジ形

○適用口径（㎜）

13、20×13、20、25、30、

40、50 

※20×l3㎜用は、分岐・配管

口径が20㎜でその先に呼び径

13㎜のメータを設置する時に

使用する。ただしSSP用に限ら

れる。 

○ハンドル形状・ハンドル色

13～25㎜（蝶形） 

都ねじ：白色 

30～40㎜（丸形） 

都ねじ：白色 

50㎜（丸形） 

白色 

ＶＰ用 

ソケット形

フランジ形

(２)仕切弁Ｂ形（ステンレス製ボール止水栓）

ＳＳＰ用とＶＰ（又はＨＩＶＰ）用があり、ＶＰ（又はＨＩＶＰ）用はユニオンソケットが一体

構造となっている。

Ｂ 形（ステンレス製ボール止水栓）の 形 状 

ＳＳＰ用 ＶＰ（又はＨＩＶＰ）用 

備  考 ○適用口径（㎜）  20、25、30、40、50

＜注意＞ 仕切弁は流量調整等の給水制御を目的として使用すると止水能力が低下するおそれがあるので、止

水以外の使用を避けること 

伸縮ストッパー 

伸縮ストッパー 

ユニオンソケット

従来形　丙止水栓（青銅製ボール止水栓）の形状 備考 

○適用口径（㎜）

13、20、25、30、40

13～25㎜（蝶形） 

30～40㎜（丸形） 

※Kねじと都ねじは互換性がある
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14.3  仕切弁の取付け 

仕切弁は、接続する管の種類、設置位置等によって取り付け方法が異なっており、施工に当

たっては十分注意することが必要である。 

14.3.1  仕切弁「Ａ」の取付け 

（１）ステンレス鋼管に接続する場合

ア 仕切弁Ａ―ＳＳＰ用を使用する。

イ 仕切弁に接続する管の端に溝を付け部品を差し込む。

なお、この場合の差し込み手順及び接続要領は、「19.1(1) 伸縮可とう式継手による

接合」を参照。 

ウ 仕切弁の管挿入部には、ストッパが付いているので、これに当たるまで管を差し込む。 

（２）ビニル管に接続する場合

ア 仕切弁Ａ―ＶＰ用を使用する。

イ 仕切弁接続口（上流側）にビニルバルブソケット（ねじ部が砲金のもの）を取り付け

る。 

（３）ライニング鋼管に接続する場合

ア 仕切弁Ａ―ＶＰ用を使用する。

イ 仕切弁接続口（上流側）に、ニップル及び鋼管用ユニオンを取り付ける。

ウ ライニング鋼管の管端をねじ立てし、ユニオンに接合する。

メータステンレス鋼管

仕切弁Ａ－ＳＳＰ 

流水方向 

流水方向 

メータ

仕切弁Ａ－ＶＰ 
ビニルバルブソケット 

ビニル管 

仕切弁Ａ－ＶＰ ニップル

ユニオン
ライニング鋼管 メータ

流水方向 
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（４）仕切弁Ａ（13～40㎜）取付上の注意

武蔵野市で使用しているメータのねじは、Ｋねじのため、仕切弁Ａ（13～40㎜）を取り付

ける場合は、「ねじ規格」に適合したものであることを確認する。 

Ｋねじ 　武蔵野市 

※Kねじと都ねじは互換性がある

14.3.2  仕切弁「Ｂ」ステンレス製ボール止水栓の取付け 

ステンレス製ボール止水栓は、一方がステンレス鋼管用で、他方がステンレス鋼管に接

続するＳＳＰ用とビニル管等、ステンレス鋼管以外の管と接続するＶＰ（又はＨＩＶＰ）用が

あり、ＶＰ（又はＨＩＶＰ）用は、ユニオンソケットが一体構造とな っている。  

仕切弁Ｂ－ＳＳＰ  仕切弁Ｂ－ＶＰ／Ｂ－ＨＩＶＰ 

4-

14.3.3  ＧＸ形ソフトシール仕切弁の取付け 

ＧＸ形ソフトシール仕切弁と給水管との接続は、｢19.9.3 ＧＸ形継手管の接合｣による。 
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14.4 仕切弁筐及び止水栓BOXの設置 

仕切弁筐及び止水栓BOXは、その設置及び仕切弁の口径に適した所定のものを、次により設置する。 

(１)仕切弁筐(小)及び止水栓BOXの使用区分

仕切弁口径５０㎜以下の場合

設置箇所 
使用する 止水栓BOX及
び仕切弁筐(小)高さ 

備 考 

車 道 ６０㎝以上 
仕切弁ｷｮｳ（小）ステンレス用

弁筐用座台歩 道 

５０㎝以上 
私 道 

宅 地 ３０㎝以上 

イ 仕切弁口径７５㎜以上の場合

仕切弁口径 

制水弁きょうの形状等 

頭部の形状 材 質 備 考 

７５～３５０㎜ 円 形 ダクタイル鋳鉄 給水管用プレート
を使用 

（２）仕切弁筐の設置

次の事項に注意して仕切弁筐を設置する。

ア 仕切弁口径 50㎜以下の場合は、開閉操作に支障のないよう仕切弁きょうを正しい位置に設

置するため、給水管及び仕切弁部に図－1 の措置を施すことが望ましい。 

また、仕切弁筐の下部に受板を設置する。 

イ 仕切弁口径 75 ㎜以上の場合は、仕切弁ｷｮｳ

により、仕切弁筐を設置する。

(３)仕切弁筐蓋の標示
仕切弁Ｂ形（ステンレス製ボール止水栓）を設置した場合。
仕切弁筐(小)及び止水栓BOXは蓋にSマーク入り
仕切弁筐は給水管用プレート表示

止水栓BOX ステンレス用

図－１ 仕切弁きょうの設置における措置例 

防寒材等を巻くことにより隙間 

がなくなり仕切弁が弁きょうの 

中心に設置される。 

防寒材等を上と下から給水管に 

巻き、結束バンドで固定する。 
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１５  メータ設置の取扱い 

水道メータは、水道料金の徴収に必要な使用水量を計量するために設置するものであり、

水道使用者の負担する料金額を決定するための基本となるものである。 

 15.1  メータ設置位置等 

メータは、以下に定める基準に基づき設置する。 

（１）原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

（２）原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置 

（３）点検及び引換作業を容易に行うことができる場所

（４）衛生的で損傷のおそれがない場所

（５）水平に設けることができる場所

 15.2  メータの設置基準 

水道料金は、給水管の呼び径に応じて格差を設けるという口径別料金制度を採用している。 

口径別料金制度は、水道使用者に供給し得る最大供給量値に対応した料金単価を設定し、

これにより料金負担の公平化を図ろうとするものである。 

この料金制度の主旨を活かすためには、次の点を確立する必要がある。 

「１使用者１給水契約の原則」 

「１給水契約１計量の原則」 

 15.2.1  給水装置メータ設置基準 

（１）原則

メータは、１建築物に１個設置する。

なお、次のものは､「１建築物」とみなす。 

※ 増圧給水設備以下の給水装置のメータ設置基準は､｢15.2.2 増圧給水設備以下の

給水装置及び受水タンク以下装置のメータ設置基準｣による。 

ア 同一敷地内(注１)で、同一目

的(注２)に使用される建築物、

又は施設〔学校、病院、工場等〕 

イ 同一使用者(注３)が同一敷

地内に設置する２以上の建物、

又は施設〔倉庫、車庫、駐車場

等〕 

校  舎 

校  舎 

体 育 館 

倉 庫 

事 務 所 

詰

所

作

業

場

車 庫 
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（２）例    外 

次のような場合は、１建築物について２個以上のメータを設置することができる。 

ア 同一使用者が、水道を公衆浴場

用(営業主の家事の用を含む。)

とその他の用に使用するもの。 

この場合、給水条例施行規程第

5条の2の規定により、それぞれ

の使用水量を計量できる装置を

設置する。 

イ １建築物が、機能的に独立した事業用と住宅専用に分割されているもので、各々の使

用者が異なるもの。 

この場合、事業用部分と住宅専用部分にそれぞれメータを１個設置することができ

る。 

ウ １建築物内が、機能的に独立し

た２戸以上の住宅又は店舗、事務

所等に分割されているもので各

戸の使用者が異なるもの。 

この場合、各戸にそれぞれメー

タを１個設置することができる

(注４) 。 

共
用
水
栓 

店

舗

店

舗

事
務
所

住

宅

住

宅

住宅 

(浴場主) 
浴 場 

コイン 

ランドリー 

エ 建物又は装置の構造上、一括するメータの設置が不適当（水質保全上）、あるいは
困難（技術上、経費上」）と認めたもの（注５）

　　この場合、工務課長が必要と認める最小個数のメータを設置することができる。
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(注１)同一敷地内 

同一敷地内とは、特定の１使用者が占有する区画で、他占用者の敷地に接する敷地内のも

のをいう。ただし、当該敷地内に不特定多数の人が常時自由に通り抜けられる道路等がある

場合は､同一敷地内とはみなさない。 

(注２)ア 同一目的 

同一目的とは、水道の使用目的が同一のものをいう。 

｢同一法人内における事務所と工場｣のように、個々の使用実態は異なるが、いずれも

同一法人の事業目的を遂行するためのものである場合などは、使用目的が同一のものと

みなす｡ 

イ 次のものは同一目的とはみなさない。

｢店舗と店主の住宅｣、｢工場と社宅(寮)｣など、事業用水と生活用水のように、使用目

的が明確に区分されているもの｡（例１～３） 

〔例１：工場と社宅〕 

社宅では、事業用水としてではな

く、生活用水として使用されるため、

使用目的が異なる。 

〔例２：公園施設と公民館〕 

公民館も公園施設も公共的施設で

あるが、公民館は公園の維持管理の

目的に使用されるわけではないの

で、使用目的が異なる。 

〔例３：駅と本社事務所〕 

駅と本社事務所の建物が分離して

いる場合、駅は乗客の乗降に使用さ

れ、本社事務所はその駅の付帯設備

でなく、総合的な事務を行う目的で

使用されているので、使用目的が異

なる。 

社  宅 

倉 庫 

作 

業 

場

事 務 所 

ホ ー  ム 
トイレ 

本社事務所 

駅務室 

ホ ー  ム 

テニスコート 

公 民 館 

便 所 

グ ラ ン ド 

公 園 
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(注３)ア 同一使用者 

同一使用者とは、使用者(給水契約者)名義が同一のものをいう。 

なお、｢法人名｣と｢その法人の工場名｣等、同一法人で組織名のみ異なるものも同一名

義とみなす。 

イ 次のものは、同一使用者とはみなさない。

【実使用者が異なるもの】 

マンション、貸家(室)等において、各戸(室)の使用者名義がいずれも家主、又は管

理人等になっているが、実際の使用者は異なっているもの。 

なお、入居者が未定のため、暫定的に家主又は管理人等の名義としているものにつ

いても、実使用者が異なるものとみなす。 

【料金負担者が異なるもの】 

(注４)各戸にメータ設置ができないもの 

建築物内が数戸に分割されている

ものであっても、炊事場、便所等、

生活上不可欠な部分を共用する場合

は、各戸が機能的に独立していると

はみなさない｡ 

(注５)一括計量するメータの設置が不適当、あるいは困難と認められるもの（例１から３） 

〔例１〕 

給水管の延長が極端に長くなり、

停滞水が発生するおそれがあるな

ど、装置の構造上､水質面に悪影響を

及ぼすと認められるもの｡ 

※ 季節により使用水量に極端な変化があり、停滞水が発
生するおそれがある場合

共同炊事場 

住
宅

住
宅

住
宅

共同便所 
住
宅

住
宅

住
宅

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

プ

ー

ル

便
所

公 園 
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（注５の続き） 

〔例２〕 

配水小管の口径と所要水量との関

係から、単一の装置を設置すること

が技術上困難と認められるもの｡ 

〔例３〕 

建物の構造上又は経費上単一の装

置を設置することが困難と認められ

るもの｡ 

事 務 所 

工

場

（増築） 
工 場 

φ５０ 

φ１００ 

φ１００ 

φ４０ 

事務所兼作業場 

作業場 
（
増
築
）
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15.2.2  増圧給水設備以下の給水装置及び受水タンク以下装置のメータ設置基準 

 給水装置メータ設置基準では、メータは１建築物に１個設置するとしている。 

  しかし、この取扱いでは、公営住宅、マンション等の高層住宅に居住し、水を使用する者

と、直圧方式により給水を受ける者との間に料金算定上格差が生じる結果となるので、一

定の要件に適合する場合は、増圧給水設備以下の給水装置及び受水タンク以下装置に複数

のメータを設置することができる。 

 ただし、メータを設置する場合は、「（２）住宅店舗併用建築物」の「〈非住宅部分〉ア」

に該当する場合を除き、原則として総括メータ方式(注１)にすること。 

   （１）住宅専用建築物 

ア 原 則 ： 子メータ(注２)は設置しない (図－1､2) 。

【料金の適用】 

（ア）親メータ(注３)の呼び径の料金を適用する。

（イ）使用者から申請があったもので、｢給水条例施行規程 第23条共同住宅扱いの適

用基準｣に適合するものは、｢給水条例 第26条の4｣の料金を適用する。 

図－１ 

【受水タンク方式】 

図－２ 

【増圧直結給水方式】 

駐車場 

雑用栓、散水栓 

駐車場 

雑用栓、散水栓 

Ｐ 

住宅 住宅  住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

高置タンク 

タンク 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 
ＢＰ 
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イ 例 外 ： 各戸及び共用部分に子メータをそれぞれ１個設置することができる (図－3､4) 。

【条 件】 

（ア）使用者等から申請があったもので各戸の使用者が異なること。 

（イ）各戸及び共用部分の使用水量を区分して計量できる装置であること。 

（ウ）各戸が住宅として機能的に独立していること。 

（エ）住宅部分の水道はもっぱら家事の用に使用すること。 

なお、共同の浴場、炊事場等を有しているものは、メータ設置の対象とならない。 

【共用部分の範囲】 

散水栓、給湯設備、冷暖房設備、駐車場等については、これらの使用水量を一括して計量

するメータを１個設置する。 

図－３ 

図－４ 

駐車場 

雑用水、散水栓 

Ｐ タンク 

高置タンク 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅    住宅  住宅  住宅 

住宅   住宅    住宅   住宅 

住宅   住宅   住宅 

ボイラー 

駐車場 

雑用栓、散水栓 

ＢＰ 

住宅   住宅   住宅     住宅 

住宅   住宅   住宅     住宅 

住宅   住宅   住宅     住宅 

住宅   住宅   住宅 給湯器 
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 （２）住宅店舗併用建築物 

増圧給水設備以下の給水装置又は受水タンク以下装置が住宅部分と非住宅部分とに区分

され、各部分の水道使用者が異なるもので、市が提示するメータ設置条件を承諾するもの

については、次によりメータを設置する。 

＜住宅部分＞ 

ア 原 則 ： 一括計量する子メータを設置する（図－5､6､7）。

【料金の適用】 

（ア）子メータの呼び径の料金を適用する。

（イ）使用者から申請があったもので、｢給水条例施行規程 第23条共同住宅扱いの

適用基準｣に適合するものは、「給水条例 第26条の4」の料金を適用する｡ 

図－５ 

図－６ 

図－７ 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

Ｐ タンク 

圧力タンク 

ＢＰ 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

雑用栓、散水栓 

Ｐ 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

事務所  事務所   店舗  店舗 

高置タンク 

タンク 

雑用栓、散水栓 

店舗 店舗 事務所 事務所 

雑用栓、散水栓 

店舗 店舗 事務所 事務所 
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＜非住宅部分＞ 

ア 住宅店舗併用建築物

【原 則】 ： 一括計量するメータを設置する (注５、図－5､6､7）。

【例 外】 ： 取扱事業所長が必要と認める最少個数の子メータを設置することができる｡

（条 件） 

取扱事業所長が装置の構造上、一括計量する子メータの設置が不適当ある

いは困難と認めたもの。 

＜住宅部分及び非住宅部分の共用部分＞ 

一括計量する子メータを設置する (図－5､6､7及び図－11､12）。 

【共用部分の範囲】 

散水栓、給湯設備、冷暖房設備、駐車場等については、これらの使用水量を一括計量する

メータを１個設置する。 

図－１１ 

図－１２ 

住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

店舗     店舗    店舗 店舗 
Ｐ タンク 

圧力タンク 

ボイラー 

駐車場 
雑用栓、散水栓 

雑用栓、散水栓 

ＢＰ 

住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

店舗 店舗 事務所  事務所 

給湯器 
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（３）特殊用途の水栓 

消火栓には、消火栓専用のメータを設置しない。 

消火栓に付属して取り付ける水抜き用水栓等、当該水量の計量ができないものは、技術的

に可能な範囲で一括計量するメータを設置する（図－16､17）。 

図－１６ 

図－１７ 

タンク 

雑用栓、散水栓 

Ｐ 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

住宅 住宅    住宅  住宅 

事務所  事務所   店舗  店舗 

高置タンク 

Ｐ 

○H

○H

○H

○H

水抜栓 

高置タンク 

ＢＰ タンク 
Ｐ 

○H

○H

○H

○H

水抜栓 

駐車場 

雑用栓、散水栓 

住宅    住宅  住宅 住宅 

店舗   店舗 店舗 店舗 

住宅    住宅  住宅 住宅 

住宅   住宅  住宅 住宅 
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（５）増圧給水設備と受水タンクとの併用 

前項(1)から(3)をそれぞれ適用する（図－18､19）。 

図－１８ 

図－１９ 

駐車場、雑用栓、散水栓 

住宅   住宅   住宅 

ＢＰ 

住宅   住宅   住宅 

住宅   住宅   住宅 

住宅   住宅   住宅 

Ｐ 
タンク 

事務所 

事務所 

事務所 

事務所 

工 場 

駐車場、雑用栓、散水栓 

住宅   住宅   住宅     住宅 

住宅   住宅   住宅     住宅 

住宅   住宅   住宅     住宅 

店 舗 

ＢＰ 

高置タンク 
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（注１）総括メータ方式 

各戸や非住宅部分、共用部分に市の子メータ設置して使用水量を算定する方式（この場

合、注３の親メータを設置する。）。 

（注２）子メータ 

子メータとは、親メータに対し増圧給水設備以下の給水装置、又は受水タンク以下装置の各戸、

又は各部分に取り付けられたメータをいう。 

なお、子メータの呼び径は、原則として親メータの呼び径以下とすること。 

（注３）親メータ 

親メータとは、受水タンクや増圧給水設備等の上流に設置し、建物全体の使用量を計量するメ 

ータをいう。 

（注４）設計上の留意事項 

非住宅部分を一括計量するメータを設置することが原則であるため、この原則に沿うような配

管構造（総括メータ方式）とすること。 
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15.2.3  受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等 

受水タンク以下装置にメータを設置する場合の配管構造等は、次の基準に適合してい

なければならない。 

（１）給水形態

ア 自然流下給水構造又はポンプユニットを使用したポンプ直送給水構造とする。

イ 水道水と井水、その他の水とは混用してはならない。

  １  自然流下給水構造    ２  ポンプ直送給水構造 

 高置タンク 

低置タンク   低置タンク 

１  自然流下給水構造とは、低置タンクに給水された水をポンプにより高置タンクに揚水し、

これからさらに自然流下によって各戸へ給水するものをいう。 

２  ポンプ直送給水構造とは、低置タンクに給水された水をポンプでくみ上げ、ポンプの吐

出圧又は圧力タンク内の気体の反発力で水に圧力を加え、直接各戸へ給水するものをいう。

この給水構造には、圧力タンクを備え、その内部圧力で水を圧送すると共に、使用水量の

増減によって変化する圧力タンク内部圧力又は吐出流量を検知し、自動的にポンプを起動、

停止して給水するシステム（圧力タンク給水方式）と、変速ポンプを備え、使用水量の増

減によって変化する吐出圧力又は吐出流量を検知し、自動的にポンプの回転速度を変化さ

せ、給水構造としての吐出する圧力を一定に保つよう運転制御する給水システム及びこれ

と同等の圧力制御機能を有する給水システム（ポンプ速度制御給水方式）とがある。 

ウ ポンプ直送給水構造に使用するポンプユニット等

ポンプユニットは、ＢＬ認定品又はＢＬ認定基準を満足するものを使用する。

 優良住宅良品認定制度に基づく 

    ＢＬ認定品のマーク 

Ｐ 

４階 

３階 

２階 

１階 Ｐ 

圧力ポンプ 

または変速ポンプ 

４階 

３階 

２階 

１階 

空気排除装置 
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（２）配管構造 

ア 停滞空気の発生しない構造とする。

イ 衝撃防止、逆流防止及び凍結防止のための必要な措置を構じる。

ウ ポンプの加熱防止用に吐出する水及び圧力タンクの自動吸気に伴う排出水は、受水

タンクへ還流する構造とする。

エ 各戸のメータ取付位置における最大圧力（静水圧）は、原則として0.4Mpa以下とす

る。 

オ 各戸のメータ前後配管は、「15.2.4  各戸メータ設置条件」を適用する。

カ メータに近接して上流側に止水器具を、下流側に止水器具又は逆止弁を設置する。 

なお、ポンプ直送給水構造又は蓄圧式タンクを使用した構造の場合、下流側には逆

止弁を設置する。 

キ 仕切弁Ａを設置しない場合は、原則としてメータの上流側に「メータソケット」を、

下流側に「メータ伸縮ソケット」を設置する。 

ク メータソケット(又は仕切弁Ａ)とメータ伸縮ソケット (又はメータソケット)との

間隔は「15.3  メータソケット等の設置」による。 

ケ 集中給湯方式における湯水混合水栓の設置方法は次のとおりとする｡(図-１参照)

（ア）湯水混合水栓（ミキシングバルブ含む。以下同じ。）設置位置での給水圧と給

湯圧との差は0.147ＭPa未満とする。 

（イ）湯水混合水栓は、給水側と給湯側両系統に逆流防止措置を講じたものであって、

湯と水が止水部の下流側で混合する構造のもの（元止式）を使用する。(給湯側

が給水装置用材料以外の場合は、止水部の上流側で混合する先止式タイプの使

用は認められない。) 

コ ポンプユニットに接続する吐出管は、適正流速になるよう選定する（必要に応じて

増径等を行う。）。 

サ 水中ポンプを使用する場合、受水タンク内のポンプ吐出管は、ステンレス鋼管、ビ

ニル管等、外面も充分耐食性があるものを使用する。

図－１ 集中給湯方式における湯水混合水栓 

給
水

ボイラー 

高置タンク 

吐水口 

止水部 

給水 給湯 

湯水混合水栓 

【先止式】 

× 

↓ ↓ 

止水部 

吐水口 

給湯 給水 

○  

↓ ↓ 

湯水混合水栓 

【元止式】 
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15.2.4 各戸メータ設置条件 

増圧給水設備以下、特例直圧給水の給水装置及び受水タンク以下の装置において、各戸に

メータ室を設け、メータを設置する場合は、次の条件に適合していなければならない。 

（１）メータ接続材料 

ア メータを新規に設置する場合（１３㎜～２５㎜）

メータユニットを設置すること。※１３㎜ロング、２５㎜ショート

イ 既設のメータ前後配管を改造する場合（１３㎜～２５㎜まで）

メータユニットを設置する。※１３㎜ロング、２５㎜ショート

｢15.2.3受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等(2)カ、キ、ク｣による。 

ウ １３～２５㎜以外のメータを設置する場合

｢15.2.3 受水タンク以下装置メータ設置の場合の配管構造等(2)カ、キ、ク｣による。

（２）メータユニットの構造、性能及び設置方法 

メータユニットの構造、性能及び設置方法等については、都型等の「メータユニット構

造・性能規程」の基準を満たし、かつ、市に届出がされた登録品であること。 

なお、設置方法については、取付説明書等に従いアンカーボルト、全ねじボルト等で床面

に固定すること。 

また、高さ調節が必要な場合は、全ねじボルト、架台等により確実に固定すること。 

（３）配管材料 

ア 増圧給水設備以下及び特例直圧給水の材料

平成 9 年厚生省令第 14 号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合する

材料を使用すること。 

イ 受水タンク以下の設置材料

メータの管理及び計量に支障がなく、かつ、水が汚染されるおそれのない材料を使用す

ること。 

（４）配管 

メータ室内の配管は、以下の項目に示す配管とすること。 

なお、配管に際しては、各材料の接続部に異種金属の接触による腐食等が生じないよう適

≪メータユニットとは≫ 

  メータユニットは、メータ前後に使用する器具（止水栓、逆止弁、メータ接続器具類）を金属製の台座上に取り付け、一体化

した器具である。これにより、継手が不要となり、メータ前後配管の耐食性や強度が大幅に向上する。 

（メータユニットの一例） 

止水栓 

メータ接続器具 
逆止弁（内蔵） 

台  座 
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切な防食対策を講じること。 

ア メータユニットを設置する場合

基本配管例(例図１から３まで)による配管、又は同等の材料を組み合わせた配管とする

こと。 

なお、メータユニットの接続部形状がテーパめねじの場合であり異種金属の接触による

腐食のおそれがある場合は、管端防食コアを内蔵し、接続継手は、管端防食コア対応型

のものを使用すること。 

イ メータユニットを設置しない場合（メータを新規に設置しないもの）

参考配管例(例図１から４)による配管、又は同等の材料を組み合わせた配管とすること。 

（５）防食対策 

メータ室内の配管は、腐食を防止するため、次の防食措置を講じること。 

ア 接続例（例図①から⑧）により、弁類及び継手は管端防食構造、又は絶縁構造（異種金

属接触防止構造）の耐食性に配慮した材料を使用すること。 

イ 各ねじ接合部は、シール材及び防食テープにより、必ず防食措置を施すこと。

ウ 青銅製品どうしの接合に使用するニップルは、必ず青銅製のものを使用すること。

（６）メータ室及びメータ設置環境 

ア 定期検針、メータ引換、止水栓操作、停水キャップ着脱等の作業が容易に行えること。

イ 衛生的でメータ損傷のおそれがなく、かつ、メータが水平に取り付けられる配管構造と

するとともに、メータ室扉面と平行に設置すること。 

ウ メータ室の広さは、原則としてメータ1個につき下図に示す寸法を満たすこと。

エ メータ室は、漏水やメータ取外時の戻り水などによる階下の住宅等への浸水被害を防止

するため、防水、排水の措置を講じること。 

オ メータ及びメータ室内の配管の凍結防止のため、必要に応じ、保温カバーを設置するこ

と。 

また、設置に際しては、メータ引換え、定期検針、止水栓操作等の作業が容易に行える

ようにすること。 

カ メータ室内の配管は、支持具等により適切に配管の支持を行うこと。

キ 集合住宅の各戸にメータを設置する場合は「15.6  集合住宅におけるメータ設置の規

則性の確保」を適用する。 

《メータ室 扉側》 
２５０㎜以上 

２５０㎜以上 

１５０㎜以上 

２００㎜程度 

２５０㎜ 以上 

５００㎜以上 

Ａ

※ メータユニットを設置する場合は、Ａは規定しない。
※ メータユニットを設置しない場合は、Ａは１００ｍｍ以上を確保すること。 
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基  本 配 管    例 

（例図－１） 

（例図－２） 

ステンレス鋼管 

おねじ付ソケット 

メータ室床面 

架橋ポリエチレン管 

メータユニット 

架橋ポリエチレン管 

接続用継手 

（湯系統へ） 

（水系統へ） 

支持具 

水道用硬質塩化ビニル 
ライニング鋼管 

水道用ポリエチレン粉体 
ライニング鋼管 

管端防食継手 

フレキシブル継手 

メータユニット 

メータ室床面 

支持具 支持具 
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基  本    配    管    例 

（例図－３） 

水道用硬質塩化ビニル 
ライニング鋼管 

水道用ポリエチレン粉体 
ライニング鋼管 

鋼管接続用波状継手 

メータユニット 

メータ室床面 

支持具 支持具 
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参  考    配    管    例 

（例図－１） 

（例図－２） 

逆止弁 

青銅製ニップル 

メータ伸縮ソケット

メータ

メータソケット

水道用硬質塩化ビニル 

ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体 

ライニング鋼管

異種金属接続用 

防食継手 

バルブ 

接続例（例図①） 

接続例（例図⑧） 

異種金属接続用 

防食継手 

青銅製 

ステンレス製
鋼管用ユニオン 

ソケット

ステンレス鋼管

おねじ付ソケット 

波状継手 

おねじ付ソケット 

おねじ付ソケット 

エルボ

管端防食継手 

逆止弁 

青銅製ニップル 

メータソケット
メータ

メータエルボ 異種金属接続用防食継手 

フレキシブル継手
（ブレード付）

管端防食継手 

異種金属接続

防食継手 

バルブ 

ライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体 

ライニング鋼管
水道用硬質塩化ビニル 

接続例（例図④、⑤） 

接続例（例図⑧） 

。 
。 

ライニング鋼管
水道用ポリエチレン粉体 

ライニング鋼管
水道用硬質塩化ビニル 
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参  考    配    管    例 

（例図－３） 

（例図－４） 

逆止弁 

青銅製ニップル 

メータ

メータソケット

水道用硬質塩化ビニル 
ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体 
ライニング鋼管

異種金属接続用 
防食継手 

バルブ 

接続例（例図⑧） 

おねじ付ソケット 

波状継手 

おねじ付ソケット 

管端防食継手 

接続例（例図④） 

異種金属接続用防食継手 

メータ伸縮ソケット 

逆止弁 
青銅製ニップル 

メータ伸縮ソケット

メータ

メータソケット

水道用硬質塩化ビニル 
ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体 
ライニング鋼管

接続例（例図⑦

接続例（例図⑥） 

異種金属接続用防食継手 異種金属接続用防食継手 

管端防食継手 

接続例（例図⑤

管端防食継手 

バルブ 
（管端防食構造） 
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接    続    例 

例図④ 

ライニング鋼管ライニング鋼管
管端防食継手 

例図⑤ 

ライニング鋼管

ライニング鋼管

管端防食継手 

例図① 青銅製 

ステンレス鋼管 ライニング鋼管

鋼管用ユニオン 

例図③ 

ライニング鋼管ステンレス鋼管

例図② 

ライニング鋼管ステンレス鋼管
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接    続    例 

例図⑥ 

ライニング鋼管 ライニング鋼管

管端防食継手 

例図⑦ 

バルブ（管端防食構造） 
ライニング鋼管

例図⑧ 

バルブ 
ライニング鋼管
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メータユニット構造・性能規程

メータユニット（以下、「ユニット」という。）の基本構造は、台座上に止水栓、メータ接続
器具及び逆止弁を取り付け、一体とした給水用具とする。 

１ 適用範囲 

   この規程は、武蔵野市水道部（以下、「市」という。）の給水区域内において、口径 13㎜
L（ﾛﾝｸﾞ）、20mm、25 ㎜S(ｼｮｰﾄ)までのメータを設置する際に使用するユニットについて規定す
る。 

２  基本条件 

（１）水質を汚染しないものであること。

（２）市が指定するメータの取付け及び取外しが確実に行え、定期検針、止水栓の操作等

に支障がないこと。

（３）メータによる水量の計量に支障がないこと。

（４）市の停水キャップの取付け及び取外しが容易に行えること。

（５）メータの取付け及び取外しの際、専用工具を使用しない構造であること。 

（６）ユニットは、アンカーボルト、全ねじボルト等で固定できること。 

（７）メータ設置位置の一次側にボール止水栓、二次側に逆止弁が取り付けられていること。 

（８）台座の材質は、通常の使用及び現地作業に対して、変形が生じない金属等とし、その

材質に応じて防食処理を行い、十分な強度・耐久性を有すること。なお、現地作業につ

いては、一般的な工具を用いてメータ設置作業が行われた場合についても考慮すること。 

（９）ユニットには、止水栓、メータ接続器具及び逆止弁の基本器具以外に減圧弁を取り付

けることができる。 

（10）ユニットの表面は滑らかで、鋳造品は鋳巣、割れ、きず、鋳ばり、その他使用上有害 

な欠点がないこと。 

（11）逆止弁やメータ接続器具、減圧弁（減圧弁を取り付ける場合）等のメンテナンスが必

要な箇所については容易に点検、取替えが可能な構造であること。 

３ メータの接続 

3.1 メータ接続方式 

  メータ接続器具は、以下の要件を満たすこと。 

（１） メータの接続方式は、スライドハンドルの回転等でメータ接続部を伸縮させ、メータ

    を圧着して取り付ける方式とすること。 

（２） パッキンを圧着することで、メータとユニット接続部の漏れを防止できること。

（３） スライド機構をメータ設置位置の一次側に設ける場合、スライドハンドルの回転方向

    は、流路方向を基準に管軸廻りに左回転で開き（メータを取り外すことができる。）、二 

    次側に設けるときは、右回転で開く構造とすること。また、スライドハンドルを回転さ

せることにより、メータ接続器具を完全に取外すことができ、メータ接続器具のシール
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材（Ｏリング）の取替が可能な構造とすること。 

（４） メータ接続部のスライド幅は、メータの取付け及び取外し、これに伴うパッキンの交

    換に支障がないよう十分余裕があること。 

（５） メータを取り付けた際、スライドハンドルが固定できないものは、回転防止用結束バ

    ンド（3.6 ㎜×1.5 ㎜×200 ㎜）の通る穴をスライドハンドルに設け、本体の一部と連結 

    する等により緩み止めができること。 

（６） メータ接続器具のパッキン当り面には、パッキンを介してメータをユニットに接続

した際、設置されたパッキンにずれが生じないよう適度な溝等が設けられているこ
と。

（７） メータ接続器具は、メータのKねじ（※Ｋねじと都ねじは互換性がある）で取付けで
きること。ただし、口径25㎜用については、メータの通水口の内径に対応する外径

を有する円環嵌合部
えんかんかんごうぶ

を設けること。 

（８） メータ接続器具のシール材（Ｏリング）は 2 重以上とし、容易に漏水が起きない構造

とすること。また、メータ接続器具のＯリング取替時にＯリングに損傷を与える構造で

ないこと。 

3.2パッキン 

（１）メータの接続には、市が指定するメータパッキン、又はＯリングを使用すること。

なお、メータパッキン及びＯリングの形状及び寸法は、付図１、付図２のとおりである。 

（２）メータ接続器具のシール材（Ｏリング）の形状及び寸法は、付図２のとおりである。 

3.3メータ 

ユニットは市のメータが取り付けられる構造とすること。

市のメータの寸法等は表１のとおりである。 

表１  メータ寸法表

口 径 

（ｍｍ） 

面管長 

（ｍｍ） 

Ｋ ね じ 

ねじ外径 

（ｍｍ） 
ねじ山数 

(25.4ｍｍにつき) 

１３ 163～165 25.800 １４ 

２０ 188～190 33.000 １４ 

２５ 208～210 39.000 １４ 

４ ユニットの性能 

（１）ユニットの性能は、平成９年厚生省令第１４号「給水装置の構造及び材質の基準に関

する省令」 における次の基準を満たすこと。 

① 耐圧に関する基準

② 浸出に関する基準

③ 逆流防止に関する基準

※Ｋねじと都ねじは互換性がある
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（２）ユニットのボール止水栓の性能は、日本水道協会規格「水道用止水栓(JWWA B 108)」

における「止水性」の性能を満たすこと。

（３）ユニット製造者は、メータ設置試験を下記表２寸法の代用管１及び代用管２を用いて

実施し、漏れ等の異常がないことを確認すること。 

表２ 代用管寸法表 

口径(㎜) 
面管長(㎜) 

代用管１ 代用管２ 

１３ １６５ １６３ 
２０ １９０ １８８ 

２５ ２１０ ２０８ 

試験水圧：０．２ＭＰａ、１.７５ＭＰａ 

試験時間：１分間 

５ 表示 

  次の項目について容易に確認ができ、また簡単に消えない方法で表示されていること。 

（１） 製造業者名、又は表示用略号（商標等）

（２） 口径

（３） 流路方向

（４） 止水栓の開閉方向及び開閉角度

（５） スライドハンドルの開閉方向

また、本規程による製品と旧規程による製品を判別するため、メータ接続器具を格納する

部品の外面の容易に確認できる箇所２か所以上に「共」の字を記すこと。なお「共」の字は

５mm 以上の大きさとする。 

６ 凍結防止 

（１）メータ凍結防止用の保温カバーが用意されていること。 

（２）保温カバーは容易に着脱ができ、定期検針に際しては最小限の作業量で作業が行える

構造とすること。 

また、止水栓の操作、停水キャップの取付け及び取外しの作業に支障のないものとす

ること。 

（３）保温カバーの材質は表３のいずれかとする。 

７ その他 

製品には、設置時の注意、操作方法のほか、交換が必要な部品の取扱い方法、標準使用

期間等の維持管理に関する留意点等を記載した取扱説明書を同封すること。また、管理者

が継続的に維持管理できるよう、メンテナンスに関する事項をホームページに掲載するな

どで周知すること。 
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  表３  保温カバー材質表 

材  質 厚さ 

発泡ポリエチレン 

１５ｍｍ 

以上 

ポリエチレンとスチロールを共重合発泡させたもの 

硬質ウレタン 

その他同等以上の保温性を有する材料 

付図１  メータパッキン 

ゴムの規格/種類 材 質 硬 さ 

JIS K 6353/I 類 A70 EPDM 70±5 

 単位 ｍｍ 

口  径 Ｄ ｄ ａ ｔ 

１３ 
２３．０ 

（２３．５） 

１４．５ 

（１４．０） 

４．２５ 

（４．７５） 
３ 

２０ 
３０．５ 

（３０．０） 
２１．０ 

４．７５ 

（４．５０） 
３ 

２５ 
３６．０ 

（３８．０） 
２６．０ 

５．００ 

（６．００） 
３ 

※各項の上段：都ねじ用、下段：上水ねじ用

付図２  Ｏリング 

  単位 ｍｍ 

口  径 １３ ２０ ２５ 

内 径 ｄ１

（基準寸法±許容差） 
１５．８±０．2０ ２３．３±０．１５ ２９．７±０. １５ 

太 さ ｄ２

（基準寸法±許容差） 
２．４±０．０９ ２．４±０．０７ ２．４±０．０７ 

ゴムの規格/種類 材 質 硬 さ 

JIS B2401-1 もしくは JASO F404 NBR 70±5 

ｔ 

ｄ 

ａ

ａ

Ｄ 

ｄ１ 

0.10以下 

０．１５以下 

A 

A

A

ｄ２

Ａ－Ａの拡大図 
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地上式メータユニット構造・性能規程 

地上式メータユニット（以下、「地上式ユニット」という。）の基本構造は、地上にメータを

設置するための配管に「メータユニット」を複数整列して取り付け、筐体と一体とした給水用

具とする。 

１ 適用範囲 

この規程は、武蔵野市水道部（以下「市」という。）の給水区域内において、

口径 13 m m L （ ﾛﾝｸﾞ）、20mm、 25 ㎜S（ｼｮｰﾄ）までのメータを設置する際に使用する地上式

ユニットについて規定する。

２ 設置条件 

地上式ユニットは、仕切弁Ｂ（ステンレス製ボール止水栓等）より下流側で、かつ、

市が別に定める「メータ設置の取扱い」に準じて設置できることとする。 

また、設置する際は、「メータ設置の規則性」を確保すること。 

３ 基本条件 

（１）平成９年厚生省令第１４号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合する

こと。 

（２）市が別に定める「メータユニット構造・性能規程」を満たすこと。ただし、同規程の

５「表示」のうち、製造業者名、又は表示用略号（商標等）、口径、流路方向及び「共」

の字については、確認が容易となる場合、筐体への表示でもよい。 

また、同規程の６「凍結防止」は除く。 

（３）地上式ユニットには、自動式の空気抜き弁を取り付けることができる。その際、空気抜

き弁は取替え等のメンテナンスが容易に行えること。 

（４）地上式ユニットは、容易に倒壊しない構造であること。 

（５）地上式ユニットの内部に水が溜まらない構造とすること。 

（６）地上式ユニットは、メータ引換時に必要な部分を、特殊工具を使用しないで容易に取り

外すことが可能な構造であること。 

また、検針用及び止水栓操作用のふたを設ける場合は、工具を使用せずに開閉できる構

造とすること。 

（７）地上式ユニットは、メータを保護する十分な強度及び耐力を有する材質で構成され、外

力に対して強い構造であること。 

（８）地上式ユニットは、特殊工具を使用しないで部分修理が可能な構造であること。 

（９）地上式ユニットにメータの逆取付防止対策を講じること。 

（10）材質の異なる金属製の管と接続する部分には、十分な防食対策を講じること。 

（11）給水管の立ち上がり高さは 1.6ｍ以下、かつ、地上配管の高さは 1.3ｍ以下であること。

また、立ち上がり回数は１回とし、複雑な構造でないこと。 
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４ 表示 

水道メータが収納されていることが容易に確認でき、又、簡単に消えない方法で表示され

ていること。 

５ 凍結防止 

（１）筐体の内側に保温材を用いる等の凍結防止対策が講じられていること。 

（２）保温材は、定期検針、止水栓の操作、停水キャップの取付け及び取外し等の作業に支障

のないものとすること。 

（３）保温材の材質は表１のいずれかとする。 

表１  保温材の材質 

６ 概略図 

※ この図は給水管の立ち上がり高さの寸法説明及びメータ設置の規則性（参考）を示すも

のであって、地上式ユニットの構造を規制するものではない。 

材  質 厚さ 

発泡ポリエチレン 

２０ｍｍ 

以上 

ポリエチレンとスチロールを共重合発泡させたもの 

硬質ウレタン 

その他同等以上の保温性を有する材料 

GL 

一次側 

（上流側） 

二次側 

（下流側） 

1.3ｍ 

以下 

1.6ｍ 

以下 

101 号室 

102 号室 

201 号室 

202 号室 

301 号室 
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複式メータボックス構造・性能規程 

複式メータボックス（以下、「複式ボックス」という。）の基本構造は、地中に埋設するメー

タます内に、止水栓、メータ接続器具（圧着式[メータユニット]・ねじ式）、逆止弁を複数並

列に取付け、メータますと一体とした給水用具とする。 

１ 適用範囲 

この規程は、武蔵野市水道部（以下、「市」という。）の給水区域内において、口径 13 

㎜L（ﾛﾝｸﾞ）、20mm、25 ㎜S（ｼｮｰﾄ）までのメータを設置する際に使用する複式ボックス

について規定する。 

２ 設置条件 

複式ボックスは、仕切弁Ｂ（ステンレス製ボール止水栓等）より下流側で、かつ市が別に

定める「メータ設置の取扱い」に準じて設置できることとする。また、設置する際は、「メ 

ータ設置の規則性」を確保すること。 

３ 基本条件 

（１）市が指定するメータの取付け及び取外しが確実に行え、定期検針、止水栓の操作等に

支障がないこと。 

（２）メータによる水量の計量に支障がないこと。

（３）市の停水キャップの取付け及び取外しが容易に行えること。

（４）逆止弁は、容易に点検、取替え等のメンテナンスが行えること。

（５）複式ボックスは、規定の強度を有し、耐久性に優れたものとすること。

（６）複式ボックスは、給水管貫通部で上下に分割できる構造とすること。

（７）メータ設置位置の一次側にボール止水栓、二次側に逆止弁が取り付けられていること。

（８）複式ボックスは、特殊工具を使用しないでメータの取付け及び取外し、部分修理が可能

な構造であること。

（９）材質の異なる金属製の管と接続する部分には、十分な防食対策を講じること。

（10）複式ボックスの底には、内部に水が溜まらないように水抜き用の穴を設けること。

（11）複式ボックスを構成する部品の表面は滑らかで、鋳造品は鋳巣、割れ、きず、鋳ばり、

その他使用上有害な欠点がないこと。

（12）ふたは、金属探知機が容易に反応を示すものとし、交換可能な構造とすること。 

また、ふたの開閉に用いる検針棒が入る程度の穴又は切欠きを設け、特別な工具を使用

しなくても開閉できる構造とすること。 

（13）ふたの裏には、「６」に定める凍結防止対策を講じること。 

（14）ふたの表面には、滑止対策等を施すこと。 

（15）検針用子ぶたを設置する場合、子ぶたの開閉機構や形状は、メータ検針等に支障のない
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ものとすること。 

また、子ぶたには開閉に用いる検針棒が入る程度の穴又は切欠きを設けること。 

（16）製品には、設置時の注意、操作方法等を記載した取扱説明書を添付すること。

（17）その他の構造・性能については、市仕様の「メータます」に準じる

ものとする。ただし、「４ メータますの寸法等 表－2 メータます各部の寸法」は除く。 

４  メータの接続 

4.1 メータ接続方式 

  メータ接続器具は、以下の要件を満たすこと。 

ア 圧着式（メータユニット）

メータユニット構造・性能規程「3.1メータ接続方式」に準じるものとする。

イ ねじ式

（１）弁類及び継手は管端防食構造、又は絶縁構造(異種金属接触防止構造)で、耐食性に配慮

した材料が使用されていること。 

（２）ソケット等はメータねじ形状に適合すること。 

4.2 パッキン 

メータユニット構造・性能規程「3.2パッキン」に準じるものとする。

4.3 メータ 

メータユニット構造・性能規程「3.3メータ」に準じるものとする。

５ 複式ボックスの性能 

（１）給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第１４号）に適合する

こと。 

（２）ボール止水栓の性能は、日本水道協会規格「水道用止水栓(JWWA B 108)」における「止

水性」の性能の基準を満たすこと。 

（３）メータ接続方式が圧着式（メータユニット）の場合は、複式ボックス製造者はメータ設

置試験を下記寸法の代用管１及び代用管２を用いて実施すること。 

代用管寸法表 

口径 

(㎜) 

面管長(㎜) 

代用管１ 代用管２ 

１３ １６５  １６３
２０ １９０ １８８ 

２５ ２１０ ２０８ 

試験水圧０．２ＭＰａ、１.７５ＭＰａ 

試験時間１分間 
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６ 凍結防止対策 

（１）保温材の材質は、発泡ポリエチレン、ポリエチレンとスチロールを共重合し発泡させた

もの、硬質ウレタン又はこれらと同等以上の材質、保温効果を有するものとする。 

（２）保温材の厚さは、リブ等の突起部以外は２０．０ｍｍ以上とすること。 

（３）保温材は、接着剤、はめ込み、ねじ止め等により容易に外れないように取り付けること。 

ア 接着剤を用いる場合は、合成ゴム系のものとする。ただし、合成ゴム系の接着剤と同

等以上の強度、耐久性を有しているものは可とする。 

イ はめ込み又はねじ止め等により装着する場合は、隙間、がたつきがなく、ふたの裏に

密着する構造とすること。 

７ 表示 

以下の項目について容易に確認ができ、又、簡単に消えない方法で表示されていること

（１）水道用のメータますであることが容易に確認できる文字（ふたの表面に表示） 

（２）積載禁止の文字（ふたの表面に表示） 

（３）製造業者名または表示用略号（ふたの裏面又は保温材に表示） 

（４）口径 

（５）流路方向 

（６）止水栓の開閉方向及び開閉角度 

（７）スライドハンドルの開閉方向（圧着式[メータユニット]のみ） 

また圧着式[メータユニット]の場合、本規程による製品と旧規程による製品を判別する

ため、スライド格納部の容易に確認できる箇所２か所以上に「共」の字を記すこと。なお

「共」の字は５mm 以上の大きさとする。 

８ 概略図 

※ この図は、部品名称等を例示するためのものであって、複式ボックスの構造を規制する

ものではない。 

一次側 

（上流側） 

二次側 

（下流側） 

逆止弁 

仕切弁Ｂ 

ボール

止水栓 

101 号室 

102 号室 

103 号室 

104 号室 

水道メータ 
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    15.3 メータソケット等の設置 

（1）メータと給水管を接続するための継手として、給水管の種類及び口径に応じて次図により

メータソケット、仕切弁用シモク、メータ取付金物又は短管を設置する。

仕切弁Ａ 
メ－タ

メ－タソケット（めねじ）

ライニング鋼管

イ ライニング鋼管の場合

口径１３～４０㎜

仕切弁Ａ メ－タ

メ－タソケット（めねじ）

銅 管 

エ 銅管の場合

口径１３～４０㎜

銅管シモク 

仕切弁Ａ 
メ－タ

メ－タソケット（めねじ）

ビニル管 

ビニルバルブソケット 
（ねじ部が砲金製のもの） 

ア ビニル管の場合

口径１３～４０㎜

仕切弁Ａ 
メ－タ

メ－タソケット（めねじ）

ウ ステンレス鋼管の場合

口径１３～４０㎜

おねじ付ソケット 

ステンレス鋼管
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ハウジング継手

（ヴィクトリック継手）

仕切弁Ａ 

メ－タ補足管（伸縮式）

メ－タ

仕切弁用シモク 

ビニル管 

ビニルバルブソケット 

（ねじ部が砲金製のもの） 

ア ビニル管の場合

口径５０㎜

仕切弁用シモク 

ステンレス鋼管

ハウジング継手

（ヴィクトリック継手）

おねじ付ソケット 

仕切弁Ａ 

メ－タ補足管（伸縮式）

メ－タ

ウ ステンレス鋼管の場合

口径５０mm

仕切弁用シモク 

銅 管 

銅管シモク 

ハウジング継手

（ヴィクトリック継手）

仕切弁Ａ 

メ－タ補足管（伸縮式）

メ－タ

エ 銅管の場合

口径５０mm

ハウジング継手

（ヴィクトリック継手）

仕切弁Ａ 

メ－タ補足管（伸縮式）

メ－タ

仕切弁用シモク 

イ ライニング鋼管の場合

口径５０㎜

ライニング鋼管
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（２）メータソケット、メータ補足管等を設置する際には、下表を参考に、メータの取付け

等に支障のないように設置する。 

メータの全長（㎜） 

口径 １３ ２０ ２５ ３０ ４０ ５０ ７５ １００ １５０ 

全長 165 190 210 230 245 245 300 350 520 

※口径１５０㎜は、電磁式メータの全長である。

※口径１５０㎜の全長は、補足管を含めた寸法である。

メータ補足管の全長（㎜） 

口径 種類 ５０ ７５ １００ １５０ 

全長 
非伸縮 293 

伸縮 220～360 246～375 270～430 

（３）メータソケットは、メータとの接続ねじ部は、Kねじである。

「14.3.1(4) 仕切弁Ａ（13～40㎜）取付上の注意」と同様に、メータのねじ規格に適

合するものを使用する。

（４）仕切弁Ａ以外のものを設置する場合は、メータ下流側に伸縮機能付きメータソケット

を取り付けること。 

（５）メータソケットの主要な構造、材質及び形状は、｢メータソケットの要件｣に準じたも

　　のであること。
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メータソケットの要件

１  メータソケットは、配管工事、メータ引換、使用等に対して十分な強度、耐久性、施工性

を有するものとする。 

２  メータソケットの主要部の形状・寸法及び材質は、図-１及び表-２、３に示す該当箇所のと

おりとする。 

３  メータソケット長 

表-１ メータソケット長（Ｌ） 

使用箇所 伸縮機能 メータソケット長

第一仕切弁（仕切弁Ａ）に接続した

メータの下流側に用いるメータソ

ケット

非伸縮式 15.4(2)「メータます及びメータ室の種

類、要件等」の表中に示すメータますの

最小寸法部で使用可能（メータ、仕切弁

等が接続され収納される。）な寸法とす

る。 

表-2 のソケット長Ｌを参照。 

上記以外の箇所

に設置するメー

タに用いる場合

メータ上流側の

メータソケット
非伸縮式 

メータ下流側の

メータソケット
伸縮式 

４ 伸縮式メータソケットの伸縮部 

(1) 伸縮部は、メータ交換やメンテナンス等が容易に行える構造とし、メータパッキン

接触面には、水密性を保つために適当なパッキン溝を有するものとする。

(2) メータソケット長さの調整は、袋ナットをゆるめ伸縮管をスライドさせて行う構造

とし、袋ナットの締付けにより、伸縮管を固定する構造とする。また、地震時や通水時

等にも伸縮管が抜け出さないようパッキン押え等を設置すること。

(3) 水密性保持のため、伸縮管にＯリングを装着すること。Ｏリングは交換可能な構造

とし、表-２、３に記す形状・寸法及び材質であること。

(4) メータ設置後、伸縮管に伸縮ストッパーを取り付け、適正な伸縮量を確保すること。

（伸縮ストッパーに合わせて伸縮量を確保すること。）伸縮ストッパーは、使用上十分

な強度及び耐久性を有し、容易に取付け及び取外しが可能なこと（色は指定しない）。

その幅は表-２のとおりとする。表面には容易に消えない方法（シール貼り付け等）で、

メータの設置後に取付ける注意喚起のため、赤色の文字で「伸縮管に取り付けてくださ

い」と表示すること。

(5) 伸縮管には、「規定の位置」を示す表示線（白線等：幅2mm程度）を周囲に引くこと。

表示線は、伸縮ストッパーを装着したときに近接する位置に引くこと。

(6) 伸縮管の伸縮量は(5)で定めた既定の位置から「配管側に6mm以上縮み、メータ側に

4mm以上伸びる」かつ表-２の「ソケット長L」の「最低伸縮量」を満足すること。

５ 表示 

メータソケットには、容易に消えない方法で次の事項を表示する。

(1) メータナット ：「口径」

(2) 本体 ： 製造業者名又はその略号
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15.4  メータます（保温材付きメータます）及びメータ室の設置 

（１）メータます及びメータ室は次の点に注意し、給水装置の維持管理及び計量に支障の

ないように設置する。 

ア メータの口径に適合した所定のます及びメータ室を設置する。

イ ずれ、沈下等が生じないよう、ますの周囲を十分つき固める。

ウ 特に通路等に設置する場合はコンクリート等で周囲を保護する。

エ メータますの上部が地表面と同レベルになるように設置し、ますの中に雨水等が

流入しないように考慮する。 

（２）メータます及びメータ室の種類、要件等

ア13mmから100㎜までのメータます

（ア）（参考1）に示す内部寸法以上を有するものであること。

（イ）強度は、静荷重試験で最大荷重が 17ｋＮ以上有すること。

（ウ）メータの凍結を防止するため、ふたの裏面に「17.7.4 使用材料の厚さ及び材質」

に記した保温材を使用するなどの凍結防止策が講じられていること。 

（エ）ふたの表面に、水道用メータますであることが容易に確認できる文字、「積載禁止」

の文字が明記されていること。 

（オ）ふたには、ふたを開けるときに用いる検針棒が入る程度の穴又は切欠きを設けること。

（カ）金属探知機が容易に反応を示すこと

（参考1） 

メータます

種類

内部寸法（㎜） 

長さ 幅 高さ 

13㎜・20㎜用 420 270 230 

25㎜用 504 294 230 

30・40㎜用 580 350 260 30㎜・40㎜用 

量　水　器

50㎜用 

75㎜・100㎜用 

850 600 370 

1100 650 650
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イ 50㎜以上のメータ室ふた及びメータ室

（ア）強度は、静荷重試験で最大荷重が60ｋＮ以上有すること。

（イ）ふたの表面に、水道用メータますであることが容易に確認できる文字、「積載禁

    止」の文字が明記されていること。 

(ウ)ふたには、ふたを開けるときに用いる検針棒が入る程度の穴又は切欠きを設けること。

(エ)ふたの重量が過大になる場合は、長辺を等分するように分割する。

(オ)メータの検針時に支障がない程度に部分的に開検針用のふたを設ける。

(カ)金属探知機が容易に反応を示すこと。

(キ)メータ室ふた各部の寸法

ます室ふた 

 
２１０ ２１０ 

３００ 

レンガ積又は
コンクリート打

コンクリート

捨コン 

２１０ ２１０ 

１００ 
１００ 

受台 

１６mm以上の合成樹脂性可とう電線管 

伸縮補足管 

（ケ）メータ室築造材料（参考）

品 名 単位 
数 量 

50㎜用 75㎜用 150㎜用 

割栗石 ｍ3  0.19  0.30  0.33 

セメント ㎏  275.15  427.64      475.05 

洗 砂 ｍ3  0.37  0.58  0.64 

洗砂利 ｍ3  0.75  0.16  1.16 

計      0.83ｍ3分      1.29ｍ3分      1.43ｍ3分 

※ コンクリートの配合比は１：２：４

（３）地上式メータユニット、複式メータボックスを使用する場合は、「13.2.1 配管口

径」に留意すること。 

（ク）メータ室築造材料（参考）

（単位㎜） 
メータ室ふたの種類

開口部有効寸法 

Ｌ Ｗ 

50㎜用 720 520 

75～300㎜用 980 600 

※ Ｌ、Ｗの許容差は－0 ㎜、＋は規定しない。
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15.5  メータの取付け 

メータの取付けを行う場合は、メータの向きや設置位置を取り違えること（逆取付やメ

ータクロス）のないように、水流の方向とメータに表示してある矢印を確認するとともに、

施工後にメータ番号を確認するなど、細心の注意を払った上で施工し、新しいパッキンを使

用して水平に取り付ける。 

なお、メータを仕切弁に取り付ける場合、次の点に注意する。 

(１)40㎜以下の場合

下流側、上流側にメータパッキンを使用する。

(２)取扱いに当たって注意すべき事項

仕切弁Ａのメータ連結部は、伸縮構造（伸縮量約10㎜）となっているので伸縮機能を適

正に確保するため、メータ取付後、ソケットに表示されている確認線が見えるようにメー

タを取り付ける。

また、メータを設置する場合は、「24 通水確認及びお客さま識別標の取付け」によ

り、メータ設置箇所に「お客さま識別標」を取り付ける。 

なお、仕切弁Ａ以外のものを使用する場合は、メータ下流側に設置するメータ伸縮ソ

ケットの伸縮機能を適正に確保して取り付けること。

(２)メータユニット設置箇所の場合
ア メータの取付けは、スライドハンドルの回転等でメータ接続部を伸縮さ

せ、メータを圧着して取り付ける。
イ 施工に当たっては、市の指定するメータパッキン又はＯリングを使用する。
ウ メータを取り付けた後、スライドハンドルを結束バンドで固定し､回転を防止する。

確認線 仕切弁Ａ 

メ－タ

メータパッキンステンレス鋼管 メータパッキン

メータユニット

メータ室床面

支持具 支持具 

スライドハンドル
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（３）50㎜以上の場合

ア メータ補足管（伸縮式）の取付けを伴う工事の種類と施工者及び費用負担区分

工事の種類 施 工 者 費用負担区分 

新設工事及びメータの口径 
変更を伴う改造工事 指定給水装置工事事業者 市支給 

イ 施行方法等

（ア）メータ補足管のフランジ接合部は、所定のガスケット（又はゴムパッキン）及びボ

ルトナットを使用する。

（イ）ずれ、沈下等が生じないよう、メータ補足管の下部には、レンガ又はブロック等に

より、受台を設ける。 

（ウ）屋内（地下室など）に取付ける場合、メータ補足管とメータ本体の両端フランジ部

は、特にずれ等が生じないよう、抜け出し防護鋼材等で堅固に固定する。 

（４）増圧直結給水方式の場合

増圧直結給水方式において、メータバイパスユニットを設置する場合は、｢8.2 増

圧直結給水方式｣を参照すること。 
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15.6  集合住宅等におけるメータ設置の規則性の確保 

（１）直圧直結給水装置等屋外に設置する場合

集合住宅等の屋外に複数のメータを設置する場合、原則として、各メータの並びは、

各部屋との相関性を損なわない並びとし、上下階の関係は下記ア、イによる。 

ただし、玄関扉の順序が規則的でなく、かつ、各玄関扉の前にメータを設置する場

合は、使用者等の利便性を考慮し、下記ウのとおり設置する。 

ア 上階、下階のメータを横並びに配置する場合は、左側のメータを最上階へ、以下順次下

層階へ配管する。 

イ 上階、下階のメータを縦並びに配置する場合は、手前側のメータを最上階へ、以下順次

下層階へ配管する。 

ウ 玄関扉の順序が不規則な場合で、かつ、各扉の前に設置する場合は、使用者等の利便性を

考慮し、玄関扉順に設置する。

左 側 右 側 

建 物 

  

  

最上階 順次下層階へ 

  

メータ

ＢＯＸ 

左 ３

メータ

ＢＯＸ 

左 ２

メータ

ＢＯＸ 

左 １

メータ

ＢＯＸ 

右 ３

メータ

ＢＯＸ 

右 ２

メータ

ＢＯＸ 

右 １

３Ｆ   ３Ｆ   

２Ｆ   ２Ｆ   

１Ｆ   １Ｆ   

  

奥

手
前

順
次
下
層
階
へ

最
上
階

メータＢＯＸ

左 １

メータＢＯＸ

左 ２

メータＢＯＸ

左 ３

メータＢＯＸ

右 １

メータＢＯＸ

右 ２

メータＢＯＸ

右 ３

建 物 

３Ｆ   

３ ２   １ 

３Ｆ   

２Ｆ   ２Ｆ   

１Ｆ   １Ｆ   

３ ２   １ 

２Ｆ   

１Ｆ 

２ １ ２ １ 

１Ｆ 

２Ｆ ２Ｆ １Ｆ １Ｆ ２Ｆ 

メータ

ＢＯＸ 

右１Ｆ

メータ

ＢＯＸ 

左２Ｆ

メータ

ＢＯＸ 

左１Ｆ

メータ

ＢＯＸ 

右２Ｆ
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（２） 受水タンク以下装置等メータ室に設置する場合

各メータと部屋との関係は次のとおりとする。 

なお、受水タンク以下装置等（ポンプ直送方式）であっても、メータを屋外に設置

する場合は（１）による。 

ア ２個のメータを前後に配置する場合は、手前のメータを左側の部屋、奥のメータを右

側の部屋へ配管する。 

イ ２個のメータを上下に配置する場合は、下のメータを左側の部屋、上のメータを右側

の部屋へ配管する。 

ウ ２個のメータを横並びに配置する場合は、左側のメータを左側の部屋、右側のメータ

を右側の部屋へ配管する。 

エ ３個以上のメータを設置する場合は、アからウを参考に当該建物内で規則性を持たせ

る。 

１０１号室 

扉 側 

識別標 

１０２ 

１０１   

１０１号室 

扉 側 

識別標 

１０２ 

１０１ 

２０１号室 

扉 側 
 

識別標 

２０２  

２０１ 

１０２号室 

扉 側 

２０１号室 

識別標  

２０２ 

２０１ 

２０２号室 

１０２号室 ２０２号室 
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１６  私設消火栓の設置 

消火栓には、市が配水小管に設置する公設消火栓と、使用者等が給水装置に設置する私

設消火栓とがある。 

私設消火栓の設置に関する取り扱いは、次のとおりである。 

16.1  私設消火栓の種類等 

私設消火栓は設置する場所によって、屋外消火栓と屋内消火栓とに分けられる。 

屋外消火栓には地上式と地下式とがあり、いずれも消火用ホース接続口が２箇所（双

口）のものと１箇所（単口）のものがある。 

屋内消火栓は、建物内に設置するもので消火用ホース及びノズル（管そう）ととも

に、同一の箱内に収納する小形のものである。 

16.2  私設消火栓の設置方法等 

（１）屋外消火栓の設置方法

ア 設置位置等は、原則として消防法施行令、同施行規則等に基づくこととし、消防

活動に便利なところとする。 

イ 消火栓の口径及び形状は、原則として公設消火栓と同様のものとする。

ウ 消火栓用給水管口径は、原則として100mm以上とする。

ただし、配水小管の水圧条件がよく、短距離配管の場合で単口消火栓１基のみ設

置するときは75mmとすることができる。 

エ 消火栓は、水圧と水量とが十分でないとその機能が果せないことから、設置位

置周辺の水圧状況を考慮し、状況によって受水タンク以下装置に設置するよう指導

する。 

オ 消火栓専用のメータは原則として設置しない。

ただし、消火栓専用の給水装置を設置する場合は、給水管内に停滞水が生じない

よう水抜き栓を設け当該水抜き栓専用のメータを設置する。 

カ 設置用材料

屋外消火栓の設置に必要な主な材料は次のとおりである。

（ア）消火栓 ……… 単口又は双口 

（イ）フランジ付Ｔ字管（消火栓用）

（ウ）フランジ短管（消火栓用）

キ 保護ます（消火栓室）

消火栓用鉄蓋、消火栓用コンクリートブロック等を用いて築造する。

（２）屋内消火栓の設置方法

屋内消火栓は、器具の構造その他の事由から、給水装置に設置することは好ましく

ないので、受水タンク以下装置に設置するよう指導する。 

（３）使用者等は、給水条例第20条第１項第三号、同条第2項第四号及び同条例第21条の

規定によって、消火栓を使用する場合は市に届出ることになっているので、この旨

使用者等に説明する。

Ｈ 
消火栓 

水抜き栓 
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１７  水の安全・衛生対策 

 17.1  他の水管及びポンプ(増圧給水設備及び給水補助加圧装置を除く)の直結禁止 

給水装置には、自家用水道など当該給水装置以外の水管やその他の設備、配水管の水圧

に影響を与えるポンプを直接連結してはならない。 

 17.2  汚染防止 

（１）行き止まり配管等停滞水が生じる恐れのある構造となっていないこと。

ただし、構造上やむをえず停滞水が生じる場合には、末端部に排水機構が設置されて

いること。 

（２）シアン、六価クロム等、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取扱う施

設に近接して設置しないこと。 

（３）鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類が

浸透するおそれのない材質、又はさや管等により適切な防護措置を講じること。 

※ 当該油類が浸透するおそれのない材質とは金属管（ステンレス鋼管等）である。

※ ここでいう鉱油類（ガソリン等）、有機溶剤（塗料、シンナー等）が浸透するおそ

れのある場所とは、ガソリンスタンド、自動車整備工場、有機溶剤取扱事業所（倉庫）

等である。 

 17.3  逆流防止 

（１）水が逆流するおそれのある場所においては、逆流防止性能又は負圧破壊機能を有する

給水用具を水の逆流を防止することができる適切な位置（バキュームブレーカにあって

は、水受容器の越流面の上方150㎜以上の位置)に設置すること。 

    洗浄弁 

   洗浄弁には、大便器洗浄弁と小便器洗浄弁がありハンドル操作で止水している弁体を機械的に傾斜させること 

 により吐水し、給水中の水圧差により一定時間内に弁体を止水位置にもどす機構をもっているもので、便器の洗 

 浄に使用するものである。大便器洗浄弁には、逆流防止のためバキュームブレーカ（真空破壊装置）を備えて 

 いなければならない。 

     大便器洗浄弁 
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    バキュームブレーカ 

   バキュームブレーカは、逆サイホン作用により、給水管内に生じる真空部分へ、自動的に空気を補充し、 

 管末の異物の逆流を防止する器具である。 

バキュームブレーカ 

（２）事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある有害物質を取扱う場所に給水する給水装

置にあっては、受水タンク方式とし、逆流を生じない措置を施す。 

（３）受水タンク等、容器へ給水する場合は落し込み方式とし、給水器具の取付状況等は、

次による。 

ア 給水器具の吐水口と越流面との間隔等は下表のとおりとしなければならない。

（ア） 呼び径が25mm以下のものについては、次表による。

   呼  び  径  の 

   の  区  分 

 近接壁から吐水口の中心 

 までの水平距離  Ｂ1 

 越流面から吐水口の最下端 

 までの垂直距離  Ａ 

13mm以下 

 13mmを超え20mm以下 

 20mmを超え25mm以下 

  25mm以上 

  40mm以上 

  50mm以上 

  25mm以上 

  40mm以上 

  50mm以上 

注 1)  浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は50mm未満

であってはならない。 

2) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い洗剤又は薬品を

使う水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距

離は200mm未満であってはならない。 

3) 上記1)及び2)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

（イ） 呼び径が25mmを超える場合にあっては、次表による。

越流面から吐水口の 

最下端までの垂直距離Ａ  区    分  壁からの離れ  Ｂ2 

 近接壁の影響が無い場合   1.7d'＋5mm以上 

 近接壁の影響 

 がある場合 

近接壁 
１面の 
場合 

   3d以下 

   3dを超え5d以下 

   5dを超えるもの 

  3.0d'以上 

  2.0d'＋5mm以上 

  1.7d'＋5mm以上 

近接壁 
２面の 
場合 

   4d以下 

   4dを超え6d以下 

   6dを超え7d以下 

   7dを超えるもの 

  3.5d'以上 

  3.0d'以上 

  2.0d'＋5mm以上 

  1.7d'＋5mm以上 
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注 1)  d：吐水口の内径（㎜）  d'：有効開口の内径（㎜） 

2) 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をdとする。

3) 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。

4) 浴槽に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、算定さ

れた越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が50㎜未満の場合にあっては、当

該距離は50㎜以上とする。 

5) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い、洗剤又は薬品を

入れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）にお

いて、算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が200㎜未満の場合

にあっては、当該距離は200㎜以上とする。 

イ 吐水口空間は、逆流防止の最も一般的で確実な手段である。この吐水口空間は、ボ

ールタップ付ロータンクのように給水用具の内部で確保されていてもよい。 

注 1)  吐水口空間とは給水装置の吐水口の最下端から越流面までの垂直距離及び近

接壁から吐水口の中心（25㎜を超えるものは吐水口の最下端の壁側の外表面）ま

での水平距離をいう。 

2) 越流面とは洗面器等の場合は当該水受け容器の上端をいう（図－1）。

また、水槽等の場合は縦取り出しにおいては越流管の上端、横取り出しにおい

ては越流管の中心をいう（図－２) 。 

①吐水口の内径ｄ
 ②こま押さえ部分の内径

③給水栓の接続管の内径

以上３つの内径のうち、最小内径を 

有効開口の内径ｄ’として表す。 

図－１  洗面器等の場合 

B

2

B

1

Ｂ2 

Ｂ1 
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（１）越流管（立取出し） （２）越流管（横取出し）

近接壁１面 近接壁２面  壁からの離れは狭い方をとる 

Ｌを吐水口内径ｄとする 

ただし、Ｌ＞Ｗ 

近接壁 

吐水口から越流面までのＡの設定 

全ての口径 吐水口の最下端から越流面までの垂直距離 

壁からの離れＢの設定 

２５㎜以下の場合 Ｂ1 近接壁からの吐水口の中心 

２５㎜を超える場合 Ｂ2 近接壁から吐水口の最下端の壁側の外表面 

図－２  水槽等の吐水口空間 

ウ 受水タンクにおいて、越流管(オーバーフロー管)を設置する場合の越流管の口径

(Ｄ)は、その受水タンクに落し込む給水管の呼び径の１.４倍以上とする。 

B2 

B1 

A 

水槽 

止水面 

吐水口空間 
越流面 

給水栓 

側壁 

吐水口 

越流管内径 

越流管 

呼び径 

B2 

B1 

A 

水槽 

止水面 

吐水口空間 

越流面 

給水栓 呼び径 

越流管 
側壁 

吐水口 

4-143



     ボールタップ 

 ボールタップは、フロートの上下によって自動的に弁を開閉する構造になっており、水

洗便所のロータンクや、受水タンクに給水する器具である。 

ア 一般形ボールタップ

一般形ボールタップは、弁部の構造によって単式と複式に区分され、さらにタンクヘ

の給水方式によりそれぞれ横形、縦形の２形式がある。 

イ 副弁付定水位弁

副弁付定水位弁は、主弁に小口径ボールタップを副弁として組合せ取り付けるもの

で、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えること、高所に

設置しても主弁先の管路を開放状態にできることなどのため、低位置にある受水タンク

ヘの給水や、ウォータハンマを緩和する場合に適する。

なお、この器具には、副弁として電磁弁を組み合わせて使用するものがある。

単式ボールタップ 

複式ボールタップ 

  副弁付定水位弁 
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 17.4  工事現場及び公園等の水飲み水栓における逆止弁の設置 

（１）工事現場の給水装置には、逆止弁をメ－タ直近部の下流側に設置する。

（２）公園等の水飲み水栓には、その上流側に逆止弁を設置する。

 17.5  破壊防止 

水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、水撃限界性能を有するものを用い

るか、その上流側に近接して水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための

措置を講じること。 

（１）次に示すような開閉時間が短い給水栓等は､過大な水撃作用を生じるおそれがある。

ア レバーハンドル式（ワンタッチ）給水栓

イ ボールタップ

ウ 電磁弁

エ 洗浄弁

オ 元止め式瞬間湯沸かし器

（２）次のような場所においては、水撃圧が増幅されるおそれがあるので、特に注意が必要

である。 

ア 管内の常用圧力が著しく高いところ

イ 水温が高いところ

ウ 曲折が多い配管部分

エ 管内流速が大きいところ

（３）水撃作用を生じるおそれのある場合は、発生防止措置や吸収措置を施すこと。

ア 直結給水の場合

（ア）減圧弁、定流量弁等を設置し給水圧又は流速を下げる。

（イ）水撃防止器具を上流側に設置する。

イ 受水タンクに給水する場合

（ア）タンク手前に設置したバルブの開度による流量調整又は水撃防止器具を設置する。 

（イ）一般形ボールタップを設置している場合は、弁の開閉が緩やかな副弁付定水位弁

への切替え又は波立ち防止用遮閉板等の波立ち防止の措置を行う。 

（ウ）受水タンクを地下に設置し、管内流速が著しく速くなるおそれのある場合は副受

水タンクを設置する。 

（エ）満水面（止水面）の波立ち防止の措置を行う。
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17.6  排気措置 

給水装置に停滞空気が生じると通水や適正な計量を阻害し、ウォータハンマ発生の原因と

なるおそれがあるので、停滞空気を発生させないための措置を講じること。 

（１）空気の停滞が生じるおそれのある凸形状配管をさける。

（２）水路の上越し等でやむを得ず空気の停滞が生じるおそれのある配管となる場合は、停

滞空気が発生しやすい箇所に、空気弁・吸排気弁などの、停滞空気を排除する装置を設

置する。 

  空 気 弁 

空気弁は、フロートの作用により、管内に停滞した空気を自動的に排出する機能をもつ。 

 空気弁    吸排気弁 

17.7  凍結防止 

屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所にあっては、耐寒性

能を有する給水装置を設置するか、又は断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止のた

めの措置を講じること。 

17.7.1  対象工事 

給水装置、受水タンク以下装置の新設及び改造工事 

17.7.2  対策箇所 

（１）給水管

屋外露出配管、壁中配管及び受水タンク以下装置の配管

ただし、断熱材を施してある壁中配管の給水管は除く。

（２）メータ

ア  メータます内に設置するもの ……………… 全部 

イ  パイプスペースに設置するもの ……… メータ室の扉に通気口（換気ガラリ）が 

（受水タンク以下メータ等）   あるもの、その他凍結のおそれがあるもの。 
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17.7.3  使用材料 

（１）給水管

管の外面を直接覆う保温材を使用する。

（２）メータ

ア メータます内に設置するもの

保温材付きメータますを使用する。

イ 屋外パイプスペースなどに設置するもの

（ア）メータユニットに設置されているメータ

メータユニットに応じて、メータを直接覆うことができるように製作された保温

カバーを使用する。

（イ）メータユニットに設置されていないメータ

メータを直接覆う保温カバーを使用する。

17.7.4  使用材料の厚さ及び材質 

使用する保温材の厚さ及び材質は、次表のとおりである。 

給  水  管 メ ー  タ 

屋外露出部 壁中配管 
 受水タンク以下 

 装置の配管 
  直  結 

  受水タンク 

  以下装置 

 厚さ 15㎜ 以上 10 ㎜以上 20 ㎜以上 15 ㎜以上 

 材質 

下記のもの又はこれらと同等以上の材質、保温効果を有するものを

使用する。 

ア 発泡ポリエチレン

イ ポリエチレンとスチロ－ルを共重合し発泡させたもの

ウ 硬質ウレタン

なお、給水管用保温材については、他にグラスウール等一般に市販

されているものでもよい。 

17.7.5  施工方法 

（１）給水管

ア 施行手順

（ア）管の外面を保温材で保護する。

（イ）保温材の外面をテープで被覆する。

イ 施工上の注意

（ア）テープ巻は、保温材を圧縮しないよう施工する。

（イ）テープ巻は、図－１のようにテープ幅の１／２以上重ね合わせて二重巻とし、下
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から上に沿って巻き上げ、雨水等の侵入を防ぐよう施工する。 

（ウ）保温材の端部は、図－２のように外部より湿気等が入らぬよう処理する。

（エ）建物に沿う給水管は、支持バンド(図－３)又は支持金具(図－４)等で１ｍから２

ｍまでの間隔で固定し、振動やたわみ等から保護する。 

（オ）保温材は、地中埋設深度１５cmまで施す（図－５）。 

図－１     図－２   図－３ 

    図－４      図－５ 

（２）メータ

ア メータます内に設置するもの

保温材付きメータますを使用する。

イ 屋外パイプスペースに設置するもの

施工の際には保温カバーの機能を損なわないように、以下の点に注意する。

（ア）検針作業が容易に行えること。

（イ）検針作業などで蓋を開けても側面が容易に外れないこと。

（ウ）メータ引換等の支障にならないように空間を確保すること。

（「15.2.4(6) メータ室及びメータの設置環境」参照）

 17.8  防露措置 

屋内配管の露出部分など、室温又は気温の変化により結露現象を生じ、周囲のものに影

響を与えるおそれのあるところには防露措置を施す。 

 17.9  侵食防止 

（１）酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリに対

する耐食性を有する材質のものを使用するか、又は防食材で被覆すること等により適切な
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侵食防止のための措置を講じること。 

（２）漏えい電流により侵食されるおそれのある場所にあっては、非金属製の材質の給水装置

を設置するか、又は絶縁材で被覆すること等により、適切な電気防食のための措置を講じ

ること。 

17.9.1  防食処理 

（１）ライニング鋼管の防食処理

ア ＶＡ管及びＰＡ管は、使用する場所にかかわらず、管外面全部に日本産業規格に

基づく樹脂塗料又は調合ペイント等により防食塗装を行う。 

イ ＶＢ管、ＰＢ管は、露出ねじ部、パイプレンチ刃跡部に防食剤を塗布する。

ウ ＶＤ管、ＰＤ管を地中埋設する場合は、防食テープ、防食シート、スリーブ等の

防食材料を用いて管及び継手部を完全に被覆防護する。 

（ア）テープ幅の１／２以上重ね合わせて二重巻きにする。

（イ）巻き始め、巻き終りの位置は、ねじの切り上がりから５㎝以上離れたところと

し、管軸に直角に１回以上巻く。 

（ウ）管端と継手との段差の箇所は、マスチックなどで埋めたのちプライマーを塗布

してからテープを巻く。 

エ ＶＤ管、ＰＤ管に外面をプラスチックで被覆した継手を使用して埋設する場合、

コーキングテープかゴムリングを使用して、管と継手のすきまをふさぐ。

オ ＶＤ管、ＰＤ管については、継手部及びパイプレンチによる刃跡など外面被覆が

欠損している部分の防食処理を行う。 

（２）鋳鉄管の防食処理

鋳鉄管を地中埋設する場合は、ポリエチレンスリーブによる管の被覆防護を行う。 

なお、内面エポキシ樹脂粉体塗装管については、「水道用粉体塗装管」の表示がさ

れたものを使用する。 

ア ポリエチレンスリーブの被覆方法

（ア）直管

ａ  スリーブを管の挿口部から被せ直管全体に広げる。 

ｂ  ゴムバンドを用いて（約１ｍのピッチで）管頂部に三重部がくるようにスリー

ブを固定する。 

 （注）管明示テープとゴムバンドは、重ならないように施工する。 
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ｃ  スリーブの受口部、挿口部をゴムバンドで固定し、スリーブの両端を折り

返す。 

ｄ  接合後、折り返したスリーブを元に戻して接合部に被せ、スリーブの端を

ゴムバンドで固定する。他方のスリーブも同様に十分たるませてスリーブ端

をゴムバンドで固定する。 

接合部詳細図 

約１ｍ 約１ｍ 約１ｍ

ゴムバンド 

三重部 

管 

管
頂

ポリエチレン 
スリーブ

ゴムバンド 

ゴムバンド

折り返し 

ゴムバンド 

ポリエチレンスリーブ（十分たるませる） 

ゴムバンド 
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（イ）曲管

ａ  スリーブを曲管のＬ寸法に1000㎜を加えた長さに切断し、曲管の挿口側に

挿入し、スリーブを管全体に移動させ、形を整える。 

ｂ  管頂部に三重部がくるようにスリーブを固定し、曲管を据え付けて接合し

た後、直管と同じ要領でスリーブを管に固定する。 

（ウ）Ｔ字管及び割Ｔ字管（通常のスリーブを使用する場合）

a  本管用スリーブ（呼び径Ｄ）をＴ字管Ｌの寸法に1000㎜加えた長さに切断し、

枝管部分を容易に被覆できるように切れ目を入れておく。 

 本 管 

        枝 管 

  図－１  Ｔ字管の各部寸法  図－２  本管用スリーブ 

Ｌ 

スリーブ

Ｌ

Ｈ

Ｉ

呼び径ｄ 

呼び径Ｄ 

呼び径Ｄ用スリーブ 

Ｌ＋1000㎜

ｄ

ｄ
Ｈ
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ｂ  枝管（呼び径Ｄ）用スリーブに、枝管部分を容易に被覆できるよう切れ

目を入れる。 

なお、割Ｔ字管の場合は呼び径３５０㎜の枝管用スリーブを使用する。 

 図－３  枝管用スリーブ 

ｃ  本管用スリーブを管に挿入しスリーブを直管と同様の方法で管に固定する。 

ｄ  枝管用スリーブを枝管部分から挿入し、形を整えてゴムバンドで管に固定

する。 

ｅ  本管用スリーブと枝管用スリーブとを防食用ビニル粘着テープ(JIS Z 19

01)を用いて完全にシールする。以後、直管と同様にＴ字管を据え付けて接合

した後、継手部のスリーブを管に固定する。 

（エ）Ｔ字管（Ｔ字管用スリーブを使用する場合）

ａ Ｔ字管用スリーブをＴ字管用に被せて、ファスナーを締める。 

防食ビニル粘着テープ 

Ｄ／２
Ｉ+1000㎜

呼び径Ｄ用スリーブ 

端部からＤ／２の長さの切込みを６箇所（等分点）に入れる。 
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ｂ スリーブを直管と同様の方法で管に固定する。以後、直管と同様にＴ字管

用を据え付けて接合した後、継手部のスリーブを管に固定する。 

（オ）仕切弁（制水弁）

a  スリーブを切り開き、仕切弁、短管を包み込みＴ字管と同様にスリーブを固

定する。 

b  仕切弁を容易に被覆できるよう切れ目を入れたスリーブを仕切弁のキャッ

プ側からかぶせ防食用ビニル粘着テープ（JIS Z 1901）で完全にシールする。 

c  仕切弁を接合後、直管と同様に継手部のスリーブを管に固定する。 

防食用ビニル粘着テープ 

スリーブ

仕切弁 
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イ 施工上の注意

（ア）被覆に用いるポリエチレンスリーブ、防食用ビニル粘着テープ、固定用ゴム

バンド、締め具等には、JWWA K 158 （水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレ

ンスリーブ）の規定に適合した品質ものを使用すること。

（イ）スリーブを被覆した管、異形管等を移動、据付及び接合する場合は、スリー

ブに傷を付けないように注意する。 

（ウ）管路が傾斜している場合は、スリーブの継ぎ目から地下水等が流入しないよ

うに施工する。 

(３)青銅鋳物品の防食処理

青銅鋳物製の伸縮可とう式継手（ＳＶ継手等）及び乙止水栓（ステンレス製ボー

ル止水栓を除く。）には、ポリエチレンシートによる被覆防護を行う。

ア ポリエチレンシートの被覆方法

（ア）青銅鋳物製伸縮可とう式継手（ＳＶ継手等）

ａ  継手の呼び径が13㎜から25㎜までの場合は50㎝、30㎜から50㎜までの場合は

60㎝に切断したシートをあらかじめ直管部に差し込んでおく。 

ｂ  管接合後、継手にシートを移動し、継手頂部に重ね部分がくるように折り、

両側を結束バンド等で固定する。 

（イ）乙止水栓 （ステンレス製ボール止水栓を除く。）

ａ  シー卜折り目の片側を真中まで切り開く（図－１）。

ｂ  切り開いたシー卜をあらかじめ直管部に差し込んでおき、管接合後に仕切弁

の弁棒にシー卜の切り開き部を通す（図－２）。 

ｃ  切り開いたシー卜の手前側を内側に折り込む（図－３）。 

ｄ  シートの左右上部を折り込む（図－４）。

ｅ  シートの下部を折り上げる（図－５）。

ｆ  折り上げたシートをステンレス鋼管に巻き付け、両側及び弁箱部を結束バン

ドで固定する（図－６）。 

ポリエチレンシート（ＳＶ継手用） 

流向に対して、地下水等が浸入しない

ように重ね合わせる。 

 
地下水流 
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ポリエチレンシート被覆手順 

イ 施工上の注意

施工の際、ポリエチレンシートを損傷させないよう注意するとともに、ポリエ

チレンシートの中に土砂、水等異物を混入させない。

（４）ステンレス製材料の防食処理 

仕切弁Ｂにステンレス製ボール止水栓を使用した場合、防食処理は不要なため、

ポリエチレンシートによる被覆防護は行わない。 

（５）軌道下等における防食措置

電車軌道の下やその付近に給水管（金属管）を布設する場合は、その軌道管理者

の指示に基づき、十分な防食措置を講じる。 

軌道下など電食を受けやすい箇所に横断して配管する場合は、できるだけ金属管

の使用を避けて、ビニル管（衝撃に対する防護を施す。）などを用いる。やむを得

ず金属管を用いる場合は、管を絶縁材料で被覆し、さらにヒューム管などのサヤ管

に納めた上で、まくら木の下端より１ｍ以上の深さに埋設する。 

また、各種ケーブル線に近接して配管する場合は、0.3ｍ以上の間隔をとり、軌

道下の場合と同様の防護を行って埋設する。 

なお、屋内配管の場合は電気配線から0.15ｍ以上の間隔をとる。 

17.10  振動、膨張、たわみ等に対する防護 

給水管の立ち上り部分、横走り部分など、振動膨張したり又は、たわんだりするお

それのある箇所には、これらを緩和又は吸収する措置を施す。 

 17.10.1  道路下分岐部及び公私境界部における措置 

50㎜以下の給水装置において、配水小管からの分岐部及び公私境界部に、やむを得

ずステンレス鋼管Ｂを使用して配管する場合は、「13.1.1(2) ステンレス鋼管の配管

に使用する継手｣に規定する伸縮可とう式継手（ソケット及びエルボ）を使用した配管

構造を組むものとする。これは、配水小管と給水管及び仕切弁と給水管との接続部分

切る 折り込む 

折り込む
結束バンド 

図－１ 図－２ 図－３ 

図－４ 図－５ 

ポリエチ

レンシー

トを被覆

後防寒材

等を上と

下から給

水管に巻

き結束バ

ンドで固

定する。

図－６ 

折り曲げ

線
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に伸縮可とう性をもたせ、地震、沈下等地盤の変位によるサドル分岐部、仕切弁部へ

の応力集中を低減させるためである。 

ただし、波状ステンレス鋼管Ｂにおいては、波状部が伸縮可とう性能を有するので、

なるべく継手を使用しない配管とする。 

（１）分岐部における配管

ステンレス鋼管Ｂを使用するときは分岐部から30㎝から60㎝の位置に伸縮可とう

式ソケットを配置する。なお、ソケットまでの短管に、ベンダーによる曲げ管を使

用することができる。 

（２）宅地部（公私境界部）における配管

ステンレス鋼管Ｂを使用するときは、公私境界部の宅地内上部で３エルボ配管を

行う。ただし、公私境界点からおおむね1.6ｍ以内の配水小管から分岐配管する場合

は、軟弱地盤又は地盤沈下のおそれのある場所を除き宅地内での３エルボ配管を省

略できる。 

波状ステンレス鋼管Ｂを使用するときは、公私境界部の宅地内で波状部を曲げて

管を立ち上げ、埋設深度を調節し配管する。 

３エルボ配管               波状ステンレス管 

また、ステンレス鋼管Ｂを使用する場合に宅地内立上り部周辺に支障があり３エ

ルボ配管が技術的に困難な場合は、２エルボによる配管又は曲げ配管によって施工

することができる。 

 ２エルボ配管  曲げ配管 

ステンレス鋼管 （３０～６０cm）

伸縮可とう式ソケット 

ステンレス製サドル付分水栓
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 17.10.2  公私道境界部における措置 

（１）ステンレス鋼管Ｂを使用して私道内に第１止水栓を設置する場合で、公道部と私道

部の埋設深さが異なるときは、その仕切弁手前の直近上部で３エルボ配管を行う。 

なお、配水小管と私道との距離(L）がおおむね1.6ｍ以内の場合は、３エルボ配管を

省略して私道内で私道の埋設深さになるよう立上げて配管することができる。 

波状ステンレス鋼管Ｂで配管する場合は、３エルボ配管を行わず、私道内で私道の

埋設深さになるよう立ち上げて配管する。 

（２）私道であっても、交通車両が多いところでは、公道に準じ給水管の埋設深さは公道

の埋設深度を確保する。 

ステンレス鋼管Ｂによる配管例

波状ステンレス鋼管Ｂによる配管例 

 17.10.3  公道（歩道）上にメータを設置する場合の措置 

（１）配水小管が歩道にある場合

ア ステンレス鋼管Ｂを使用するときは、分岐部直近に伸縮可とう式ソケットを配置

し、仕切弁手前直近の立ち上り部分は、原則として２エルボ配管とし、ベンダー等

による曲げ配管は行わない。 

イ 波状ステンレス鋼管Ｂを使用するときは、原則としてソケット、エルボは使用せ

※１ 公道部埋設深さ

L 

私 道 公

道

※１
※２

※２ 私道部埋設深さ

※１ 公道部埋設深さ

L 

私 道 公

道

※１
※２

※２ 私道部埋設深さ
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ず波状部を曲げて配管する。 

（２）配水小管が車道にある場合

ア ステンレス鋼管Ｂにより配管するときは、分岐部直近に伸縮可とう式ソケットを

配置し、歩道内での立上り部配管は３エルボ配管を行う。ただし、配水小管と歩道

との距離（L）がおおむね 1.6ｍ以内の場合は、３エルボ配管を省略できる。 

イ 波状ステンレス鋼管Ｂを使用するときは、原則としてソケット、エルボは使用せ

ず歩道内で波状部を曲げて立ち上げ、歩道の埋設深度に合わせて配管する。 

 17.10.4  歩車道区分のある場合の措置 

（１）配水小管が車道にある場合

ア ステンレス鋼管Ｂを使用する場合、分岐部直近に伸縮可とう式ソケットを配置し

歩道内で３エルボ配管を行う。 

ただし、配水小管の布設位置が歩車道境界点からおおむね1.6ｍ以内の場合で、地

盤沈下等のおそれがないと判断される場合は、３エルボ配管を省略し２エルボ配管

によることができる。 

また、波状ステンレス鋼管Ｂを使用する場合は、原則としてソケット、エルボは

使用せず歩道内で波状部を曲げて立ち上げ、歩道の埋設深度に合わせて配管する。 

イ 歩道内は、歩道の給水管埋設深さを確保するよう立上げて配管する。

ウ 宅地内で、ステンレス鋼管Ｂを使用する場合、原則として３エルボ配管を省略で

きる。 

ただし、地盤沈下が著しい箇所又は歩道内に重車両が出入りする箇所については、

３エルボ配管とする。 

また、波状ステンレス鋼管Ｂを使用する場合は、原則としてエルボは使用しない。 

車

道

歩

道L 

車

道

歩

道 宅

地
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（２）配水小管が歩道にある場合

ステンレス鋼管Ｂを使用する場合は、分岐部直近に伸縮可とう式ソケットを配置し、

宅地内は原則として２エルボ配管とする。 

また、波状ステンレス鋼管Ｂを使用する場合は、原則としてソケット、エルボは使

用しない。 

17.10.5  道路に近接したビル建築物等へ配管する場合の措置 

（１）宅地内屋外に仕切弁を設置する余地が全くない場合は、道路内に仕切弁を設ける。

ステンレス鋼管Ｂを使用する場合は、道路地盤と建築物との地震等による位相の異な

りを考慮して、公私境界点に近接した道路下で３エルボ配管を行う。 

ただし、波状ステンレス鋼管Ｂでは３エルボ配管は行わない。 

（２）給水管の建築物貫通部は、鋼管等のさや管で防護する。

 17.10.6  開きょ等を横断する場合の措置 

（１）給水管を開きょ等の水路を横断して布設する場合は、水路の清掃や流下物などによ

防護

管

宅地

内

道 路 

る管の損傷をさけるため、管はなるべく水路の下に鋼管などのさや管の中に入れて埋

設する。これが困難なときは、水路を横断して、その高水位以上の高さに布設する。

この場合も管防護のため、鋼管などのさや管に入れ、かつ、適切な防寒措置を施す。 

なお、どのような工法を採るかについては、予め当該河川管理者の指示を得る必要

がある。 

（２）開きょ等の横断部は、原則としてステンレス鋼管で配管し、上部を横断する場合は、

さらに横断部の前後に３エルボ配管を施す。
 ただし、横断部前後に波状ステンレス鋼管を使用した場合は、３エルボ配管を行わい。 

さや管 

宅地内 道 路 河 川 道 路 
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 17.10.7  宅地内及び屋内における措置 

（１）給水管を地中埋設から建物、受水タンク等へ立ち上げて配管する場合には、地震そ

の他の振動等に対応するため、立ち上り部にエルボ返し配管を施すか、又は伸縮性の

ある継手を使用する。 

（２）建物の壁等を貫通して配管する場合には、貫通部に鋼管等のさや管を使用し、給水

管を防護する。 

（３）ビニル管を配管する場合で、露出部分の直線延長がおおむね30ｍ以上の場合は、伸

縮性のある継手を使用して配管し、建物等への固定間隔は1ｍから2ｍまでとする。 

なお、その他の管についても温度変化の大きい場所に長距離にわたって露出配管す

る場合には同様の措置を施す。 

（４）膨張量の多い管路から分岐する枝管に対しては、下図のように２個以上のエルボを

使用して、枝管の負担を軽減する。 

３エルボ式   ４エルボ式 
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１８  特殊器具の設置に関する取扱い 

 18.1 湯沸器の取扱い 

（１） 湯沸器の設置上の取扱い及び種類は次のとおりである。

ア 先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器を除き、特殊器具の下流側に、特殊器具を

経由しない当該給水装置の給水管（器具）を連結してはならない。 

イ 原則として、給湯配管と給水配管の連結は、湯水混合水栓又はミキシングバルブ

を使用して行う。 

ウ 止水器具（又は減圧弁、逆止弁）から湯沸器までの給水管及び湯沸器から給水

栓までの給湯管は、耐熱、耐食などを考慮して選定する。 

なお、ステンレス鋼管は熱膨張による伸縮が大きいので壁、ハンガなどに固定

せず、軽く保持する。 

エ 管路に生じる熱膨張に対しては17.10.7(4)に定める措置を施す。

オ 給湯暖房併用の湯沸器には暖房配管用のシスターンが内蔵されていないものが

ある。この製品には、製品本体又はその梱包箱等に取付け上の注意書（「暖房用

補給水はシスターン以下とすること。」）が表示されているので、この表示内容

を厳守して取り付ける。 

カ 貯湯湯沸器の下流側の湯圧が不足して、２階で給湯施設が満足に使用できない

場合に、給湯用加圧装置を貯湯湯沸器の下流側に設置することができる。 

湯 沸 器       

湯沸器とは、ガス、電気及び石油系統の燃料又は太陽熱を熱源として水を加熱し、これ

を湯として供給する器具の総称であって、瞬間湯沸器、貯蔵湯沸器、貯湯湯沸器、太陽熱

温水器に分類される。 

（ア） 瞬間湯沸器

器内の給水管路の一部に当たる吸熱コイル管で熱交換を行い、通過水を加熱給湯する

湯沸器で、給湯配管をして使用する先止式と湯沸器から直接使用する元止式とがある。 

瞬間湯沸器は、給湯側を開にした場合に生じる一次側と二次側との水圧差により作動

する。 

（イ） 貯蔵湯沸器（従来は、貯湯湯沸器開放形と呼称されていた）

ボールタップを備えた器体内の容器に貯水した水を、一定温度に加熱して給湯する器

具である。 

（ウ） 貯湯湯沸器

水道に直結された器体内の水を加熱給湯する湯沸器である。この器具は「ボイラー及

び圧力容器安全規則」の規制を受けるため、減圧弁、安全弁を備え、器体内に所定以上

の圧力が生じない構造にするほか、一定湯温以上の上昇をおさえるサーモスタット、湯

温及び器体の過熱防止装置などの安全機構を内蔵しているか、又は配管時にそれらの安

全機構を取り付けなければ使用出来ない。 

また、暖房機能と給湯機能を合わせもつものもあるが、暖房部分については、水道と

分離するため、器体と一体となったボールタップ付小型受水タンク以下に接続した構造

となっている。 
（エ） 太陽熱温水器

太陽熱温水器は、太陽熱を主たる熱源にして水を加熱する器具である。

この温水器は一般に、集熱部、貯湯部及びこれらを連絡する循環装置等で構成されて
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    減 圧 弁       

減圧弁は、一次側の水圧を受けて弁が作動し、二次側の水圧を一定以下に下げる機

能を持った弁で、高層建築物等の下層部導水装置に必要以上の圧力がかからないよう

にする場合、あるいは貯湯湯沸器にかかる水圧を一定以下に押さえる場合などに設置

する。 

安 全 弁       

安全弁は、弁体にかかる水圧が一定以上になった場合、弁が作動してその水圧を自

動的に下げる機能をもった弁である。 

貯湯湯沸器や瞬間湯沸器（先止式）の水温上昇による内圧上昇を防止する場合など

に設置する。 

図－１  配管例 

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、器内に内蔵している給水側及び給湯側の止水部を１個のハンド

ル操作でかみ合わせ作動を行い、湯及び水を混合し、所要温度の湯を吐出する弁である。 

構造として、ハンドル式とサーモスタット式がある。

（ア）ハンドル式は、給湯圧力と給水圧力に変化がない場合に適している。

（イ）サーモスタット式は、給湯圧力と給水圧力に変化がある場合に適している。

（２） 減圧弁、安全弁の設置

貯湯湯沸器には、減圧弁、安全弁などの安全機構が内蔵されていないものがあり、

これらの製品には本体又はその梱包箱等に取付上の注意書（「本体に接続して減圧弁、

安全弁を必ず取り付けること。」）があるので、この表示内容を厳守して取り付ける。 

ア 安全弁に設けるオーバーフロー管は逆流を防止する構造とし、かつ、安全弁の

故障による漏水を容易に発見できる位置に配管する（図－１参照）。 

イ 減圧弁以下で給水管を支分する場合は、給水管分岐点の下流側に逆止弁を設置

する（図－１参照）。 
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 18.2  太陽熱温水器の取扱い 

（１）太陽熱温水器の種類及び設置上の取扱いは、次のとおりである。

太陽熱温水器の種類 

（図－２参照） 
設  置  上  の  取  扱  

① 間接加熱式

    （強制循環式） 

② 直接加熱式

    （自然流下式） 

③ 直接加熟式

（強制循環式）

１  集熱器、貯湯タンクは、各々が給水装置用材料に該当するため、

性能基準適合品を使用すること。 

なお、直接加熱式（強制循環式）の循環装置は集熱器又は貯湯タ

ンクとセットになっている。 

２  貯湯湯沸器と同様に減圧弁、逆止弁、安全弁を設置する。 

④ 汲 置 式
くみおきしき

⑤ 自然循環式

⑥ 受水タンク付

    （強制循環式） 

１  この方式は、温水器に受水タンク以下装置によって給水する方式

であることから、温水器としては給水装置用材料になっていない（受

水タンク内のボールタップまで給水装置の適用）。 

したがって、受水タンクにおけるボールタップの取付位置等が基

準（17.3(3)参照)に適合したものでなければならない。 

なお自然循環式の場合、受水タンクと貯湯タンクが同一であるこ

とからボールタップのフロートの材質はこれに適したものとする。 

２  この温水器の給湯と直結水との器具による混合は認めない。 

（２）太陽熱温水器設置上の注意

太陽熱温水器は、その性格上屋上等高所に設置することが多いため、設置に当たっ

ては、次のことに注意しなければならない。 

ア 水圧等給水能力が十分あるところに設置する。

イ 立上り配管の下部に凍結防止等のための止水栓及び水抜き用の水栓等を設置する。 

ウ 防寒措置を十分に講じる。

エ 停滞空気発生防止のための措置を講じる。
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図－２ 太陽熱温水器の種類 
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 （３）水道直結型太陽熱利用給湯システム設置上の注意 

ア 当該システムの上流側に逆止弁を設置すること。

なお、「補給水用」として貯湯タンク下流側にバイパス配管を連結する場合は、貯湯

タンク側とバイパス配管側で適正な流量配分を確保できるよう減圧弁の設定等を仕様

書等により確認の上設置することとし、バイパス配管分岐点の上流側に逆止弁を設置す

ること。 

イ 共用栓等単独水栓の設置がない場合は、メータ下流側直近に水質検査用の単独水栓を

取付けること（市水道部水質管理責任範囲（図－３、太二点鎖線部を除く部分）

は、器具ユニット等の一次側までとなる）。 

 

 

 

ウ マンション等集合住宅の増圧給水設備以下に集中給湯方式で当該システムを設置す

る場合は、当該システム用の給水が必要であることから、受水タンク以下の集中給湯方

式と同様に集中給湯用の給水を計量するため子メータを１個設置する（図－４）。 

なお、集中給湯用の給水に子メータを設置する場合は、各戸へ設置する子メータの水

道料金の他に給湯用（共用）の水道料金が発生することを設置者及び水道使用者等に周

知すること。 

また、集中給湯用の子メータの設置場所については、検針・メータ取替え等が容易に

出来る箇所に設置すること（建物屋上等常時施錠されている箇所へは設置出来ない）。 

エ 当該システム及び逆止弁等の定期的な維持管理の必要性について、 設置者及び水道

使用者等に周知すること。 

図－３ 設置例と水質管理責任範囲 

【参考】 平成２６年６月３０日付健水発０６３０第３号、厚生労働省健康局水道課長通知、「太

陽熱利用給湯システムの取扱いについて」より 

２. 太陽熱給湯システムに係るその他の留意事項

（３） 当該システムにより加熱されて給水される水の水質の変化については、一般に、水道事業

者等の責任は免除され得ると考えられること。

水質検査用水栓 
（共用水栓との併用可） 

水道メータ 

4-165



【参考】 集合住宅用太陽熱給湯システムの種類及び供給方式 

方式 種  類 供 給 方 式 

集
中
給
湯
方
式

太陽集熱器・補助熱源・蓄

熱槽集中タイプ 

屋上等の太陽熱設備から補助熱源を含む太陽熱を定温（約

60℃）で各戸へ供給するシステム。各戸へ個別給湯器の設置

を必要としない。温度調整は、水栓で行う。 

太陽集熱器・蓄熱槽集中タ

イプ 

屋上等の太陽熱設備から太陽熱をなりゆき温度で各戸の給湯

器へ供給するシステム。各戸へ個別給湯器の設置が必要。温度

調整は、各戸へ設置する個別給湯器で行う。 

太陽集熱器集中タイプ 屋上等の太陽集熱器から集熱配管を利用して各戸に設置した

蓄熱槽へ太陽熱のみを供給するシステム。各戸へ蓄熱槽と個別

給湯器の設置が必要。温度調整は、各戸へ設置する個別給湯器

で行う。 

戸
別
設
置
方
式 

太陽集熱器屋上設置タイ

プ 

各戸への独立した太陽集熱器を屋上に設置し、蓄熱槽を各戸へ

設置するシステム。（集中給湯方式・太陽熱器集中タイプの小

型版） 

太陽集熱器バルコニー設

置タイプ 

独立した太陽熱設備を各戸のバルコニーに設置するシステム。

戸建て用と同様。 

図－４ 増圧給水設備以下の概念図 

4-166



給水補助加圧装置 

 

 18.3 給水補助加圧装置の取扱い 

 給水補助加圧装置の設置条件は、次のとおりである。 

（１）日本水道協会の認証付帯条件を遵守すること。 

（２）特定の給水器具の補助加圧に使用し、すべての給水器具を対象に加圧しないこと。 

（３）給水補助加圧装置の一次側には止水栓を設置すること。 

（４）原則として単独給水管に設置すること。ただし、連合給水管において、流量計算上必要

な水量を得られ、かつ他の使用者全ての同意が得られた場合はこの限りではない。 

※ 現場での耐圧試験は、給水補助加圧装置を外した状態で実施すること。

日本水道協会の認証付帯条件 

① 給水補助加圧装置の使用は、戸建て住宅（２・３階建て）に限定するとともに、２・３階に

設置の一部給水器具用に使用する。 

② 製造者又は販売者は、この装置を設置しようとする者又は工事を行うものに、設置に当たっ

ては、当該水道事業体に工事施行に必要な申請等を行わせる。 

③ 製造者又は販売者は、この装置の使用者あるいは使用希望者には、当該装置についての情報

が適切に伝わるようにすると共に、維持管理についての適切な情報を提供する。 

   給水補助加圧装置 

配水小管の水圧が低い地域で、タンクレストイレ等圧力損失の高い給水器具を設置する

際に補助的に加圧する装置。内部に逆止弁が内蔵してある。 

 

配管例 

P 

給水補助加圧装置 
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 設置例－１  直結給水の場合

 設置例－２    増圧給水設備の場合

活水器等

水 栓

給 水 装 置

市水道部水質管理責任範囲

活水器等手前に共用給水

栓を設け、水質検査がで

きるようにする。

逆止弁

※立上り配管部に設置する場合あり。

50cm以上確保して設置

活水器等

水 栓

給 水 装 置

Ｂ Ｐ

仕切弁Ｂ

ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ

活水器等手前に共用給水栓を設け、水質

検査ができるようにする。

給水装置の外側に取り付ける磁気活水器等の取扱い

 給水管などの外側に取り付ける磁気活水器等については、給水装置に該当しないが、メータの維持管理を適正に行うた
め、次の取扱いとする。

(１) 磁気活水器等は、メータ、メータソケット、仕切弁など、メータ引換等に支障となる部分に取り付けないこと。

(２) 磁気活水器等は、メータが磁力の影響を受けない位置に取り付けること。

(３) 市の水質検査は、磁気活水器等の上流側で採取された水道水、あるいは、磁気活水器等が外された給水装置から
採取された水道水を対象とし、行うものとする。

市水道部水質管理責任範囲

逆止弁

減圧式逆流防止器

4-

 18.4  活水器の取扱い 

   活水器の設置上の取扱い及び種類は、次のとおりである。 

（１）活水器は、水道メータの下流側に設置すること。 

また、水道メータの機能及び維持管理に支障をきたすことがないよう、水道メータ との間隔を 50cm 以上確保

   すること。 

（２）水質検査に対応するため、活水器の上流側に水栓を設置すること。 

（３） 活水器の上流側に逆止弁を設置すること。ただし、活水器本体が逆流防止性能基準を有している場合は逆止弁の設

   置は不要とする。 

（４）給水装置の設置に当たっては、活水器の損失水頭を考慮して流量計算を行うこと。 
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 18.5  直結型非常用貯水槽（管）の取扱い 

直結型非常用貯水槽（管）の設置上の取扱いは、次のとおりである。 
（１）設置箇所の上流側に止水用器具、逆止弁を近接して設置すること。ただし、本体に逆流防止性能基準を有して

いる場合は、逆止弁の設置は不要とする。 
（２）設置箇所以降の使用水量が器具に停滞を生じさせないよう十分な水量であること。

(３) 設計にあたっては、器具による圧力損失を考慮すること。
(４) 市水道部の水質管理範囲は器具の一次側までとする。また、器具の一次側に水質確認用の水栓を設けること。

器具の一次側が集合住宅の親メータにより、総括方式となる場合は、手前に水質確認用のメータを設けたうえで
水栓を設けること。

　なお、直結共用メータが設置されている場合は、設置を省略できる。

（５）器具を設置する際は維持管理に支障をきたさない場所に設置すること。また、地下埋設する場合は、車等の
荷重がかからないように考慮すること。

（６）所有者又は使用者が器具の維持管理を行うことができるよう必要に応じて、ドレン管、ストレーナ、点検
口、空気弁、バイパス管、緊急遮断弁等の措置を講じること。

（７）メーカー等と連携し、使用者に対して非常時の使用方法や管理方法等を周知すること。
（８）器具に点検口を設ける場合は、施錠等を行い緊急時以外開閉できないような構造とすること。
（９）器具の保守点検、清掃、消毒、再塗装、取替え、補修等を行う場合は、指定給水装置工事事業者が行い、必

要に応じて、施工後に構造材質基準の性能が満たされていること。

直結型非常用貯水槽（管） 

(10) 原則、特例直圧給水方式、3階までの例外方式での設置は不可とする。また、貯水槽方式との併用も不可と
する。

(11) 集合住宅等の親メータ先に設置し、総括方式となる場合は、器具に付帯する給水栓の有無に関わらず、

「受水タンク及び高置タンクへの非常用給水栓・直結型非常用貯水槽設置申請（届出）書」を提出すること。

　＜平面図＞
　＜立面図＞

給水装置図面の図示方法
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 18.6  浄水器の取扱い 

 浄水器の種類及び設置上の取扱いは、次のとおりである。 

  浄 水 器       

水道水中の残留塩素や濁度等を減少させることを目的とした器具で、種類にはⅠ型、Ⅱ型が

ある。 

ア Ⅰ型は、給水管又は給水栓の流入側に取り付けて常時圧力が作用する構造のもの。

なお、設置については、浄水器の上流側に止水用器具を取り付ける。

また、製品に逆止弁が同一梱包されているものについては、製品に近接して上流側

に逆止弁を設置する。 

浄水器（Ⅰ型） 

イ Ⅱ型は、給水栓の流出側に取り付けて常時圧力が作用しない構造のもの。

浄水器（Ⅱ型） 

4-170



 18.7  住宅用スプリンクラーの取扱い 

住宅用スプリンクラーの設置に当たっては、次の点に注意する。 

（１）スプリンクラーヘッドは蛇口と異なり精密器具なので取扱いに注意すること。 

（２）スプリンクラー設備の配管構造は、初期火災の熱により機能に支障を生じない措置が講じら

れていること。 

（３）スプリンクラーヘッドの継手には、スプリンクラー専用の継手等を使用すること。

（４）スプリンクラーヘッドの設置されている配管の最末端に、停滞水が生じないよう通常

使用する給水栓等を設けること（図－３参照）。 

図－３ 湿式配管例 

（５）乾式スプリンクラーを設置する場合、給水管の分岐部から電動弁までの配管において

「停滞水」が発生するため、給水管分岐部直近に「逆止弁」を設置する（図－４参照）。 

図－４ 乾式配管例 

（６）スプリンクラー設備が結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与えるおそれがある場合は

防露措置を行うこと。 

（７）直圧直結給水方式により、三階部分にスプリンクラー設備を設置する場合は、水理計

算により当該設備が適正に作動する必要動水圧が確保できる場合に限り、設置すること

スプリンクラーヘッド

給水栓等

吸排気弁等

スプリンクラーヘッド

停滞水
逆止弁を設置

逆止弁を設置 
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ができる。なお、水理計算における建物付近の配水管最小動水圧は、直圧直結給水方式

の取扱いに準ずること。 

ただし、給水補助加圧装置を設置する場合は、この限りではない。 

（８）特定施設水道連結型スプリンクラー設備(注１)を設置する場合は、上記のほかに下記の事項

に留意して設計・施行すること。 

 

18.8  冷凍機又は冷房機の設置 

  使用形態上、断水による損害が発生しやすい冷凍機又は冷房機への給水は、受水タンク

以下装置により給水するよう配慮することが必要であるが、直結で使用する場合は、次の取

扱いにより設置する。 

（１）水栓又は止水栓と逆止弁以下に設置する。

 （２）冷凍又は冷房機の構造は、給水装置への逆流のおそれがないものでなければならない。 

  （３）圧縮用電動機の出力数が3.7KW以上のものは、冷却塔（クーリングタワー）を設置する。 

18.9  飲料に供されない器具の設置 

ボイラなど飲料に供されない器具は、受水タンク以下装置にして設置する。 

特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置する場合の注意事項 

(1) 設置工事又は整備は、消防法の規定により必要な事項については消防設備士が責任を負

うことから、指定事業者は消防設備士の指導の下に設置すること。 

また、必要に応じて所管消防署と打合せを行うこと。 

(2) 設置に当たり、消防設備士がスプリンクラーヘッドまでの水理計算等を行うことになるので、

当該地区の最小動水圧等について取扱事業所において確認し、設置者又は消防設備士に対して情

報提供すること。 

(3) スプリンクラーヘッド各栓の放水量は15L／分（火災予防上支障があると認められる場合にあ

っては30 L／分）以上の放水量が必要であること。

また、想定される同時開放個数（最大４個）の合計放水量を確保できるよう設計すること。 

なお、スプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドおよび開放型スプリンクラーヘッドの各

栓の放水圧力および放水量は、想定される同時開放個数（最大４個）の各栓において、放水圧力

が0.02MPa以上、放水量が15L／分以上（火災予防上支障があると認められる場合にあっては、

放水圧力が 0.05MPa 以上、放水量が 30 L／分以上）で有効に放水することができる性能である

こと。 

(4) スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造・材質基準に適合

する構造であること。 

(5) スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところに表示すること。

(6) 設計に当たっては、利用者に周知することをもって、他の給水器具（水栓等）を閉栓した状態

での使用を想定することができる。

（注１）特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

小規模社会福祉施設に設置されるスプリンクラー設備のうち、当該スプリンクラーに使用する

配管が水道の用に供する水管に連結されたもの。 
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18.10  最低作動水圧の確認 

瞬間湯沸器等、一定以上の水圧を必要とする給水器具は、最低作動水圧を確認し、設置

場所での給水圧や同時使用率等を十分考慮して、設置しなければならない。 

18.11  逆流防止装置等の取付け 

（１）特殊器具の取付箇所の上流側には、止水用器具を近接して取り付ける。

（２）特殊器具に逆流防止装置がない場合は、器具に近接してその上流側に逆止弁を取り付

ける。 

（３）先止式湯沸器の本体に安全弁（過圧安全装置）が取り付けられていないものは、下流

側に安全弁を別途取り付けるか、あるいは、上流側に甲止水栓（落としこま）又は甲止

水栓タイプの逆止弁を水平に取り付ける（このタイプ以外のものを設置してはならな

い。）。 

（４）バス用吐水口及び固定式シャワーヘッドには逆流防止機能をもつ止水器具（ミキシン

グバルブ等）を取り付ける。 

（５）ふろ追いだき循環回路に直結する構造の場合、湯沸器内のバキュームブレーカの位置が浴

槽のあふれ縁より上方３０㎝以上になるようにする（製品の説明書に３０㎝ 以上になる取付

け位置が記載されている。）。 

逆 止 弁 

 逆止弁は、弁体が流水の背圧によって自動的に閉止し、逆流を防止するもので、リフ

ト式、スイング式及、ダイヤフラム式及びばね式がある。

ア リフト式

弁体が弁箱又はふたに設けられたガイドによって、弁座と垂直に作動する構造の逆

止弁である。 

なお、機能を保持するため水平に取り付ける。 

リフト式逆止弁 

イ スイング式

ピンを支点とするアーム状の弁体が、弁座に対して孤状運動を行う構造のものである。 

スイング式逆止弁
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ウ ダイヤフラム式逆止弁

流れの方向により、ダイヤフラムがコーンの内側にまくれたり、密着したりする

構造のものである。 

ダイヤフラム式逆止弁 

 このほか、弁部がボール式のものや、弁体にスプリングが内蔵されているも（ば

ね式逆止弁）のなどがある。逆止弁は摩擦等により故障が生じやすいので、取付け

後は機能保持のため､十分な管理が必要である。 

エ 単式逆止弁

 ばねの力で、弁体を弁座に押しつける構造で、ほとんどのものが、弁体、弁座、

ばね等がカートリッジ化され、弁箱と分離できるので、交換及び保守が容易である。 

単式逆止弁構造概念図 

１次側 ２次側 

ばね 弁座 

弁体 

水流方向 
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オ 複式逆止弁

複式逆止弁は、ばねの力で、弁体を弁座に押し付ける構造の逆止弁を２個直列に

配置した構造で、単式逆止弁の逆流防止機能をより高めたものである。単式逆止弁

と同様に、ほとんどの製品が、カートリッジ化されている。

カ 減圧式逆流防止器

減圧式逆流防止器は、ばねの力で、弁体を弁座に押し付ける構造の逆止弁を直列

に２個配置し、かつ、その間に中間室を設けた構造で、１次側と中間室の間には、

ダイヤフラムとそれに連動する逃し弁が設けてある。 

減圧式逆流防止器の前後で逆圧が生じても、逆止弁の逆流防止機能により逆流は生

じない。 

  また、通常の使用状態では、１次側の水圧は中間室の水圧より高く、ダイヤフラ

ムがばねに押し勝って、逃し弁を閉じるため、漏水することはない。

１次側の水圧が低くなり、かつ第１逆止弁にごみがはさまり閉止しない場合、あ

るいは２次側の水圧が高くなり、かつ第２逆止弁にごみがはさまり閉止しない場合

など、１次側の水圧と中間室の水圧が均衡したときには、ばねがダイヤフラムに押

し勝って、逃し弁を開けることにより中間室又は２次側の水を、外部に排出する。

つまり、逆圧が発生し、更に逆止弁が故障しても２次側の水が１次側に逆流するこ

とを防止できるもので、吐水口空間に次ぐ逆流防止機能を有している。 

 なお、減圧式逆流防止器は、設置後、配管から外すことなく、試験用コックによ

り機能の確認ができ、また、内部の清掃・点検、部品の取替が可能な構造になって

いる。 

１次側 

中間室 

２次側 

第１逆止弁 弁体 

ばね 弁座 

水流方向 

複式逆止弁構造概念図 

第２逆止弁 
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減圧式逆流防止器 構造概念

※ これらの逆止弁の設置時には、弁座への異物の噛み込みなどを防止するため、通水

試験時等に十分管内洗浄を行うとともに、凍結の防止にも注意する。 
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18.12  ドライ型ミスト装置の取扱い 

    ドライ型ミスト装置の種類・構成及び設置上の取扱いは、次のとおりである。 

（１）種類 

ドライ型ミスト装置には、給水装置の適用を受ける常設型（以下「常設型」という。）と給

水装置の適用を受けない移動型（以下「移動型」という。）がある。 

一般的には暑熱対応設備として限られた期間に使用されるもののため、移動型での設置が主

なものとなる。 

（２）構成 

ドライ型ミスト装置は、加圧ポンプユニット（加圧ポンプ、電磁弁、サーモスタット、水圧

系等）、ミストノズル、耐圧配管等から構成される。 

（３）設置上の取扱い 

ア ドライ型ミスト装置は、使用目的や設置場所及び使用するミストノズルのサイズや設置数

量に応じた加圧ポンプの選択が必要となるため、適切なものを設置すること。 

イ 常設型で設置する場合は、加圧ポンプユニットの上流側に逆止弁を設置すること。

ただし、加圧ポンプユニット本体が逆流防止性能を有している場合は逆止弁の設置は不

要とする。 

また、不使用期間が長期に亘ることが想定されるため、水質確保のため排水等のメンテ

ナンスを適切に行うこと。 

ドライ型ミスト装置

【ミストポンプユニット】

・ミストポンプ（加圧ポンプ）

・補給水用タンク

・電磁弁

・サーモスタット

・水圧計等

水抜き栓

※不使用時には、排水等のメンテナンス

を適切に行うこと。

耐圧チューブ

【配管材料】

ミストポンプ先の配管材料には、加圧ポンプの圧力耐えられ

るものを使用すること。

・ステンレス管、耐圧鋼管、耐圧チューブ等

ミストノズル ミストノズルミストノズル

水道メータ

止水栓

ミストポンプ

ユニット
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 18.13 直結型循環給湯システムの取扱い 

直結型循環式給湯システム（以下「循環式給湯システム」という。）の設置上の取扱いは、

次のとおりである。 

（１）循環式給湯システムの上流側に逆止弁を設置すること。 

なお、「循環用」として循環式給湯システム上流側の給水管にバイパス管を連結する場合

は、バイパス管分岐点の上流部に逆止弁を設置すること。 

（２）メータと上記（１）で設置する逆止弁の間に水質検査用の直結水栓を設置すること。 

ただし、直結共用栓等を設置する場合は、省略できる。 

なお、市の水質管理責任範囲は、上記（１）で設置する逆止弁上流側の直結部分のみ

とする。 

直結型循環給湯システム概略図 

その他の給水箇所

給湯器

逆止弁を設置

循環ユニット

その他の給水箇所

給湯器

逆止弁を設置

水質検査用の
直結水栓を設置

水質検査用の
直結水栓を設置
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１９  接 合       

  給水管の接合は、次による。 

 19.1 ステンレス鋼管の接合 

ステンレス鋼管を切断するときには、内バリ、外バリが生じない方法で、管軸に対して

直角に行う。管切断面のバリは必ず取り除き、十分管断面の面取りを行う必要がある。管

断面にバリがあると、ゴムパッキン又はガスケットが傷つき、漏水が発生する可能性が高

くなる。 

また、管断面の汚れも、ゴムパッキン等のシールが十分にできなくなり漏水の原因とな

る。ステンレス鋼管の接合には、伸縮可とう式継手及びプレス式継手等を使用する。 

   （１）伸縮可とう式継手による接合（JWWA G 116 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管継手の場合） 

継手の構造が伸縮可とう性をもったメカニカル式となっており、パイプレンチ等でナ 

ットを締め付けて接合する。 

ア 溝付け用ワンタッチ方式の接合

（ア）溝付けは表－１に示す溝付け位置にマーキングし、図－１等に示す伸縮可とう式 

 継手専用の溝付け工具を用いて行う。 

  表－１ 溝付け位置及び溝深さ （単位： mm） 

呼 び 径 管端面からの距離 溝付け深さ 

２０・２５ ４９ 
０．７５ 

３０・４０・５０ ４９ 

※ 仕切弁Ａ（呼び径２０～５０）、Ｂ（呼び径２０～５０で青銅製のもの）の溝付

け位置は、３５mmである。

※ ステンレス製サドル付分水栓用ソケット及びステンレス製ボール止水栓を設置す

る際の溝付け位置は、各呼び径とも４９mmである。

図－１ 溝付けローラ 

（イ）管の挿入は、適度に締付けナットを緩めた後、管を継手に差し込む。 

（ウ）管を手で引っ張り、ロック部材が管の溝にはまっていることを確認してから、締付 

 けナットを手締めする。 

（エ）パイプバイス、パイプレンチ等を使用して表－２に示す標準締付けトルクで締付け 

 ナットを十分締め付ける。 
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表－２ 標準締付けトルク  （単位：Ｎ・ｍ） 

呼  び  径 標準締付けトルク 

２０・２５  ７０ 

３０・４０・５０  １２０ 

イ 溝無し用ワンタッチ方式の接合

（ア）表－３に示す差し込み寸法位置に差し込み深さのマーキングを行う。 

表－３  差し込み寸法基準値    （単位： mm） 

呼  び  径 袋ナット方式 ブッシュ方式 

２０・２５ ８１ 

３０ 
８５ 

８６ 

４０・５０ ９３ 

袋ナット方式    ブッシュ方式 

（イ）適度に締付けナットを緩め、締付けナットの端面に差し込み寸法のマーキングが

位置するように、継手に管を差し込み、締付けナットを手締めする。 

（ウ）パイプバイス、パイプレンチ等を使用して、表－２に示す標準締付けトルクで締

付けナットを十分締め付ける。 

※ 継手の運搬中等、ナットが緩み本体から外れて部品の変形や紛失する可能性があ

るので注意すること。 

  （２）プレス式継手による接合（JWWA G 116 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管継手の場合） 

  この接合は、専用締め付け工具を使用するもので、短時間に接合ができ高度の技術を 

必要としない。 

ア 差し込み深さのマーキングを、表－４に示す差し込み寸法位置に行う。
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表－４ 差し込み寸法基準値    （単位： mm） 

呼   び   径 管端面からの距離 

１３ ２１ （Ｌ型継手は５４） 

２０ 
２４ （Ｌ型継手は６０） 

２５ 

３０ ３９ 

４０ ４７ 

５０ ５２ 

イ 管端の角で継手のパッキンを傷つけないように注意しながら、まっすぐに継手の

辺り部まで管を差し込む。 

ウ 専用の締付け工具を使用して、継手が工具の所定位置にセットされていることを

確認した後、十分締め付ける。 

 19.2  ライニング鋼管の接合 

 硬質塩化ビニルライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の接合は、めねじ加 

 工されたソケット、エルボ、チーズなど専用の継手を使用し、オスタなどで管端にねじを立て、 

   ねじ込む方法により行う。 

  （１）管の切断、ねじ加工 

ア ねじ立てするねじは、JIS B 0203「管用テーパねじ」のテーパ雄ねじとする。

イ ねじ切り油剤には、日本水道協会規格（JWWA K 137）等を使用する。

ウ 管の切断、ねじ加工などによって管の切断面に生じたかえりまくれをヤスリなどで取り

除く。

 また、管端の内面ライニング部は面取りを行う。 

エ 管端面、管内面及びねじ部に付着した切削油、切削粉などを工業用アルコールを浸した

ウェスなどできれいに拭きとる。

  （２）使用継手 

ア 硬質塩化ビニルライニング鋼管

次のいずれかを用いる。

（ア）JWWA K 150「水道用ライニング鋼管用管端防食形継手」に規定する継手 

（イ）ア以外の管端防食継手  

イ ポリエチレン粉体ライニング鋼管

JWWA K 150「水道用ライニング鋼管用管端防食形継手」等の管端防食継手を用いる。

 継手本体 継手本体 

締め付け前 締め付け後 

 

ゴム輪 ゴム輪 

管 管 

プレス式継手 
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  （３）接合方法 

 接合に際しては、防食用コア又は管端防食継手を使用して、管切断面及び接続部の防食処 

理を行い接合する。 

なお、シール剤は、日本水道協会規格  JWWA K 146「水道用シール剤」等を使用する。 

ア コア内蔵型、組込型（JWWA K 150等）

管の切断面及びねじ部全面に防食シール剤を塗布し継手にねじ込む。

イ コア挿入（分離）型

管端コアを胴体部のシール止めの位置まで管に挿入し、コアのねじ部の肩と管端との

 間に防食シール剤をむらなく塗布する。そして、コアのつばが当たるまでコアを挿入し 

  て、はみ出したシール剤をねじ部に塗布してから継手にねじ込む。 

 （４）接合作業上の注意事項 

ア 切断するとき、切断部が局部的に加熱され、ライニング部又は被覆部の変質､はく離、

ずれなどの欠陥を招きやすいので、切断速度や切断角度に注意を払う。特に、旋盤を使用

するときは、水溶性の冷却液を使用し、バイトの切断速度を下げる。

 また、パイプカッター、ガス切断、アーク切断、高速と石は使用しないこと。 

イ 管と継手をバイスを用いてねじ込む場合、継手の外面被膜に傷がつかないよう、ゴム板

などを充て、レンチは必ず管側に掛ける。

ウ ライニング鋼管に火気あるいは熱源等を近づけてはならない。

エ 継手の外面被膜を傷つけた場合あるいは、露出しているねじ部は補修剤、仕上げ塗料等

  で処理する。 

継手本体 鋼管 

防食シール剤 

プラスチック成形部 

シール剤 

鋼管 管端コア 

塗 り広げ

る
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継手の種類 

種 別 構     造    図 特  徴 

   管 

   端 

   防 

   食 

   継 

   手 

   ※ 

  コ 

  ア 

  内 

  蔵 

  型 

  コアを継手に内蔵して 

  いるもの（コアとライ 

  ニング部が一体成形に 

  なっている。）。 

  コ 

  ア 

  組 

  込 

  型 

  コアが継手に組込まれ 

  ているもの。 

  コ 

  ア 

  挿 

  入 

  型 

    ＊ 

  ねじ付コアと内部樹脂 

  ねじ付継手を組み合わ 

  せたもの。 

※ Ｐ（ポリエチレン粉体ライニング鋼管）用、Ｖ（硬質塩化ビニルライニング鋼管）用及びＰＶ兼

用があるので、使用管種に適したものを使用する。 

   ＊ コア分離型ともいう。 
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５１３５ 

Ｌ

１

 19.3  硬質塩化ビニル管の接合 

ビニル管の接合は、接着剤を用いたＴＳ式継手、ゴム輪形継手、メカニカル継手を

使用する。ただし、漏水修理の際はＭＣ継手を使用することができる。 

（１）ＴＳ式継手による接合

ア 管外面及び継手の内面をきれいにする。

イ 継手の受口長さを測り、管にその長さを表示する。

ウ 管外面及び継手内面に「水道用硬質塩化ビニル管用接着剤」をハケで薄く均一に

塗布する。このとき、管の表示位置からはみだして接着剤を塗らないようにする。 

エ 接着剤を塗ったら、直ちに管を継手に差込み、口径５０㎜以下のものは３０秒

以上、同７５㎜以上のものは、６０秒以上そのまま保持する。 

オ はみだした接着材は、直ちにふきとる。

（２）ゴム輪形継手による接合

ア 管の切断等

（ア）管を切断するときは、マジックインクなどで管の切断面の全周に管軸に対し

て直角に切断線を表示し、切断線に沿って切断する。 

（イ）下図のように切断面の面取りを行う。

ゴム輪挿し口端の面取 

（ウ）管端の仕上げ後、挿入長さを表わす標線を下表によりマジックインクなどで

表示する。 

        挿入長さ 

   口    径    Ｌ１（㎜） 

 ７５     １２０ 

    １００     １３２ 

    １５０     １５２ 

  標線の入れ方 

ｔ 

約１５゜ 

ｔ 
／ 

２ 
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イ 接合方法

（ア）継手の内部からゴム輪を外し、ゴム輪、ゴム輪溝及び挿入管の端をウェスで

清掃する。 

（イ）ゴム輪外面を水でぬらしてゴム輪を図のようにハート形にして、前後を間違

えないようにゴム輪溝にはめ込む。 

（注）水の代わりにせっけん水、滑剤等を使用してはならない。 

（ウ）滑剤を挿入管の標線までと、受ロゴム輪内面に塗布する（滑剤は専用のもの

を使用する）。 

ウ 接合は図のように挿入機又はてこ棒を使用して軸心を合わせ標線まで挿入する。

この場合、ハンマー等でたたき込むようなことをしてはならない。 

ゴム輪の装着方法 

  挿入機による挿し込み   てこ棒による挿し込み 

エ 管挿入後、全円周にわたって、ゴム輪が正常な状態であることを確認する。

オ 分岐部、曲り部、管端部においては、移動防止のためにコンクリートブロック、

離脱防止金具により防護を行う。 

（３）メカニカル継手による接合

ア 管種に適した継手を選定する。

イ 継手を組み込む際に、部品の装着順序に注意する。

ウ 継手は、適切な挿し込み深さを確保し、確実に締め付ける。

 19.4  銅管の接合 

銅管の接合は、トーチランプ又は電気ヒータによるはんだ接合とプレス式接合があ

る。接合には、継手を使用する。 

（１）はんだ接合（図－１）

ア 切断によって生じた管内のまくれは専用のリーマ又はばり取り工具によって除

去する。 

イ 管端修正工具を使用して管端を真円にする。

ウ 接合部は、ナイロンたわし等を使用して研磨し、汚れや酸化膜を除去する。

さつま編みワイヤー 

プーラーなど 当て木 

芯出し用土まくら 

てこ棒 

ひろげる 
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エ フラックスは必要最小限とし、接合部の管端３～５mm離して銅管外面に塗布す

る。 

オ フラックスを塗布した銅管へ、ストッパーに達するまで十分継手を押し込む。

カ 加熱はプロパンエアートーチ又は電気ろう付け器で行う。

キ はんだをさす適温は270～320℃である。

ク ぬれた布などでよくふいて外部に付着しているフラックスを除去すると同時に、

接合部を冷却し安定化させる。 

（２）プレス式接合（図－２）

ステンレス鋼管のプレス式継手の接合に準じる。

 図－１  はんだ接合  図－２  プレス式接合 

 19.5  水道用ポリエチレン二層管の接合 

水道用ポリエチレン二層管の接合は、金属継手を使用する。 

（１）金属継手（メカニカル継手）による接合

ア 継手は、管種（１種・２種）に適合したものを使用する。

イ インコアが入りやすいように内面の面取りを行う。

ウ 継手を分解し、管に袋ナット、リングの順にセットする。

エ インコアを管に、プラスチックハンマー等で根元まで十分たたき込む。

オ 管を継手本体に差し込み、リングを押し込みながら袋ナットを十分締め付ける。 

カ 締め付けは、パイプレンチ等を２個使用し、確実に行わなければならない。

メカニカル継手

はんだ 

Ｏリング インコア

袋ナット 
リング

ＰＰ管 

インコア
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（２）金属継手（ワンタッチ式継手）による接合

ア 切管は管軸に直角に切断し、管厚の３／４程度挿し口の面を取る。

イ 接合前に、ソケット部受け口のＯリング、ウエッジリングの有無、傷、ねじれ

等を確認する｡ 

ウ ソケット部の受け口長さを、管にマーキングし、挿し込み後確認する。

エ 解体し、ソケットを再使用する場合は、Ｏリング、ウエッジリングを取り替る。 

オ 接合後、受け口の隙間に砂等が入らないように、ビニールテープを巻く。

ワンタッチ式継手

 19.6  架橋ポリエチレン管の接合 

継手には、メカニカル継手と継手の本体に電熱線等の発熱体を埋め込んだ電気式熱

融着継手がある。メカニカル継手は、白色の単層管に使用し、電気式熱融着継手は、

緑色の二層管に使用する。 

メカニカル継手

電気式熱融着継手 

ＰＰ管 

Ｏリング 
胴 

ウェッジリング

ＰＰ管 

リング

インコア

取付端部 取付端部 
リング

スリーブ部

非架橋 

ターミナルピン

架橋 

非架橋 
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 19.7  ポリブデン管の接合 

 継手には、熱融着継手、メカニカル継手、フランジ継手がある。 

   熱融着継手による接合は、温度管理等に熟練を要するが、接合面が完全に一体化す 

 る信頼性の高い方法である。 

 熱融着継手には、電気式熱融着接合と熱融着ヒータ接合がある。 

（１）電気式熱融着接合

継手内部に埋めてあるニクロム線を電気により発熱させ、継手内面と管外面とを融

着接合する。 

（２）熱融着ヒータ接合

ヒータで管の外面と継手の内面を加熱融着させて溶融した樹脂を接合する。

メカニカル継手

 19.8  ポリエチレン複合鉛管の接合 

メカニカル継手による接合

   ポリエチレン複合鉛管の接合は、メカニカル継手を使用する。はんだによる接合も 

 あるが、これは主に工場生産品に使用される。 

（１）メカニカル継手は、ポリエチレン複合鉛管専用の継手を使用すること。

（２）継手を組み込む際は、部品の装着順序を誤らないこと。

（３）継手は、適切な挿し込み深さを確保し、袋ナットは確実に締め付けること。

メカニカル継手
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19.9  ダクタイル鋳鉄管の接合 

鋳鉄管の接合については、次の一般事項よるとともに、各継手に応じた接合を行う。 

（１）接合前の点検

接合に先立ち、継手の付属品、必要器具・工具等を点検し確認する。

（２）異物の除去

接合に当たって、挿し口部の外面、受け口部の内面、押輪、ゴム輪等に付着している

油、砂その他の異物を完全に除去する。 

（３）押輪、ゴム輪等の確認

押輪、ゴム輪等の形状及び方向を確認し、接合する。

（４）管及びゴム輪の押込み

受口内面、挿し口外面及びゴム輪にダクタイル管継手用滑材（以下、「滑材」という。）

を塗布し受口と挿し口の間隔を上下左右均等に保ちながら、管及びゴム輪を押込む。 

（５）管の接合

継手（接合完了後の継手を含む。）の抜出しがないように管を接合する。

（６）接合状態の再確認

接合完了後、必ず接合の状態を継手チェックシート等で再確認するとともに、継手部

及び管外面の塗装の損傷箇所には補修専用塗料を塗布する。 

（７）切断及び溝切り加工

切断及び溝切り加工を行う場合は、原則として、加工機械を安定的に据付けすること

ができ、安全かつ確実な施工が可能な場所で行う。 

（８）接合要領書

接合に先立ち、「接合要領書」（一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会）を確認する。

（９）異形管の接合

異形管の接合に当たって、挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口端面から受口奥

部までののみ込み量の実測値を測定し、のみ込み位置を挿し口の外面全周（又は円周か

所）に白線で明示し、白線が受口端面の位置まで全周に渡って挿入されていることを確

認する。 

（10）滑材

接合に使用する滑材は、一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会（JDPA Z 2002）の規

程に基づくポリカルボン塩素系の滑材を使用する。 

19.9.1 メカニカル継手管の接合 

（１）挿し口に表示されている白線（挿し口端面から１本目）が受口端面に合うように挿入す

る。 

（２）ボルト・ナットは、上下、両横４本のボルトを通して仮締め後、残りのボルトをセッ

トする。

（３）ボルトの締め付けは、片締めにならないよう上下左右対称に締め、押輪面と受口端面

とが均等になるように規定のトルクまで締め付ける。 

（４）切断面には、管内面に応じたSⅡ・K形防食ゴムを取り付ける（粉体塗装管の場合は、

一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会規格のダクタイル鋳鉄管用切管端面防食材料：J
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DPA Z 2017とし、モルタルライニング管の場合は、専用の材料を使用することとする。

なお、防食ゴムを使用しない場合は、補修専用塗料（JWWA K 135:水道用液状エポキシ

樹脂塗料塗装方法又はJWWA K 139：水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料に適合した塗

料）を切断面に塗布する。 

メカニカル継手の締付トルク

 管  径  （㎜） トルク（Ｎ・ｍ）   ボルト寸法（㎜） 

 ７５   ６０  Ｍ１６ 

  １００～３５０   １００  Ｍ２０ 

メカニカル継手管接合状態図

19.9.2 ＮＳ形継手管の接合 

（１）取付けられた状態で納品されたロックリングと心出し用ゴムが正常な状態にあるか、

目視及び手で触って確認する。 

（２）ゴム輪を、ヒール部手前にして受口内にふくらみがないよう装着後、プラスチックハ

ンマでゴム輪を受口内面になじませるようたたく。

（３）接合時は、接合要領書に記載されている標準同付間隔にする。

（４）管挿入後、受口と挿し口とのすき間に薄板ゲージを挿し込み全周にわたりゴム輪が正しい位

置にあることを確認する。 

（５）切管を行う場合は、１種管を使用する。 

（６）切管の挿し口を用いて接合する場合は、専用の加工機を用いて溝切り加工を行い、溝

部に溝部ゴムを、挿し口端面にNS形防食ゴムを取り付けた後、切管用挿し口リングを取

り付け、管と挿し口リングの間に0.5㎜の隙間ゲージを挿入し、全周にわたり隙間ゲージ

が入らないことを確認する。 

また、挿し口に白線２本を接合要領書に記載されている位置・寸法により表示する。 

挿し口 ゴム輪 

受口 

ボルト 押輪 

ＮＳ形継手管接合状態図 
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（７）異形管の接合

ア 異形管の受口と直管の挿し口又は異形管の挿し口との接合

直管と同じ要領で接合する。

ただし、挿し口の先端は異形管の奥に当たるまで挿入する。

その後、薄板ゲージを用いてゴム輪の位置確認を行い、セットボルトを屈曲防止リ

ングが挿し口外面に当たるまで締付け、薄板ゲージが通らないことを確認する(図－

１)。 

イ 異形管の挿し口と直管の受口との接合

直管の受口奥部にライナ心出し用ゴムをロックリング心出し用ゴムと同じ要領でセ

ットし、そこにライナをセットする。この時、ライナが受口の奥に当たったこと、ま

っすぐに挿入されたことを確認し、直管と同じ要領で接合する。 

ただし、挿し口先端がライナに当たるまで挿入する。その後、薄板ゲージを用いて

ゴム輪の位置確認を行う (図－２) 。 

19.9.3 ＧＸ形継手管の接合 

（１）ＧＸ形継手管の接合については、「19.9.2 ＮＳ形継手管の接合」によるほか、次の規定に

よる。 

ア 接合時、表－１に示す標準胴付間隔にする。

図－３ ＧＸ形継手管接合状態 

(単位：mm) 

呼び径 
胴付間隔 

Ｙ 

75・100 45 

150～250 60 

350 74 

表－１ 標準胴付間隔 

図－１ 図－２ 

セットボルト ゴム輪 ロックリング 異形管受口 

ロックリング心出し用ゴム 

直管挿し口 屈曲防止リング 挿し口突部 ロックリング 

挿し口突部 ライナ 

直管受口 

ライナ心出し用ゴム 
ロックリング心出し用ゴム ゴム輪 

接合用突部 

異形管挿し口 

屈曲防止突部 

300 72
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イ 管挿入後、受口と挿し口の隙間にチェックゲージの厚さ２㎜ 側を差し込み、その入り込

み量（b）が表－２に示す合格範囲内であることを確認する。合格範囲外があった場合は、

厚さ 4㎜ 側を差し込み、再度測定する。（２㎜ のチェックゲージで合格範囲外でも４㎜ の

チェックゲージで合格範囲内であればよい。） 

ウ 厚さ２㎜、４㎜ のいずれかのチェックゲージを用いても、入り込み量（b）が、表－２

に示す合格範囲外の場合は、継手を解体して点検する。 

チェックゲージを用いたゴム輪の位置確認 

表－２ チェックゲージ入り込み量の合格範囲 

呼び径 75～250（2mm、4mm 共通） 

（単位：mm） 

呼び径 合格範囲 

75 ８ ～ 18 

100 ８ ～ 18 

150 11 ～ 21 

200 11 ～ 21 

250 11 ～ 21 

エ 切管を行う場合は、１種管を使用する。

オ 切管の挿し口端面にGX形防食キャップ取り付ける。

なお、キャップを取り付けると有効長が長く（７㎜）なるので、切断位置、異形管

等に接合する場合ののみ込み位置を白線で明示する際は注意する。 

カ 原則として、切管の挿し口を用いて直管受口に接合する場合はP-Linkを用いて行い、異

形管受口に接合する場合は、G-Linkを用いる。 

キ 直管と異形管とで使用するゴム輪の形状が異なるので、使用前に形状を確認する。

（２） P-Linkを用いる場合の接合

ア P-Link を使用する場合は、次に示すように P-Link を含めて１本の切管として使用するこ

と。そのため、管の切断長さは、切管有効長から P-Link の有効長（表－３参照）を差し引

いて決定すること。 

  なお、P-Linkは、異形管や継ぎ輪と接合することはできない。 

呼び径 300（2mm のみ） 

（単位：mm） 

呼び径 合格範囲 

300 14 ～ 24 
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P-Linkを用いた切管有効長

表－３ P-Linkの有効長  （単位：mm） 

イ P-Link にゴム輪を取り付ける前に、P-Link 端面から奥部までののみ込み量を測定し、の

み込み位置を切断した挿し口の外周全面（又は円周４か所）に白線で明示する。 

ウ P-Linkにゴム輪をセットし、切管挿し口を白線位置まで挿入後、ゴム輪の位置確認を行う。

厚さ 0.5 ㎜の隙間ゲージの入り込み量が、表－４に示す合格範囲内にあることを確認する。

合格範囲外であった場合は、厚さ２mmのチェックゲージを差し込み、再度ゴム輪の位置確認

を行う。（0.5 ㎜の隙間ゲージで合格範囲外でも、２㎜ のチェックゲージで合格範囲内であ

ればよい。ただし、いずれを用いても合格範囲外の場合は、解体して点検し、再度接合する

ときは、ゴム輪は新しいものと交換する。） 

表－４ ゲージ入り込み量の合格範囲 

（単位：mm） 

呼び径 合格範囲 

75 54～63 

100 57～66 

150 57～66 

200 63～72 

250 63～72 

300 70～80 

呼び径 P-Linkの有効長 P-Linkによる伸び量 y2 

75 180 17 

100 180 20 

150 210 23 

200 220 22 

250 220 23 

300 267 20 
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  （３）G-Linkを用いる場合の接合 

ア G-Linkを使用する場合は、異形管受口に接合する。

イ ロックリング及びストッパが、所定の受口溝に正常な状態にあるか目視及び手で触って確

認する。 

ウ G-Link及びゴム輪を挿し口にセットする前に、異形管受口端面から奥部までののみ込み量

を測定し、のみ込み位置を切断した挿し口の外周全面（又は円周４か所）に白線で明示する。 

エ 明示した白線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入されていることを確認したら、

ストッパを引き抜く。これによりロックリングが挿し口外面に抱きつき、継手が抜け出さな

いことを確認する。 

挿し口の挿入 

オ 受口とG-Linkの間隔が全周にわたって均一になるように注意しながらナットを締め付け、

G-Link の施工管理用突部と受口が接触するまで行う。締め付け完了後は、G-Link の施工管

理用突部と受口端面に隙間がないことを隙間ゲージ（厚さ0.5mm）で確認すること。 

締め付け完了の状態 

G-Linkの構造 
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カ 爪が管と接するまで、全数の押しボルトを均等に手で仮締めし、トルクレンチを用いて規

定の締め付けトルク100N･mで締め付けること。 

19.9.4 特殊押輪継手の接合 

  「19.9.1 メカニカル継手管の接合」によるとともに、押ボルトの締付けトルクは100

～120N・mまでとし、必ずトルクレンチにより確認する。 

なお、締付け完了後、Ｔ頭ボルトの締付け状況を点検し、取付箇所に必要に応じて防

食塗料を塗布する。 

19.9.5  フランジ継手の接合 

（１）フランジ接合面及びガスケット溝を清掃し、砂等の異物を取り除く。

（２）ガスケットは、移動が生じないよう接着材（シアノアクリレート系）を塗布し、固定す

る。 

（３）ボルトが片締めにならないよう全周にわたって標準締付けトルク又は規程隙間寸法の範

囲内に収まるよう均等に締め付けて水密性を図る。 

フランジＲＦ形 フランジＧＦ形

  （φ７５～φ３５０）    （φ７５～φ３５０） 

  （大平面座形） 

 ＲＦ形ガスケット     ＧＦ形ガスケット２号 

19.9.6 ハウジング継手（ビクトリック継手）の接合 

ゴムリングを管の両端にまたがるようにはめ込み、その上をハウジングにより保護し、

ボルトで締め付ける。 

ハウジング継手（ヴィクトリック継手） 
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フランジ用ボルトの種類

 呼 

 び 

 径 

 ボ 

 ル 

 ト 

 本 

 数 

 ボルト 

 の呼び 

ボ

ル

ト

本

数

ボルトの呼び ボ

ル

ト

本

数

  ボルト 

  の呼び  ＪＩＳ  Ｇ5527 

 7.5Ｋ 

メータ接続用

 ＪＩＳ 

 Ｂ2210 

 Ｂ2240 

  10Ｋ 

メカニカル

継手管

ＦＣＤ管 

 ＋ 

ＦＣＤ管 

ＦＣＤ管 

 ＋ 

ｿﾌﾄｼｰﾙ

 仕切弁 

 短  管 

 ＋ 

 補足管 

(伸縮式) 

 短  管 

 ＋ 

 補足管 

（旧ﾀｲﾌ゚ ) 

 短  管 

 ＋ 

メータ

 １５ 4   Ｍ12 

 ２０ 〃  〃 

 ２５ 〃   Ｍ16 

 ３２ 〃  〃 

 ４０ 〃  〃 

 ５０ 〃  〃 4  16×75  16×80 

 ６５ 〃  〃 

 ７５ 4  16×75  16×75  16×75  16×80 4 16×85 

 ８０ 8   Ｍ16 

 １００ 〃  〃 4  16×75  16×75  16×75  16×80 4 20×100 

 １２５ 〃   Ｍ20 

 １５０ 〃  〃 6  16×75  16×75  16×75  16×80 6 20×100 

 ２００ 12  〃 8  16×80  16×80  16×80  〃 〃 〃 

 ２５０ 〃   Ｍ22 〃  20×85  20×85  20×80  20×80 8 〃 

 ３００ 16  〃 10  〃  20×90  20×85  20×85 〃 〃 

 ３５０ 〃  〃 〃  22×95  22×95 10 〃 

 備  考 

 JIS青銅弁・ 

 ねずみ鋳鉄弁 

 水道用仕切弁・ 

 単管1号・2号 

六 角 ボ ル ト          Ｔ 形ボルト 

フ
ラ
ン
ジ
種
類
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 19.10 異種管の接合 

 材質等が異なる給水管の接合は、次による。 

 なお、本項でいう鋼管とは、ステンレス鋼管以外の鋼管を指す。 

（１）鉛管と銅管

はんだ接合による直付けとし、接合材は銅管用のものを使用する。

（２）鉛管とステンレス鋼管

ア はんだ接合

はんだ接合による直付けとし、接合用フラックス及びはんだは、ステンレス

鋼管用のものを使用する。 

イ ＳＬ継手による接合

③ ステンレス製めねじソケット 

 

（３）鉛管と鋼管

めねじ付ソケット バルソケ 

ビニル銅鉛管 

ユニオンシモク

ステンレス鋼管 鉛管 

ウ ステンレス製めねじ付ソケットによる接合

 

鉛管  ステンレス鋼鋼管  

ステンレス製

めねじ付ソケット  

ソケット

ステンレス

鋼鋼管 
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（４）鉛管と硬質塩化ビニル管

（５）銅管とステンレス鋼管

ア はんだ式継手による接合

イ プレス式継手による接合

ウ 圧縮式継手による接合

（６）銅管と鋼管

（７）銅管と硬質塩化ビニル管

4-198



（８）ステンレス鋼管と鋼管

金属電位差による腐食を防止するため、次の継手を使用し接合する。

ア はんだ式継手による接合

 鋼管と接合する際には青銅鋳物製継手を使用し接合する。 

イ プレス式継手による接合

ウ 圧縮式継手による接合

（９） ステンレス鋼管と硬質塩化ビニル管

ア はんだ式継手による接合

イ プレス式継手による接合

（ア）
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ウ 圧縮式継手による接合

エ ＳＶ継手による接合

 

(10) 鋼管と硬質塩化ビニル管

(11) 鋳鉄管と鉛管

ア メカニルカル継手による接合

   （受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

 バルソケ 

硬質塩化ビニル管  ステンレス鋼鋼管

ステンレス製めねじ付ソケット ビニルバルブソケット  

オ ステンレス製めねじ付ソケットによる接合

（イ）
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イ タイトン継手による接合

（受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

(12) 鋳鉄管と銅管

ア メカニカル継手による接合

（受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

イ タイトン継手による接合

（受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

(13) 鋳鉄管と鋼管

ア メカニカル継手による接合

（受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

（ア）
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  （受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

イ タイトン継手による接合

（受口の場合）  （挿し口又は切口の場合） 

(14) 鋳鉄管と硬質塩化ビニル管

ア ＶＣドレッサー形ジョイントによる接合

イ ＶＣソケットによる場合

（イ）
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 19.11 接合上の注意 

  19.11.1  接合用材料 

 接合用材料は、次表の使用上の注意に留意し、目的に適したものを使用する。 

接合用材料 使  用  上  の  注  意 

 ねじ接合用シールテ 
 ープ及びシール剤 

  １  シールテープは、日本工業規格品（JIS K 6885「シー

ル用四ふっ化エチレン樹脂未焼成テープ」）等を使用す

る。 

  ２  シール剤は、日本水道協会規格（JWWA K 146「水道  

    用液状シール剤」）等を使用する。 

  ３  水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の管端面防食      

    処理には、防食用コアを使用する。 

ビニル管用接着剤 
 日本水道協会規格品（JWWA S 101「水道用硬質塩化ビニル 

 管の接着剤」）等を使用する。 

は ん だ 類 
鉛管、銅管及びステンレス鋼管の接合用はんだ類は、各 

管種専用のものを使用する。 

 鋳鉄管用及びビニル 
 管用滑剤  各管の継手専用の滑剤を使用する。 

パッキン、ゴム輪 
 用途に適合した形状、寸法及び水質に悪影響のないものを

使用する。 

 19.11.2 ボルト・ナットの締付等 

（１） 継手、器具等の種類によって使用するボルトの形状寸法が異なっているので、 

 定められたものを使用する。 

（２） ゴム輪及びパッキンの必要箇所にそれぞれの口径に応じたゴム輪、パッキン

を差し入れたのちに、ボルト穴がずれないように合わせる。

（３） セットしたボルト、ナットをスパナ又はラチェットスパナ等で固く締め付け

るが、その際、ナットの締付けは、まず上下のナット、次に左右のナットとい

う順序でほぼ対象の位置にあるナットを交互かつ均等に締め付ける。

（４） ゴム輪が緊密に締らないときは、無理に締め付けないで、一度取り外した

のち、十分清掃してからやり直す。 
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２０  土工事 

 20.1  配水小管埋設深度２．０ｍ以上の標準掘削面積 

    20.1.1   給水管口径５０㎜以下 

（１） 配水小管から給水管を取り出す場合

配水小管７５～３５０㎜まで

（２）撤去工事の場合 

ア 分水栓止水板による撤去

1本撤去 2本撤去 3本撤去 

4本撤去 5本撤去 

イ サドル分水栓用プラグ又はステンレス製サドル付分水栓用プラグ・栓・フランジ止水

    板による撤去 

50㎜以下 75㎜以上 

0.5 0.5 

1.8 

0.5 0.5 

2.1 

0.5 0.5 

1.5 

1.5 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

2.4 

0.5 0.5 

2.7 

1.5 

0.5 0.7 

1.5 

0.5 1.0 
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（３）取り出し工事と同一小穴で撤去する場合（配水小管７５～３５０㎜共通） 

ア 分水栓1本又はサドル分水栓用プラグ又はステンレス製サドル付分水栓用プラグ及

   びフランジ止水板による撤去 

イ 分水栓２本以上の場合は、撤去１本につき管軸方向に０．３ｍ広げる。

（４）給水管を堀り上げ撤去する場合 

ア 分水栓止水板による撤去

1本撤去 2本撤去 

3本撤去 4本撤去 

5本撤去 

イ サドル分水栓用プラグ又はステンレ

ス製サドル付分水栓用プラグ及びフラ

ンジ止水板による撤去

0.5 0.5 

1.5 

Ｌ 1.0 

0.6 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 1.5 

Ｌ 

0.6 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 1.8 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 2.4 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 2.1 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 1.5 

0.5 0.5 

撤去部 布設部 2.7 
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     20.1.2  給水管口径７５mm以上 

    （１）割Ｔ字管による取出し（参考） 

配水小管100㎜(給水管75mm) 配水小管150～250mm(給水管75㎜) 

  配水小管300㎜(給水管75mm)   配水小管350㎜(給水管75mm) 

配水小管150～250㎜(給水管100mm) 配水小管300mm(給水管100mm) 

配水小管350mm(給水管100mm) 配水小管200･250mm(給水管150mm) 

  配水小管300㎜(給水管150mm) 配水小管350㎜(給水管150mm) 

1.21.21.21.15

0.3 

0.25 

0.65 0.45 
Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.2 

0.3 

0.3 

Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.2 

0.3 

0.3 

0.85 0.55 Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.4 

0.3 

0.3 

0.95 0.55 Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.25 

0.2 

0.25 

0.95 0.55 Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.4 

0.4 

0.4 

0.85 0.55 Ｌ 0.6 0.6 0.6 

1.25 

0.2 

0.25 

0.9 0.5 Ｌ 

1.2 

0.6 0.5 

1.2 

0.6 0.5 

1.2 

0.6 0.5 

1.2 

0.3 

0.3 

0.8 0.5 Ｌ 

1.2 1.2 1.2 1.4 

0.4 

0.4 

0.75 0.55 Ｌ 

0.7 0.5 

***

**

  
1.2 

0.3 

0.3 

0.75 0.55 Ｌ 
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  （２）栓及びフランジ止水板による撤去 

  （３）耐震形割Ｔ字管による撤去（参考） 

給水管７５～１５０mm 

1.0 

0.3 0.7 

1.0 

0.3 1.0 
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  20.2  配水小管埋設深度2.0ｍ未満の標準掘削面積 

20.2.1 給水管口径５０㎜以下 

（１）配水小管から給水管を取り出す場合 

ア サドル分水栓又はステンレス製サドル付分水栓による取り出し

配水小管２００㎜まで

配水小管２５０ｍｍ以上 

（２）既設給水管からの取り出し 

 （３）既設給水管からの取り出し（断水２箇所） 

0.6 

0.4 0.4 1.0 Ｌ 

0.6 

0.6 

0.3 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.3 0.3 

Ｌ 

0.6 

0.3 Ｌ 0.3 

0.3 

0.3 
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（４）撤去工事の場合 

ア 分水栓止水板による撤去

イ サドル分水栓用プラグ又はステンレス製サドル付分水栓用プラグ・栓・フランジ

 止水板による撤去 

５０㎜以下 ７５㎜以上 

ウ 取り出し工事と同じ穴で撤去する場合は、撤去１本につき管軸方向に0.3ｍ広げる。

エ 給水管からの分岐部撤去は、分水栓の1本撤去と同一面積とする。

なお、断水２箇所の分岐部撤去は、分水栓の２本撤去と同一面積とする。

2 本撤去 

honn

3 本撤去 

honn
0.4 0.4 

0.9 

1本撤去 

honn

4 本撤去 

honn0.4 0.4

1.8 

5 本撤去 

honn0.4 0.4 

2.1 

0.4 0.4 

1.2 

0.4 0.4 

1.5 

0.3 0.6 

0.8 

0.3 0.7 

1.0 
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 （５）給水管を堀り上げ撤去する場合 

ア 分水栓止水板による撤去

1本撤去 2本撤去 

3本撤去 4本撤去 

5本撤去 

イ サドル分水栓用プラグ又はステンレス製サドル付分水栓用プラグ及びフランジ止水

   板による撤去 

 20.2.2  給水管口径７５㎜以上 

    「20.1配水小管埋設深度2.0ｍ以上の標準掘削面積」と同様の標準掘削寸法で施工する。 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 0.6 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 0.9 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 1.5 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 0.6 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 1.8 

0.3 0.3 

撤去部 布設部 1.2 
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20.3  浅層埋設による標準掘削面積 

  20.3.1  給水管口径５０㎜以下 

 （１）配水小管（標準深度）と給水管の布設位置の差が０．２ｍ以上の場合 

ア 新設工事

配水小管２００㎜まで

   配水小管２５０㎜以上 

イ 改造工事で同一穴撤去となるもの

配水小管２００㎜まで

   配水小管２５０㎜以上 

 （２）分岐部分の高さが道路の支障となる場合 

ア 新設工事

配水小管２００㎜まで

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.3 0.6 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.4 0.7 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.3 0.3 

0.3 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.４ 0.４ 

0.3 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.3 0７ 
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 配水小管２５０㎜以上 

イ 改造工事で同一穴撤去となるもの

配水小管２００㎜まで

    配水小管２５０㎜以上 

（分岐部分の高さが道路の支障となる場合の掘削断面図） 

 20.3.2  給水管口径７５㎜以上 

   口径７５㎜以上の給水管の取り出しは、配水小管の位置により配管状態が異なるため、そ 

 の都度配管を検討して、掘削面積を決定する。 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.4 0.8 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.3 0.4 

0.3 

0.3 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.4 0.4 

0.3 

0.4 

0.6 

1.0 Ｌ 

0.6 

0.4 0.4 

0.3 

0.4 

4-212



20.4  掘削幅員及び深度 

 20.4.1 配管工事に伴う掘削幅員 

給水管口径 
掘削幅員 

道路 宅地 

１３ ～ ５０㎜ ６０cm ３０cm 

７５～１５０㎜ ６０cm ６０cm 

２００～３５０㎜ ７０cm ７０cm 

 注）上記以外の幅員を必要とする場合は、１０㎝を単位として広げる。 

なお、コンクリート平板舗装は、平板２枚を掘削幅員の最小限とし、１枚を１単位 

として広げる。 

 20.4.2 掘削深さ 

 障害物があるなど、やむを得ない場合を除き次により掘削する。 

(１)分岐部

サドル分水栓等の取付けを考慮し、配水小管の下端から0.2ｍ（割Ｔ字管による分
岐の場合は0.4ｍ）下げて掘削する。

（２）布設部

「13.3  給水管の埋設深さ」に規定する深さを保持するため、表の基準に給水管

の外径を考慮して掘削する。 

20.5  掘削工事 

 20.5.1 掘削工 

（１）事前調査

ア 掘削に当たっては、設計図等に基づき掘削位置の確認を行い、他の埋設管等が

掘削現場にあるかないか確認をする。

イ 道路管理者及び所管警察署の許可条件を再確認し、保安設備等これに必要な工

器具にもれのないことを確認する。 

（２）掘削

ア 保安さく、夜間工事用表示や照明は、現場の状況に応じて交通及び作業上の安

  全が十分確保できるよう設置する。 

イ 舗装切断をする場合は、あらかじめ設計図に基づき路面にスプレー等で切断面

  を表示する。 

ウ 舗装切断は、舗装種別により、カッター切断深さが異なるので、施工前に十分

  確認する。 

エ 舗装切断は、カッター等を使用して、表層・基層まで完全に行い直線に施工す

る。 

なお、冷却用の処理水について適切な措置を講じる。 

オ 舗装を取り壊す場合、周囲の舗装に影響を及ぼさないよう慎重に施工する。

カ 掘削中は、舗装材や土砂などが飛び散らないよう注意する。

キ 掘削深さ及び堀削幅員を厳守する。
・・・

ク えぐり掘りは行わない。

また、掘削床面は、平担に仕上げ、転石、凹凸等のないようにする。

ケ 掘削をする場合は、施工区域全般にわたる地上及び地下の施設物に十分注意し

ながら行う。 

また、路盤より下層部を機械掘削により施工する場合は、刃先を確認する者を
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配置し、先掘りを行いながら慎重に掘削する。 

コ 地下水などの湧水のある所では、適切な方法により排水し、危険防止措置を講

じる。 

 20.5.2 土留工 

  土被りの深いものあるいは軟弱地盤等の危険箇所の掘削は土留工事を施す。 

（１）土留は原則として、矢板土留による。

（２）湧水等により土留基礎が不安定の場合は、土留基礎の周囲に土のう、麻袋等によ

り仮締めを行い、土留を強固にする。 

（３）くい、矢板等を打ち込む場合は、地下埋設物等を十分調査し、安全な位置に打ち

込む。

（４）土留が施してある間は、常時点検を行い事故防止に努める。

（５）くい、矢板等を引き抜く場合は、埋設物に影響を与えないように注意し、引き抜

き跡の空げきには、砂等を完全に充てんする。

（６）切りばりの取付位置等は、以下に示す標準図を参考とし、切りばりは矢板に対し

て直角に取り付ける。 

・切りばりの取付け位置

ア 掘削深さ１.５ｍ以下、掘削幅２.０ｍ以内に適用

イ 掘削深さ１.５ｍを超え２.５以下に適用

・矢 板 間 隔(ａ)

型 式 0 型 Ⅰ 型 

ａ 1.5ｍ 1.0ｍ 

土留標準図 

１ .5ｍ 

0.3ｍ 

1.2ｍ 
腹起し 

切りばり 

矢板 

０．３ｍ 

１．２ｍ 

０．９ｍ 

２．４ｍ 

切りばり 腹起し 

ａ ａ 

軽量鋼矢板 

木矢板 
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 20.5.3  覆工 

道路を掘削し、中途で作業を翌日に持ち越す場合や片側通行を確保する場合は、覆工

を行う。 

（１）覆工板は、通行する車両を考慮して、その重量に十分耐える強度のものを使用する。 

（２）覆工板は、表面に十分なすべり止めを施した鉄製等のものを使用する。 

特に、交差点及び横断歩道前部から３０ｍ以内の部分、曲り角並びにこう配の急な坂

道に使用する覆工板は、雨天時在来路面と同程度の摩擦係数を有するすべり止めの措置

を講じる。 

（３）覆工板と在来路面の取付け部は、段差又はすき間を生じないようアスファルト合材を

円滑にすり付け、特に覆工板は、ばたつき及びずれのないよう完全に取り付け常時巡回、

点検して交通の安全に努める。 

やむを得ず段差が生じる場合は、「すり付け舗装」の措置を十分に行い「段差あり」

等標示板を設置する。 

20.6  コンクリート擁壁抜工事

（１）擁壁の安定性を阻害させることのないよう、十分注意して行う。

（２）擁壁内に管を通す場合は、防護管を設置する。

20.7  敷石起し工事 

  配管工事等に当たり、宅地内配管位置に敷いてある石塊を移動する工事の場合は、敷石

の取扱いは慎重に行う。 

20.8  コンクリートこわし工事

  宅地内のコンクリート叩き部分を掘削する場合は、他の建築物等に影響を与えないよう

十分注意する。 

20.9  下水抜工事 

（１）掘り抜き穴は、えぐり掘りにならないように掘り抜く。

（２）掘り抜き穴は、管の挿入に支障のない大きさとし、過大とならないように掘り抜く。 

（３）他の構築物（Ｕ型溝、Ｌ型溝等）に支障を与えないように施工する。

20.10  発生土処理  

（１）掘削残土は、歩行者、通行車両等に迷惑をかけることのないよう根囲いを十分に行う 

とともに、早期に処理する。 

（２）運搬に当たっては、荷台にシートを被せる等、残土をまき散らさないよう措置する。 

20.11  埋戻し工事 

（１）埋戻し

ア 事前に配管及び接合の状況、バルブの開閉が確実に行われているか確認する。

イ 公道内の埋戻し材料は、原則として改良土又はしゃ断層用砂を使用する。

ただし、道路管理者の指示等により、埋戻し用砂又は良質土を再使用して埋戻すこ

とができる場合は、下図による。 
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ウ 埋戻し箇所に湧水又は滞水等がある場合には、施工前に排水を行う。

エ 埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、厚さ20㎝ごとにランマー等によ

り十分な締固めを行う。なお、管等埋設物の周囲とその上端10㎝までは、その保護等

を考慮し、突き棒や電動式振動固め機械等を併用して締固めをおこなうこと。 

オ 施工に当たっては、適切な含水比の状態で行う。

カ 配水小管、給水管の上部30㎝の位置に管に沿って明示シートを敷設する。（下記
の「21.1道路埋設管の明示」を参照）

キ 交通量の多い路線や雨天の日に施工した現場は、埋戻し後、随時点検し不陸、落込

 み等の事故防止に努める。 

20.12  復旧工事 

（１）道路の復旧は、道路管理者から指示された方法により行う。

(２）復旧終了後は、十分清掃するとともに、道路管理者に引継ぐまでは随時現場を見回

り、異状のないことを確認する。

２１  給水管に対する明示措置  

21.1  道路埋設管の明示 

道路を掘削する各種工事に伴い、各企業施設の損傷やこれに関連して発生する事故等を

防止するため、昭和46年 3月29日付建設省令第６号及び昭和51年11月12日付東国管第362

号により、道路内の埋設物を管理者別に明示することになっている。これに基づき、給水

装置工事においても、次のとおり明示する。

0.1 ｍ しゃ断層用砂又

は改良土 
・ 

埋戻し用砂又は良質土 

他企業の明示区分（参考）

各企業の明示区分 

企    業 
明 示 区 分 

（地 色） 

下    水 茶 

電    話 赤 

電    気 ダイダイ 

ガ    ス 緑 
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 地色（青） 

 １５０㎜ 

 文字（白） 

ウ 標示方法

（ア）給水管の管面上部３０㎝の位置に明示シートを布設する。

水 道 管 注 意 
 ◎ 
この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。

３０cm 

給水管 

明示シート 

（イ）配水小管において、既に当該箇所に明示シートが布設されている場合

は、これを再使用する。

明示シート 

配水小管（原則、再使用） 

給水管の場合（道路オフセット分） 

(１)明示シートの標示

対象工事

配水小管から分岐する工事

シートの色、形状等
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21.2  分岐番号標の取付 

給水管の取り出し箇所には、当該給水装置の水道番号を明示した分岐番号標を取り付け 

    る。 

（１）分岐番号標

ア 分岐番号は、当該給水装置の水道番号とし、テープライターで刻印する。

イ 分岐番号標は、テープライター専用の塩化ビニル製テープ及び塩化ビニル被覆銅

線を使用し、形状寸法等は次による。

（ア）分岐番号標

（イ）塩化ビニル被覆銅線

銅線は複線になっているので、裂いて単線にして使用する。

線の外径 : φ2.0㎜

 長    さ : 約25㎝ 

 （ウ）分岐番号標の一方に、パンチで等で穴を開け、塩化ビニル被覆銅線を結び付ける。 

(２)分岐番号標の取付位置

分岐番号標は、防食処理を施したのち、次の位置に取り付ける。

ア サドル付分水栓

サドル付分水栓に近接したステンレス鋼管に取り付ける。

イ 耐震形割Ｔ字管

防食処理後、割Ｔ字管（止水弁、バンド部等）に取り付ける。

ウ 二受Ｔ字管

防食処理後、給水管側の受口の周辺に取り付ける。

（３）その他注意事項

ア 分岐番号標の取り付けに当たっては、埋戻し、堀り越し等の際にも、容易に取れ

 ないよう確実に結びつける。 

イ 改造工事等の場合は、既設分岐番号標を再使用することができる。

１ ２ ３ ４ ５

折り曲げ線（山折） 
塩化ビニル製テープ 

１２mm 

５５mm 

テープの色は赤色又は橙色 

分岐番号標 塩化ビニル被覆銅線 表側 
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２２  耐圧試験 

給水装置工事が完了したときは、テストポンプによって水圧をかけ、漏水のないことを確

認する。 

なお、テストポンプには手動式と動力式とがあるが、ここでは一般的に使用されている手

動式テストポンプによる耐圧試験方法について述べる。 

（１）配水管の分岐部から第一止水栓までの装置

ア ステンレス製サドル付分水栓の弁を閉め、仕切弁Ａ又はＢの口径に適合したアダプタ

を用意する。 

イ 仕切弁Ａ又はＢにアダプタを取り付け、テストポンプに連結する。

ウ テストポンプ取り付け後、仕切弁を開けて給水管内及びテストポンプの水槽内に充水

する。 

エ 充水の際、管内の空気を排除する。

オ 空気が完全に抜けたら、バルブを閉め、ポンプで加圧していく。

カ 水圧が0.75MPaに達したら、テストポンプのバルブを閉め１分間以上その状態を保持

する。 

キ この間、被耐圧区間の配管状況を点検し、漏水のないことを確認する。

漏水のないことが確認できたときは、テストポンプのバルブを開け、圧力を下げてか

らテストポンプを取り外す。 

ク 試験終了後、ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓のボール弁を開ける。 

給水装置の耐圧試験は、一般的に1.75MPaの水圧を加えて行うこととしている。 

しかし、ステンレス製サドル付分水栓又はサドル付分水栓の規格では、構造上、弁座

漏れ試験を0.75MPa(7.5㎏f/ｃｍ２) としていることから、弁座の機能を損なわないよう

0.75MPaの圧力で行うものである。 

図－１  テストポンプ取付状態 

4-219



（２）第一止水栓より下流側の装置

ア 口径に適合したアダプタをメータソケット又はフランジに取り付け、テストポンプに

連結する。 

イ テストポンプを取り付けた後、給水装置内及びテストポンプの水槽内に充水する。

ウ 充水しながら、給水栓等をわずかに開いて給水装置内の空気を抜く。

エ 空気が完全に抜けたら、給水栓等を閉める。

オ ボールタップや湯沸器など1.75MPaの圧力に達するまでに、止水部が開いたり、安全

装置が働いたりするものがあるときは、その手前の止水栓を閉める。 

カ 加圧を行い水圧が1.75MPaに達したら、テストポンプのバルブを閉めて１分間以上そ

の状態を保持する。 

なお、受水タンク以下装置を給水装置に切り替える場合の試験水圧は0.75MPaとする。 

キ 試験終了後は、適宜、水栓を開いて圧力を下げてからテストポンプを取り外す。

図－２  テストポンプ取付状態 
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２３  通水確認及びお客さま識別票の取付け 

メータの誤取付、給水管の誤配管等を防止するため、次により通水確認及びお客さま識別標(以

下「識別標」という。)の取付けを行う。 

（１）通水確認 

市提出用に作成した工事完成図と部屋番号及びメータ取付け位置について誤りがない 

か確認し、全数について通水確認を行う。 

（２）識別標の取付け 

通水確認したメータの上流側に、次により識別標を取付ける。 

ア 入手方法

識別標及び結束バンドは「指定給水装置工事事業者工事検査申込書」の提出時又は

「受水タンク以下装置メータ設置(新設)総合完成図」の提出時に市から支給される。 

イ 表示内容

識別標には、部屋番号及び水道番号を表示する。

（ア）DYMO（ダイモ）にてラベルを作成
（イ）手書きの場合は、速乾性の油性インキで記入する。

ウ 識別標の取付方法

結束バンドにより所定の位置に取付ける。

（ア）メータます内設置の場合 

メータます内の給水管の取付けやすい位置に取付ける。ただし、仕切弁のハンドル部

分を除く。 

（イ）パイプシャフト内設置の場合 

メータ上流側のメータ接続部より１０～１５㎝程度上流側の給水管体部の容易に確

認できる位置に取付ける。 

 

 

 

図－２ 識別標取付例（パイプシャフト内設置の場合） 図－１ 識別標取付例（メータます内設置の場合） 

タ室

床面

識別標 

識別標 

識 別

標

メータ 

メータます

メータます

識別標

票

識別標 

ー

タ

室

床

面

4-221



２４  設計図及び完成図の作成方法 

給水装置の設計図及び完成図は、次により作成する。 

（１）記載事項

ア 敷地及び建物の輪かく

敷地境界線は縮尺にてすべて記載する（敷地が広く、配管図と併せて敷地全体

を記載することが困難な場合は、敷地のみを別の縮尺で記載する。）。 

建物の間取りは、水栓設置箇所及び配管に関連する箇所を記載する。 

なお、図面を複写した際、建物と配管図を容易に識別できるよう、建物の輪かく

を太線で表示する。 

イ 道路の形態及び道路の幅員（Ｕ字溝、Ｌ字溝がある場合はその幅も含む。）。

また、  Ｕ字溝、Ｌ字溝の幅員も記載する。

なお、幅員の測定区分は下図のとおりである。

ウ 道路舗装種別

エ 公私道の区別及び歩車道の区別

オ 工事周辺地区の地番

カ 被分岐管の管種及び口径

キ 当該給水装置の配管図

ク 分岐箇所及び第一仕切弁設置位置を示すオフセット

ケ その他工事施工上必要とする事項（障害物の表示等）

なお、キ及びクを除く事項は、青色又は黒色で記載する。 

道路幅員 

宅地 道路 

図－１（Ｌ字溝） 

道路幅員 

宅地 道路 

図－２（Ｕ字溝） 

図－３ 

歩道 
宅地 

車道 

歩道幅員 車道幅員 
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（２）製図記号等 

ア 図面は、表－１から３を用いて、平面・立面図で図示する。ただし、撤去する部

分については、立面図を省略してもよい。 

イ 製図記号によって使用材料が明らかにできない場合は、その名称を付記する。

ウ 給水管の呼び径と接続器具との呼び径が異なる場合は、器具の呼び径を記入する。 

エ 自己認証品を使用する場合は、その該当箇所を図示する。

（３）配管図 

ア 色分け

次のとおり色分けして、記載する。

品 名 色分け 

 新設・既設給水管 

（図中のお客さま番号、水道番号、オフセットを含む） 
赤   色 

 配水管・撤去給水管 

（図中のお客さま番号、水道番号、オフセットを含む） 
青色又は黒色 

 給湯配管 紫   色 

※ただし、設計図については一色表示でもよい。

イ 呼び径、管種等の記載

（ア）平面図の間取りは黒色で記載のうえ、縮尺で作図することとし、寸法の記載を省

略することができる。 

ただし、支分取り出し等で分岐位置を明確にする必要がある場合はすべて記載す

る。 

なお、立面図は縮尺での作図は不要とする。 

（イ）平面図のメータ表示記号には、メータの呼び径を付記する。

また、 集合住宅等に複数のメータを設置する場合は、お客さま番号又は水道番号、

部屋番号も付記する。 

なお、部屋番号は黒色で記載する。 

（ウ）平面・立面図とも、給水管及び給湯管について、それぞれ一口径、一管種に限り

省略することができる。この場合、省略した口径、管種を図面余白部分に凡例表示

する。 

（エ）平面・立面図とも、口径、管種を図示する場合、ひっかけ線に替えて、管直近に

引出線を用いて図示することができる。 

（オ）口径、管種を変更する場合は、平面・立面図に「25（3）ウ 給水装置の表示記

号」を用いて表す。 

（カ）器具ユニット部については、給水装置表示記号を用いて表すことができる。

ウ 給水装置の表示記号

表－１から３の給水装置表示記号を用いて表す。

（注１）段落し箇所で、チーズ継手を用いて段落しする箇所は、段落し記号は省略

　する。
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（注２）管種記号で、段落し後に管種変更となる箇所は、段落し記号を記載し、管

種変更記号は省略する。 

（４）縮尺等 

ア 平面図は縮尺１／５０～１／６００の範囲で統一し、図面に縮尺を記載する。

イ 立面図は縮尺に関係なく、概ね３０又は４５°の角度を用いて、判りやすく表す。 

（５）方位 

原則として、北の方向を上にして作図するが、北の方向を上にして作図できない場合

は、方位を記載する。 

（６）表示単位 

道路の幅員及び給水管の布設延長等はｍ（メートル）で表し（小数点第２位を四捨五入

して、小数点第１位単位で表示）、管及びメータの呼び径は㎜（ミリメートル）、既設の亜

鉛めっき鋼管はＢ（インチ）で表す。 

（７）オフセットの記入方法 

ア 分岐箇所及び第一仕切弁の設置位置は、道路角、消火栓、制水弁、公私境界線、隣

地境界線等から２点以上のオフセットを記載する。 

また、第一仕切弁を道路に設置する場合は、宅地内に設置する仕切弁（道路以外

の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの）についてもオフセットを記載する

こと。 

なお、分岐箇所は道路角からのオフセットを必ず１点以上測定し、分岐箇所を挟ん

だ両側より２点以上のオフセットを測定する。 

イ 配水小管の位置は、給水管を引き込む側の公私境界線から測定する。

なお、Ｕ字溝、Ｌ字溝がある場合は、その幅員とそこから配水小管までを測定する。

ウ 測定距離が長距離に及ぶ場合は、測定誤差を防止するため、隣地境界線などから中

間オフセットを測定する。 

（８）図示範囲等 

ア 同時施工する連合給水管の図面は、一枚の図面にまとめて作図することができる。 

この際、平面図の各部屋（各戸）にお客さま番号又は水道番号、部屋番号を記載す

る。（部屋番号は黒色で記載する。） 

なお、新設工事の場合は、お客さま番号取得後、付番順序について市の担当者に確

認する。 

イ 集合住宅等の、メータ先の配管形態が同一の連合給水管については、一戸の詳細図

を記載し、他の装置についてはメータまでの記載とし、以下は省略することができる。 

なお、平面図の各部屋（各戸）に「以下○○室と同じ」と記載する。 

ウ 撤去工事（改造工事の異路線撤去部及び支分栓撤去部を含む。）の場合は、分岐箇

所からメータまで（受水タンクや増圧ポンプを設置していた場合はその部分まで）を

記載する。 

エ 給水栓を増設する場合、当該装置の既設部分はメータから下流側を記載する。

オ 給水管からの支分工事の場合は、幹栓の図面(分岐部からメータまで)を記載する。 

カ 他人の装置を譲り受けて使用する場合や共有管扱いなどの場合は、図面の引っかけ

線又は引出線により「○○号より譲り受」あるいは「この間共有管」などと図示する。 
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キ 配管の一部を取替え、既設管に接続する場合は、撤去管をすべて記載すること。

また、接続先の既設部分については省略可とし、「以下、既設管に接続」と記載

し、既設のメータ件数及びお客さま番号又は水道番号を記入すること。 

ク 同一敷地内に複数の引き込みがある場合は、平面図上にすべて記載すること。

なお、工事申込みする当該装置以外の給水管は、破線でメータまで記載し、お客さ
ま番号を付記する。 

ケ 特例直圧給水方式により増圧給水設備の設置を留保する場合は、増圧給水設備

の設置スペースを記載すること。 

（９）給水管寸法の記載方法 

ア 鋳鉄管

（ア）直管部の実使用延長と異形管の有効長（表－３、４を参照）で記載する（図－７

参照）。 

なお、表－３、４に記載のない配管材料を使用する場合は、日本ダクタイル鉄管

協会等に有効長を確認する。 

（イ）（ア）とは別に、直管部の実使用延長に異形管の有効長（表－３、４）を合算し、

小数点以下第２位を四捨五入して、小数点第１位単位で記載する（図－７参照）。 

なお、仕切弁及びメータはその中心で、片落管は小口径接続口で区切って延長と

する。 

イ 前項以外の給水管

給水管の実使用延長又は有効長の小数点以下第２位を四捨五入して、小数点第１位

単位（0.1ｍ単位）で記載する（図－５参照）｡ 

(10)作成部数

(11)設計図は１部、完成図は２部作成する。

なお、完成図のはり合わせ及び縮小はできないものとする。

(12)市へ提出した設計図どおりに工事を施行したもので、そのまま完成図として流用す

る場合、流用する完成図には、工事検査手続時に「25(13) 標題」を図面余白に記載

する。

（11）用紙

再生紙と同等以上（白色度70％以上、紙厚0.08～0.1mm程度）のものとする。

（12）筆記用具等 

設計図については、ペン書き、鉛筆書き、プリンタ出力したもの又は複写図等でよいが、

完成図については、原則としてインクペンを使用し、プリンタ出力したものも可とする。 

（13）標題 

ア 完成図の提出の際、図面の余白に次により所要事項を記入する。
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（ア）直結装置の場合（増圧方式や特例直圧給水等で子メータを設置しないものを含む） 

給水装置 ○ ○ 完成図(※3) 

水 道 所 在 地

お 客 さ ま 番 号(※1) ○○○○○○

指定給水装置工事事業者 （所在地、名称を記入） 

完   成  年   月   日 令和○○年○○月○○日 

（イ）増圧給水設備以下等直結方式で子メータの設置を伴う場合(※2) 

給水装置 ○ ○ 兼増圧給水設備以下メータ設置 ○ ○ 総合完成図(※3) 

水 道 所 在 地

お 客 さ ま 番 号(※1) 

増圧給水設備以下のお客さま番号 

 (計○○件） 

指定給水装置工事事業者 （所在地、名称を記入） 

完   成  年   月   日 令和○○年○○月○○日 

（ウ）受水タンク以下装置で子メータの設置を伴う場合 

受水タンク以下装置メータ設置 ○ ○ 総合完成図(※3) 

受水タンク以下装置所在地 

給水装置のお客さま番号 

  受水タンク以下装置 

のお客さま番号 
 (計○○件） 

指定給水装置工事事業者 （所在地、名称を記入） 

完   成  年   月   日 令和○○年○○月○○日 

※1 新設、改造したお客さま番号を全て記入する。

※2 特例直圧給水又は三階までの例外で子メータを設置する場合は、標題(ｲ)の「増圧給水

設備以下」の字句をそれぞれ「特例直圧給水」、「三階までの例外」に換えて記載する。

※3 新設、改造、撤去の工事種別を記入する。
なお、お客様番号ごとに工事種別が異なるなどにより、複数の工事種別が該当する場合

は、工事種別を併記する。
　（例）給水装置新設・改造完成図

イ 図面の折り方、標題の位置は任意とするが、折りたたみ後、標題が表側に出るように

する。 

～

～

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○
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（14）道路掘削図及び道路復旧予定図 

指定給水装置工事事業者が給水管取付・撤去工事を施行する場合は、給水装置設計図の

ほか、道路部の給水装置工事に必要な道路掘削図（平面図・断面図）及び道路復旧予定図

（詳細平面図・復旧構造図）を提出する。 

また、当該工事予定路線に井戸等導水管が併設されている場合は、誤接続の防止を図る

ため、次により必ず当該水管等の管名称、オフセット、口径及び管種を記載する。 

管 種 表示記号 色分け 

 導水管 

（図中の管名称、オフセット、口径、管種を含む） 
青 色 
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種類 種類

消火栓

水道用仕切弁
（75㎜以上）※GX型

波状ステンレス鋼管を
使用した場合の配管
（立面図）

簡易排水栓

単式逆止弁

複式逆止弁

減圧式逆流防止器

その他の弁類

ｽﾃﾝﾚｽ製ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ＄○○CSSP
（管種、口径の先頭に「＄」を記載）

仕切弁A・B、止水栓類（50
㎜以下：ボール止水栓）

仕切弁A・B、止水栓類
（50㎜以下）

新設管（給水管）

　〃　（給湯管）

配水小管

管

類

エルボ及びベンダーに
よる曲げ配管
（公私境界部等での

エルボ返し配管）

鉛管

ACP

ねずみ鋳鉄管 FC

石綿セメント管

（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管K形
継手）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

エルボ及びベンダーによ
る曲げ配管
（標準掘削幅以内であって、
その掘削状態が直線的な場
合の管路変更）

（外面一次防錆）
VLP-A

〃

（外面亜鉛めっき）

〃

（外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆）

フランジ付硬質塩化ビニ
ルライニング鋼管

亜鉛めっき鋼管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

（外面一次防錆）

フレキシブル継手

耐熱性硬質塩化ビニルラ
イニング鋼管

耐熱性硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管

　〃

（外面亜鉛めっき）

　〃

（外面被覆）

ポリエチレンライニング
鋼管

管

類
硬質塩化ビニル管

耐衝撃性
硬質塩化ビニル管

銅管（非被覆銅管）

ポリブデン管

銅管（被覆銅管）

　被覆材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

　　被覆材：塩化ﾋﾞﾆﾙ

架橋ポリエチレン管

PBTW

F  T

SGP-HV

HVP

PBP

PP
PP

XPEP

PCP
VCP

VLP-B

VLPF

PSP-C（２層）
PSP-D（１層）

GP

PSP-A

PSP-B

HIVP

CP～２

表－１　　給水装置表示記号

ステンレス鋼管 SSP

撤去管

品名 表示記号

既設管（給水管）

　〃　（給湯管）

VP

品名 表示記号

LP

波状ステンレス鋼管 CSSP

VLP-C（２層）
VLP-D（１層）

弁

類

FCD.K 

～１

～２

継手記号

(平面図）

(立面図）

Ｈ

B

又は

（立面図）

(ソケット使用)

（ベンダー・立面図）

（エルボ・立面図）

(エルボ使用)

(エルボを使用しない場合)

（平面図）

ｓ

ダクタイル鋳鉄管

内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管
K:K形継手 NS：NS継手
A:A形継手 SⅡ：SⅡ継手
T:T形継手 GX：GX継手

4-228



種類 種類

　〃

　〃

　〃

　〃

※スプリンクラーヘッドにも使用

　〃
（地上式ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄを設置
したもの）

※ﾒｰﾀ口径・ﾒｰﾀ個数、
製造業者･型式名も記入

（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄを設置し
たもの）

（減圧弁付ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄを設
置したもの）

ヘッダー

特殊器具

ボールタップ（一般形）

そ
の
他

管の立上がり

口径の段落し箇所

（ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄを設置したも
の）

品名 表示記号 品名 表示記号

水栓類

増圧ポンプの
設置スペース

直結型非常用貯水槽

湯水混合水栓

横長水栓・胴長水栓

立水栓

水栓柱

　〃
（複式ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽを設置
したもの）

※1 ﾒｰﾀ口径・ﾒｰﾀ個
数、製造業者･型式名・
ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄまたはねじ式を
記入
※2 ４連のﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽの
例

器
具
類

（
平
面

）

器具ユニット

自在水栓

定水位弁（副弁付）

大・小便器洗浄弁

衛生水栓

器
具
類

（
立
面

）

ポンプ

（補助加圧装置）

増圧給水設備

管種変更箇所

管の交差

防護管

シャワーヘッド

そ

の

他

散水栓

メータ(私設の場合は引出線を用

いて「私設メータ」と付記する)

U

(湯側）

※タンクレス洗浄便器にも使用

(立面図）

(平面図）

地上式ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ

ﾒｰﾀ口径 mm、 個

製造業者名、型式名

地上式ﾒｰﾀﾕﾆｯﾄ

ﾒｰﾀ口径 mm、 個

製造業者名、型式名

※ 二重鎖線で黒書き

(平面図）
複式ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ

ﾒｰﾀ口径 mm、 個

製造業者名、型式名、ﾒｰﾀﾕ

ﾆｯﾄまたはねじ式

複式ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ

ﾒｰﾀ口径 mm、 個

製造業者名、型式名、ﾒｰﾀﾕ

ﾆｯﾄまたはねじ式

(立面

(立面図）(立面図）補助加圧装置

P P

(平面図） (立面図）

P P

(平面図） (立面図）

BP BP

(平面図） (立面図）

補助加圧装置 補助加圧装置

※製造業者･型式名も記入

※製造業者･型式名も記入

×

(平面図） (立面図）

(平面図） (立面図）

有効容量を記入する
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種類

家屋

階段（上り）

ＪR

私鉄

門扉

石垣

品名 表示記号

湯水混合水栓

直結型非常用貯水槽

器具ユニット

ヘッダー

　　〃
（タンクレス洗浄便
器）

特殊器具

水栓柱

都電

開削

コンクリートたたき

橋

下水

宅地境界

築堤

階段（下り）

一　　般　　標　　示

道路

河川

病院 交番

学校 銀行

器
具
類

（
立
面

）

ボールタップ（一般形）

警察署神社

その他の水栓

定水位弁（副弁付）

大・小便器洗浄弁

協会 郵便局

消防署仏閣

(

品
名
）

U (品名）

タンク平面図タンク立面図

交

階
段

（
上
り
）

階
段

（
下
り
）

U
(タンクレス洗浄便器）

(立面図）

タンク平面

タンク立面図
（容量、用途を併記）洗面器

手洗器

(

湯
側
）

(

品
名
）

有効容量を

記入する
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表－２  異形管（７５㎜以上）の立面図表示記号（１/２） 

ﾒｶﾆｶﾙジｮｲﾝﾄ形 印ろう継手形 ﾀｲﾄﾝジｮｲﾝﾄ形 石綿ｾﾒﾝﾄ管 

Ｔ  字  管 

サシ受片落管 

受サシ片落管 

両サシ片落管 

曲  管 

ﾌﾗﾝジ付き曲管

ﾌﾗﾝジ付き

Ｔ字管

短 管 １ 号 

短 管 ２ 号 

短 管 ３ 号 

キ ャ ッ プ

栓 

フランジ短管 

ﾒｶﾆｶﾙジｮｲﾝﾄ形

特殊押輪

ﾒｶﾆｶﾙジｮｲﾝﾄ形

鋼管継手

離脱防止金具 

継  ぎ  輪 

乙 字  管

消火栓及び空 

気弁用Ｔ字管 

帽 

・ 
・ 

１ 
９０° ４５° ２２／°

２ １１／°
１
４ 

９０° ４５° ２２／° 
１

２ １１／° １
４ 

１１／°９０° ４５° ２２／° 
１

２ 
１
４ １１／°９０° ４５° ２２／°

１

２ 
１
４ ９０° ４５° ２２／°

１

２ １１／°
１
４ 
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表－２  異形管（７５㎜以上）の立面図表示記号（２/２） 

Ｎ Ｓ 形 Ｓ Ⅱ 形 Ｇ Ｘ 形 

Ｔ  字  管 

サシ受片落管 

受サシ片落管 

曲  管 

片フランジ曲管 

（排水栓・消火栓用） 

ﾌﾗﾝジ付き
Ｔ字管 

短 管 １ 号 

短 管 ２ 号 

G-Link

P-Link

栓 

継  ぎ  輪 

継ぎ輪用特殊押輪 

乙 字  管

帽 

割 Ｔ 字 管 

フランジ形（形式1：RF） フランジ形（形式2：GF） 

９０° ４５° ２２／°
１

２ １１／°
１
４ ９０° ４５° ２２／°

１

２ １１／°
１
４ ９０° ４５° ２２／°

１

２ １１／°
１
４ 

ＧＦ 

ＧＦ 

G 
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表―３  NS 形ダクタイル鋳鉄管 寸法表 

１ 耐震形割Ｔ字管（参考） 

口 径 分 岐 口 径       岐管ℓ (ﾀｲﾌﾟ A) 岐管ℓ (ﾀｲﾌﾟ B) 摘 要   

１００ｍｍ ７５ｍｍ ０．８２０ ｍ ０．９１９ ｍ 

１５０ 
７５ ０．８４６ ０．９４８ 

１００ ０．８９１ １．０１６ 

２００ 

７５ ０．８７１ ０．９５５ 

１００ ０．９１６ １．０２３ 

１５０ ０．９９６ １．１２３ 

２５０ 

７５ ０．８９７ ０．９７８ 

１００ ０．９４２ １．０４６ 

１５０ １．０２２ １．１２３ 

３００ 

７５ ０．９２３ １．００４ 

１００ ０．９６８ １．０７２ 

１５０ １．０４８ １．１４９ 

３５０ 

７５ ０．９４８ １．０３１ 

１００ ０．９９３ １．０９９ 

１５０ １．０７３ １．１７５ 

※タイプ別の構造については「12.3.4 耐震形割Ｔ字管による分岐」参照

２ 直 管  

呼 び 径         管  長    摘 要   

７５ｍｍ ４．０ｍ 

１００  ４．０  

１５０  ５．０  

２００  ５．０  

２５０  ５．０  

３００  ６．０  

３５０  ６．０  

３ 二受Ｔ字管  

口  径 分 岐 口 径 岐  管   摘  要 

１００ｍｍ ７５ｍｍ ０．２００ｍ 

１５０  
７５    ０．２００  

１００    ０．２００  

２００  
１００    ０．２５０  

１５０    ０．２５０  

２５０  
１００    ０．２５０  

１５０    ０．２５０  

３００  

１００    ０．３４５  

１５０    ０．３４５  

２００    ０．３４５  

３５０  ２５０    ０．３７０  

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ
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４ 曲 管 

口

径 

90゜ 45゜ 221/2゜ 111/4゜ 
摘 要 

受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2

75mm 0.20 ｍ 0.30 ｍ 0.15 ｍ 0.25 ｍ 0.10 ｍ 0.25 ｍ 0.10 ｍ 0.25 ｍ 

100 0.20 0.35 0.15 0.30 0.15 0.25 0.10 0.25 

150 0.25 0.40 0.15 0.30 0.15 0.30 0.10 0.25 

200 0.30 0.45 0.20 0.35 0.15 0.30 0.15 0.30 

250 0.35 0.50 0.20 0.40 0.15 0.35 0.15 0.30 

300 0.265 0.465 0.130 0.330 0.085 0.280 0.060 0.260 

350 0.320 0.520 0.155 0.355 0.095 0.295 0.065 0.270 

５ 乙 字 管 

口  径 高 さ  H 面 管 長  ℓ 摘        要 

  ７５ｍｍ 
０．３０ ｍ ０．６５ ｍ 

   

０．４５ ０．７０ 

１００ 
０．３０ ０．７０ 

０．４５ ０．７５ 

１５０ 
０．３０ ０．８０ 

０．４５ ０．８５ 

２００ 
０．３０ ０．９０ 

０．４５ １．００ 

２５０ 
０．３０ ０．９５ 

０．４５ １．０５ 

３００ 
０．３０ ０．９７ 

０．４５ １．０９ 

３５０ 
０．３０ ０．９７ 

０．４５ １．０９ 

６ 片 落 管 

口     径 受挿しℓ １ 挿し受ℓ 2 摘       要 

１００×  ７５ ｍｍ ０．４５ ｍ ０．４５ ｍ 

１５０×１００ ０．４５ ０．４５ 

２００×１００ ０．５５ ０．５５ 

２００×１５０ ０．４５ ０．４５ 

２５０×１００ ０．６５ ０．７０ 

２５０×１５０ ０．５５ ０．６０ 

２５０×２００ ０．４５ ０．５０ 

３００×１００ ０．６８５ ０．７３５ 

３００×１５０ ０．５８５ ０．６３５ 

３００×２００ ０．４８５ ０．５３５ 

３００×２５０ ０．４３５ ０．４３５ 

３５０×１５０ ０．６９０ ０．７４０ 

３５０×２００ ０．５９０ ０．６４０ 

３５０×２５０ ０．５４０ ０．５４０ 

３５０×３００ ０．３７５ ０．３７５ 

ℓ

H 

ℓ 2 

ℓ 1 

ℓ 1 ℓ  2 
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７ 短 管 

口    径 1 号 ℓ 1 2 号 ℓ 2 摘       要 

７５ｍｍ ０．１５０ｍ ０．３５０ｍ 

    

１００ ０．１５０ ０．３５０ 

１５０ ０．１５０ ０．４００ 

２００ ０．１５０ ０．４００ 

２５０ ０．２００ ０．４００ 

３００ ０．１３５ ０．４１０ 

３５０ ０．１３５ ０．４３５ 

８ ソフトシール仕切弁 

口     径 胴   長   ℓ 摘      要 

  ７５ｍｍ ０．２０ ｍ 

１００ ０．２０ 

１５０ ０．２５ 

２００ ０．３０ 

２５０ ０．３５ 

３００ ０．４５ 

３５０ ０．５０ 

９ メ ー タ（メータ補足管を含む）

口  径 全  長   ℓ 摘    要 

７５ｍｍ ０．６３ ｍ 

１００ ０．７５ 

１５０ １．００ 

２００ １．１６ 

２５０ １．２４ 

３００ １．６０ 

３５０ １．８０ 

ℓ

GFGF 

ℓ 1 ℓ 2 

ℓ
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表―４   GX 形ダクタイル鋳鉄管 寸法表 

１ 耐震形割Ｔ字管（GX 形接合用挿し口）参考 

口 径 分 岐 口 径       岐管ℓ (ﾀｲﾌﾟ A) 岐管ℓ (ﾀｲﾌﾟ B) 摘 要   

１００ｍｍ ７５ｍｍ ０．８４５ ｍ ０．９２３ ｍ 

１５０ 
７５ ０．８７１ ０．９５２ 

１００ ０．９０１ １．００２ 

２００ 

７５ ０．８９６ ０．９５９ 

１００ ０．９２６ １．００９ 

１５０ １．００１ １．１１４ 

２５０ 

７５ ０．９２２ ０．９８２ 

１００ ０．９５２ １．０３２ 

１５０ １．０２７ １．１１４ 

３００ 

７５ ０．９４８ １．００８ 

１００ ０．９７８ １．０５８ 

１５０ １．０５３ １．１４０ 

３５０ 

７５ ０．９７３ １．０３５ 

１００ １．００３ １．０８５ 

１５０ １．０７８ １．１６６ 

※タイプ別の構造については「12.3.4 耐震形割Ｔ字管による分岐」参照

２ 直 管  

呼 び 径         管  長    ℓ 摘 要   

７５ｍｍ ４．０ｍ 

１００  ４．０  

１５０  ５．０  

２００  ５．０  

２５０  ５．０  

３００  ６．０  

３５０  ６．０  

３ 二受Ｔ字管  

口  径 分 岐 口 径 岐  管  ℓ 摘  要 

１００ｍｍ ７５ｍｍ ０．１２ｍ 

１５０  
７５    ０．１４  

１００    ０．１４  

２００  
１００    ０．１７  

１５０    ０．１７  

２５０  
１００    ０．１９  

１５０    ０．２０  

３００  

１００    ０．２３５  

１５０    ０．２３５  

２００    ０．２３５  

３５０  ２５０  ０．２６５ 

ℓ

ℓ

ℓ
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４ 曲 管 

口

径 

90゜ 45゜ 221/2゜ 111/4゜ 
摘 要 

受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2 受口ℓ 1 挿口ℓ 2

75mm 0.11 ｍ 0.37ｍ 0.07 ｍ 0.33 ｍ 0.05 ｍ 0.31 ｍ 0.04 ｍ 0.30 ｍ 

100 0.13 0.39 0.08 0.34 0.06 0.32 0.05 0.31 

150 0.18 0.45 0.10 0.37 0.07 0.34 0.05 0.32 

200 0.23 0.52 0.12 0.41 0.08 0.37 0.06 0.35 

250 0.28 0.57 0.14 0.43 0.08 0.38 0.06 0.35 

300 0.265 0.55 0.13 0.44 0.085 0.385 0.06 0.34 

350 0.32 0.6 0.155 0.46 0.095 0.395 0.065 0.345 

５ 乙 字 管 

口  径 高 さ  H 面 管 長  ℓ 摘        要 

  ７５ｍｍ 
０．３０ ｍ ０．６８ ｍ 

   

  

    

０．４５ ０．７３ 

１００ ０．３０ ０．７３ 

０．４５ ０．７８ 

１５０ 
０．３０ ０．８２ 

０．４５ ０．８９ 

２００ 
０．３０ ０．９１ 

０．４５ １．０１ 

２５０ 
０．３０ ０．９６ 

０．４５ １．０６ 

  ３００ 
０．３０ １．０５ 

０．４５ １．１７ 

６ 片 落 管 

口     径 受挿しℓ １ 挿し受ℓ 2 摘       要 

１００×  ７５ ｍｍ ０．４１ ｍ ０．４１ ｍ 

１５０×１００ ０．４１ ０．４２ 

２００×１５０ ０．４２ ０．４４ 

２５０×２００ ０．４４ ０．４４ 

３００×１００ ０．７２ ０．７０５ 

３００×１５０ ０．６２ ０．６０５ 

３００×２００ ０．５２ ０．５０５ 

３００×２５０ ０．４２ ０．４０５ 

３５０×１５０ ０．７３ ０．７１ 

３５０×２００ ０．６３ ０．６１ 

３５０×２５０ ０．５３ ０．５１ 

３５０×３００ ０．４３ ０．４２５ 

H 

ℓ

」

ℓ 2 

ℓ 1 

ℓ 1 ℓ  2 
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７ 短 管 

口    径 1 号 ℓ 1 2 号 ℓ 2 摘       要 

７５ｍｍ ０．０８ｍ ０．３９ｍ 
     １００ ０．０８ ０．３９ 

１５０ ０．０９ ０．４０ 

２００ ０．０９ ０．４１ 

２５０ ０．１０ ０．４６ 

３００ ０・１０ ０．４８ 

３５０ ０．１０５ ０．４９ 

８ ソフトシール仕切弁 

口     径 胴   長   ℓ 摘      要 

  ７５ｍｍ ０．１８ ｍ 

１００ ０．１８ 

１５０ ０．２２ 

２００ ０．２６ 

２５０ ０．３０ 

３００ ０．４０ 

３５０   ０．４６ 

ℓ 1 ℓ 2 

GFGF 

ℓ
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表－４ 各器具の直管換算長 単位：ｍ

口 径

（㎜）

サ ド ル

分 水 栓

都 規 格

仕 切 弁

ＡＢ共通

接 線 流

羽 根 車

メ ー タ

たて型軸流

羽 根 車

メ ー タ

単 式

逆 止 弁

逆止弁付き

メータパッキン

直管換算長 

算出流量

（／分） 
１３ 2.1 1.0～ 2.0 DA  3.3 ― 1.7～ 3.4 4.4～5.9 16

２０ 3.1 0.3～ 5.0 DA  6.5 ― 2.6～ 8.1 2.8～4.5 38

２５ 7.3 0.6～ 5.1 DA 21.1 ― 4.2～ 8.0 4.4～5.2 60

３０ 3.2 0.8 DA 14.3 ― 5.6～ 9.3 7.8～11.0 85

４０ 4.7 0.3～ 2.8 DA 39.5 TV  15.0 6.8～12.1 11.4～16.6 150

５０ 6.3 0.4～ 1.6 ― FVA 12.6 7.1～19.2 240

（注）・直管換算長算出流量は、JWWA B 108に規定する定格流量。2ｍ/秒を基準としている。

・直管換算長は、東京都実験公式に基づき、算出した。

・サドル分水栓にはゴム製コア、シモク、Ｓ字管を含む。

･ 口径13㎜のサドル分水栓及び仕切弁Ｂの直管換算長は、口径20㎜のものに16/分を流し

たときの損失をもとに算出した。

〔参考〕 大口径メータ、水栓類、管屈曲の直管換算長を表－５、表－６、表－７に示す。

表－５ 大口径メータの直管換算長

メータ

種 類

換算長

（ｍ）

直管換算長算出流量

（／ｈ） （注）メータの型式は、

･ 75～100㎜がたて型軸流羽根車式

･150～300㎜が横型軸流羽根車式
FVA 75 18.6 27.7

FVA100 38.7 51.0

FH 150 36.0 120.5

FH 200 56.7 219.5

FH 250 89.6 350.6

FH 300 100.5 495.5
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図―６ 設計図及び完成図の標準図（大口径、平面図） 

給 水 装 置 新 設 完 成 図 

水 道 所 在 地   武蔵野市〇町○－○－○ 

お客さま番号 ○○○○○○

指定給水装置 

工事事業者 

  武蔵野市〇町○－○－○ 

○○水道（株）

完成年月日 令和○○年○月○日 

Ｈ 

８．０ 

５．０ 

４．５ 

１．３ 

０．５ 

１．０ 

２０ＶＬＰ－Ｄ 

75ｍｍ 

φ１５０ＦＣＤ｡NS 

武蔵野市 

３－１－５ 

区  道 

アスコン基層40型

武蔵野市 

４－４－１ 

武蔵野市５－９－１ 

縮尺 １／１００ 

凡 例 

表示省略管種  給水管 口径 ７５  管種 ＶＬＰ－Ｄ 

７５ＦＣＤ.ＧＸ 

1.0 
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    設計図及び完成図の標準図（大口径、立面図） 

凡  例 

表示省略管種 給水管 口径 ７５ 管種 VLP-D 

凡  例 

表示省略管種 給水管 口径 ７５ 管種 VLP-D 

図－７ 

メーカ名 タイプ（Ａ又はＢ）

・
・ 

◎ 
２０ＶＬＰ－Ｄ 

．２ 

１．５ 

．１ ．２ 

．３ 
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２．０ 
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．６３ 
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・
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．２ 

１．５ 

．１ ．２ 

．３ 
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G 
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   図－１０  配管の一部を取替え、既設管に接続する場合 

（１）メータの設置されている特例直圧給水の既設給水装置に増圧給水設備を設置する場合 

（２）メータの設置されている増圧給水設備以下の既設給水装置を特例直圧給水方式に変更する場合 

（３）配管の一部を取替え、既設管に接続する場合

２５ 凍結工法

この工法は、給水管の修繕やメータ引換作業などの際、止水栓（仕切弁）の機能不良など

により止水ができない場合、給水管内の水を人工液体空気で凍らせて止水する工法である。 

25.1  作業に必要な器具 

この作業に必要な主な器具、材料は、人工液体空気、凍結容器、液の注入容器、運搬容器、

パテ、圧着器などである。 

（１）人工液体空気 

給水管内の水を凍らせるために使用する凍結剤（以下「液」という。）で、次のような性

質をもっている。 

ア 成分は、液体窒素（無色）80％、液体酸素（濃い水色）20％の割合で混合し、窒息の危険

を防止したものである。 

イ この液は、炎を直接当てても引火はしないが、液の中に燃焼する異物が入ると、この異物

に引火し、大気中より酸素濃度が高いため、激しく燃え上り危険である。 

ウ この液は、使用の際に凍結容器の中で気化して白煙を発生する。この白煙の中に含まれる

酸素の割合は、液面からの高さによって異なり、液面では約18％、高さ50㎝の所では約16％、

更に高くなるにつれて減少する傾向がある。 

なお、白煙は凍結容器からこぼれるように出て、掘削底面から充満していく。 

以下、既設管に接続

以下、既設管に接続 

～

以下、既設管に接続 

～

既設子メータ 27件有り 

    613201 

    613227 

～ 

以下、既設子メータ 27件有り 

    613201 

    613227 

～ 
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（２）凍結容器 

給水管内の水を凍結する液を受け入れる容器で、その材質及び形状寸法は、次のとおりで

ある。 

ア 材質

材質は、自消性フォームポリスチレンで、次のような特徴がある。

（ア）各種の加工が容易である。 

（イ）凍結による膨張、収縮、硬化などの材質の変化が少ない。 

（ウ）保冷効果がよい。 

（エ）材質による液の消費が少ない。 

（オ）他の発泡スチロールに比べ、火気に対し自消の特性がある。 

イ 形状寸法

形状寸法は、呼び径に応じてそれぞれ次のものを標準とする。

  主要部分寸法 

  （単位㎜） 

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ   箱の大きさ 

 φ13～20   80  100   80   30   20  小 容量0.5ｌ 

    φ25  100  120  120   30   25  中 容量1.4ｌ 

 φ30～50  120  180  150   30   25  大 容量3.2ｌ 

  なお、給水管と凍結容器との接着にはパテを使用する。 

（３）液の注入容器 

凍結容器に液を注入するために用いる容器で、未加工の凍結容器を使用する。 

運搬容器から液を移す際、注入容器を地面又は水分のあるものの上に置かないようにする

（液の温度は－191℃なので、容器の底面が地面に凍りつき、容器を無理に持ち上げると、容

器が破壊することがある。）。 

（４）運搬容器（低温液化ガス容器） 

液を運搬するときに、使用する容器で、鋼板製の外きょうと、ステンレス製の内きょうか

らなる二重構造の円筒形の容器であって、容量10L入りと20L入りの２種類がある。 

（５）フォームポリスチレン 

運搬容器（低温液化ガス容器）を作業場所まで運搬

するときに運搬容器の振動を減少させるため、緩衝材

として使用する。 

（６）当て板 

当て板は、右図のように切り取った箇所に使用する。 

ア 材質

切断が容易にできるりん青銅板（２種）である。 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

給 水 管 

当て板 （材質は、りん青銅板） 

  凍結容器 

  給水管 
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イ 形状寸法

形状寸法は、およそ下表のとおりである。

標準当て板寸法表 
（単位：㎜） 

呼  び  径 Ｈ ℓ ℓ １ ℓ ２ Ｒ 

１３㎜用 １００ ６０ １８ １８ １２ 

２０㎜～２５㎜用 １００ ６０ １２ １２ １８ 

３０㎜～４０㎜用 １５０ ８８ １７ １７ ２７ 

５０㎜用 １５０ １００ １７ １７ ３３ 

25.2  作業手順 

（１）作業箇所は、凍結容器の取付け、液の注入作業ができるよう掘削する。 

（２）給水管が露出したら水の使用を中止する。漏水修繕の場合は漏水箇所を仮止水する。 

（３）凍結容器（凍結する給水管の呼び径により選別した容器）の側面を、給水管の外径より１㎜

から５㎜程度広く鉄鋸などで切り取る。この場合、底部と給水管との間隔は15㎜程度とする。 

また、凍結させる箇所は、接合箇所より、少なくとも20㎝以上離す。 

（４）切り取り部分と給水管が、接触する箇所にそれぞれパテを塗って、凍結容器を給水管にはめ

込む。容器は、底部を確実に固定する。 

（５）前記の切り取り箇所に応じた当て板（事前に作製しておく、小口径の場合は、切り取ったフ

ォームポリスチレンでもよい。）を図のように木槌などで軽く打ち込み、その周辺に、内部お

よび外部からパテを塗り込む。 

なお、パテの塗り込みは水密性を要するので、特に注意して施工する。 

ℓ
Ｒ 

ℓ １

Ｈ 

ℓ ２

切取り部分 

凍結容器 

給水管 

15㎜ 
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（６）液の注入 

凍結容器に、注入容器で液を給水管が十分かくれるまで注入する(注)(容器の80％程度）。液

を注入してから凍結完了までの標準使用液量は、外気温、材質、水温などによりかなり差異が

あるが、およそ次表のとおりである。 

接合時間等が長くかかる場合には、液を補充する。 

凍結完了までの標準使用液量 

呼  び  径 標準使用液量 

  １３㎜～２５㎜ １ℓ

３０㎜ ３ℓ

４０㎜ ５ℓ

５０㎜ ６ℓ

（注）液の注入作業は凍傷を防止するため必ず皮手袋をして行うこと。 

（７）給水管内の水が、完全に凍結したことを確かめ、所定の工法により、接合作業等を行う。 

ア 凍結容器と接合箇所の間隔が下図のように十分ある場合でも、凍結容器にトーチランプの

炎が引火するおそれがあるので、凍結容器側の給水管は、差し込み側とすることが望ましい。 

イ 接合作業の際、凍結容器にトーチランプの炎を長くあてると、凍結容器は溶け始め、炎が

浸潤線に達すると黒炎を上げて激しく燃え上り危険である。 

内部及び外部にパテを塗り込む箇所 

切り取った自消性フォームポ
リスチレンを加工した当て板 

凍結容器 

給水管 

差込み側 

接合箇所 

ℓ
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これを防止するため、凍結容器を不燃物で下図のように遮へいする。 

（８）目的の作業が完了したときは、給水管内の氷を溶かして通水する。 

冬期は、氷が自然に溶けるまで長時間を要するので、凍結容器に熱湯を入れて溶解させる。 

25.3  作業上の注意 

（１）液の酸素濃度の判定は、色合によりある程度判定出来る。 

液（液体窒素 80％、液体酸素 20％の混合液）は、薄い水色であるが、運搬容器の中で自然

に消費される場合は、窒素が先に消費されるため、液は濃い水色になる。 

これは、酸素濃度が高くなったためで、火気に対する危険を示すものである。 

（２）運搬容器先端の空気流通口は、容器内にある液の多少にかかわらず、密閉してはならない。 

（３）運搬容器を作業場所まで運搬するときは、容器を直接車に置かず、フォームポリスチレン、

又は毛布などを使用して、荷台に固定する。 

また、車から降ろす場合も慎重に行ない、急激な振動を与えないようにする。 

（４）液の注入作業は、皮手袋をして行う。 

作業中に、液が長靴の中に入ったり、衣服に多量にかかると凍傷を起こすことがある。 

（５）凍結容器に液を注入すると、急激な気化現象をおこして、白煙を発生するが、これは全く毒

性がない。 

なお、液を注入する際は、火のついたトーチランプを掘削穴の中に置いてはならない。 

これは、掘削穴の中の空気の酸素含有率が一時的に高くなり、引火性が高くなるためである。 

注入後は、フォームポリスチレンなどでふたをする。ただし、密閉してはならない。 

（６）パテの塗りこみが不完全で液が漏れたときは、工業用練石けん又はゆるい粘土を漏えい部分

に塗り込むようにする。この作業は、必ず皮手袋をして行わないと凍傷になるおそれがある。 

なお、漏れが止まらない場合は、凍結容器を外し、最初からやり直した方がよい。 

（７）氷は、給水管に接している部分から溶け始め、氷の柱が給水管内を流れて、曲り部分や、止

水栓の所で停止して予期しない時間まで、断水することがある。 

したがって、使用者には、あらかじめ余裕をもった断水時間を告知する。 

給水管 

凍結容器 

浸潤線（凍結容器に液を注入すると液は容器に浸潤する。） 
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２６        現 場 管 理 

工事施工に当たっては、法令、条例、規定等を遵守するととともに、常に工事の安全に留意し

て、現場管理を適正に行い、事故防止に努めなければならない。 

【 参 考：主な法令、条例及び規定 】 

1 建設業法 14 文化財保護法 

2 道 路 法 15 武蔵野市給水条例 

3 道路交通法 16 武蔵野市給水条例施行規程 

4 労働基準法 17 毒物及び劇物取締法 

5 労働安全衛生法 18 環境基本法 

6 職業安定法 19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

7 労働者災害補償保健法 20 再生資源の利用の促進に関する法律 

8 騒音規制法 21 建設物副産物適正推進処理要綱 

9 振動規正法 22 水質汚濁防止法 

10 河 川 法 

11 港 湾 法 

12 港 則 法 

13 消 防 法 

26.1  交通保安対策 

 工事施行中の交通保安については、道路使用許可等の条件を厳守し、次の要領によって施

行する（図１～4参照）。 

（１） 保 安 さ く      

ア 保安さくの設置

工事現場の周囲には、横板部分に黄色と黒色の斜縞で彩色した高さ0.8ｍ以上、長さ１

ｍから1.5ｍまでの容易に転倒しない移動さくをもって確実に囲う。ただし、交通流に対 

する保安さくは、反射性のものを使用する。 

イ 保安さくの設置間隔

保安さくの設置間隔は、原則として移動保安さくの長さを超えるものであってはならな

い。ただし、屈曲部は間隔を取らない。 

 また、交通流に対面する部分は原則として15度から30 度までのすり付け区間を設け交 

通を誘導し、安全に車線の変更ができるようにする。ただし、現場の状況によりすり付け 

区間を設けることができない場合、二重さくを設置する等の措置を講ずる。 

ウ 作業帯と歩行者通路の移動さく

作業帯と歩行者通路の境界は、パネル等（高さ0.8ｍ以上）を間隔なしに並べて明確に

区分する。 

エ 歩行者及び自転車が保安さくに沿って通行する部分については、移動保安さくの間隔を

空けないようにするか、又はさくとさくとの間に安全ロープを張って隙間のないようにす 

る。 

オ 特殊現場における保安さく（金網付き固定さく）

同一現場に長期間作業帯を設置する場合は、高さ1.2ｍ以上の黄色と黒色の斜縞で採色

したさくで作業帯を囲い、さく上部を金網等で張り見通しをよくする。 

なお、交差点等必要な場所については、さくを低くする等して十分な視距が確保できる 
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ように努める。 

カ 緩衝資材の設置（クッションドラム等）

主要道路で斜線を規制する場合は、交通作業員、作業員及び第三者の安全対策として、

導流帯等に緩衝資材(クッションドラム等)を設置する。 

キ 土砂巻上機（ホッパータワー）の板囲い

土砂巻上機の周囲は、土砂等の落下防止のため路上から３ｍ程度の囲いをする。この場

合、路上から１ｍまでの部分は板等を用い、残余の部分は金網等見通しを阻害しないもの 

 を用いる。 

  （２）保安灯   

夜間の工事現場は、次により保安灯を設置する。 

ア 工事現場の周囲には、高さ１ｍ程度のもので、夜間150ｍ前方から視認できる光度を有

  する保安灯を設置する。 

 この場合、設置間隔は交通流に対面する部分では２ｍ程度、その他の道路に面する部分 

では４ｍ以下とする。 

イ 交通流に対面する部分には、（２）アのほか、高さ1.5ｍ、確認距離200ｍ以上の点滅式

  又は回転式黄色注意灯（いずれも車両等の運転者の目を幻惑しないもの）を１個以上設置 

  する。 

ウ 道路の片側に作業帯を設置する場合は、その車両誘導帯手前約50ｍの地点に黄色回転灯

  を設置する。 

エ セーフティーコーン（夜間はカラーコーン（内照式等））の設置

（ア）道路中央線の変更に当たっては、その作業帯の区間及び作業帯の前後各50ｍ以内の区

間について、在来道路中央線との誘導線及び導流帯をセーフティーコーンをもって設置

し、対向車との危険防止をはかる。 

（イ） 作業帯の交通流に対面する部分には、セーフティーコーンを三角形等に設置して交通

流を誘導する。 

（ウ）セーフティーコーンの設置は、おおむね３から４ｍ間隔とする。 

（３） 開口部の保安施設

ア 開口部は、作業中のほかは閉鎖しておく。

イ 閉鎖の措置が困難な開口部については、周囲に容易に移動できない堅固なさく（高さ0.8

  ｍ以上の高さまでの木板又は鋼板のもの）を連続して囲い、十分な転落防止の措置をとっ 

  ておく。 

ウ 開口部のある作業帯の周囲は、金網付き固定さく等で囲み、一般通行人等が容易に作業

  帯内に入れない措置をとっておく。 

エ 開口部には、保安要員を配置しておく。

（４） 交通誘導警備員の配置

ア 一車線を交互交通に開放して工事を施行する場合は、工事現場の起点と終点に各１名以

  上の交通誘導警備員（旗ふり）を配置して、車両の誘導及び事故防止に充たらせる。 

イ 前記のほか、車両の通行を確保した工事現場の両側部にも交通誘導警備員を配置して、 

  工事現場区間内の通行車両の安全誘導を図る。 

ウ 工事現場における作業車両の出入及び資機材の積み降ろしに際しては、所要の交通誘導
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  警備員を配置して一般交通の安全を確認しながら行う。 

エ 通学（園）路において工事を施行する場合は、学童、園児の登下校時に交通誘導警備員

  を配置して事故防止に当たる。 

オ 保安施設等の設置、撤去及び補修並びに路面清掃等を行う場合は、必要数の交通誘導警

  備員を配置して事故防止に当たる。 

カ 交通誘導警備員は、赤、白の手旗（夜間は赤色灯火）を所持して誘導すること。

なお、交通誘導警備員は、交通誘導警備員としての識別が明確な服装（夜間は夜光服）

等によるとともに、誘導位置は、直接開放車線部を避けて作業帯内又はその導流帯内等に 

より事故防止を図る。 

（５） 夜間における現場照明

ア 歩行者通路の照明

工事現場周辺の歩行者通路には、おおむね30ｍの間隔に100Ｗ以上の投光器で照明する。 

イ 工事現場周辺の照明

工事現場周辺におおむね30ｍ間隔で200Ｗ以上の投光器を用いて現場を明るくしておく。 

ウ 開口部等の照明

開口部には、夜間200Ｗ以上の投光器で照明する。

エ 側灯の設置

道路上の構築物の周囲には、黄色の側灯を高さ１ｍ、間隔１ｍで設置する。

（６） 道路標識、道路標示等の取扱い

ア 道路標識等の取扱い

（ア）工事又は作業のため既存の信号機、道路標識、道路標示等の破損及び移設・撤去の必

要が生じた場合は、その都度所轄警察署長の指示を受ける。 

なお、道路標識等の破損に伴う仮復旧及び撤去を行った場合は、その都度復旧するも 

のとし、工事完了後は、速やかに復旧する。 

（イ）新たに、車両通行止め等交通規制の伴う工事は、その都度所轄警察署長の指示を受け

るとともに交通規制の措置が完了してから施行する。 

イ 内照式道路標識の使用

夜間設置する「車両通行止め」「指定方向外進行禁止」等の道路標識は内照式を使用する。 

ウ 道路標示の復旧

工事又は作業に伴って既存の道路標示を撤去又は破損等をした場合は、その都度所轄警

察署長の指示を受け、仮復旧を行うとともに工事が完了した場合は、速やかに復旧する。 

エ 施工時間外の措置

施工時間外、一般交通に開放する場合（仮復旧の場合も含む。）、その都度、道路標識、

道路標示を復旧し、交通を開放する。 

（７） 工事標示等の設置

ア 工事現場の起点及び終点には工事標示板（高さ1.8ｍ、幅1.1ｍ）を掲出し、夜間は白色

照明灯をもって照明しておく。 

イ 工事標示板の表面には、企業者名、施行区間、工期、施行業者名、同電話番号、現場責

任者名等を記載し、裏面には許可条件のうち、施行時間、道路使用の範囲等を記載する。 

ウ 工事標示板の工事件名については、当該工事内容に合った適切な件名を記載する。
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（８） 迂回案内板及び工事予告板の設置

ア 工事予告板は、工事区間の起点・終点及びその手前50ｍから200ｍの間に適当数掲出

  する。 

イ 自動車等の通行止めをして工事を施行する場合は、その起点と終点に指定された道路標

識と併せて付近の略図を記入し、明確に迂回路を示した「迂回案内板」を設置する。 

なお、工事現場の50ｍ、100ｍ及び200ｍ手前には工事予告板を掲出し、夜間においては 

照明する。 

（９） 歩行者通路の確保

歩道等で工事を施行する場合は、官公署の指示及び地元住民の意向を尊重し、安全な歩

 行者通路を確保する。 

ア 歩行者通路は、通常1.5ｍ以上（やむを得ない場合でも0.75ｍ以上）を確保する。

イ 横断歩道部分で工事を施行する場合は、これに接した直近の場所に歩行者が安全に横断

できる部分を設け、かつ交通誘導員を配置して歩行者の安全に努める。 

ウ 歩道及び横断歩道の全部を使用して工事を施行する場合は、他に歩行者が安全に通行で

きる部分を確保し、必要な安全設備を施した上交通誘導員を配置して歩行者の安全に努め 

る。 

エ 歩行者の通路となる部分又は家屋に接して工事を施行する場合は、その境界に高さ0.8

ｍ以上のパネルを設置し又は適当な仮道路若しくは仮橋を設置して通行の安全を図る。 

オ 歩行者通路となる部分の上空で作業を行う場合は、あらかじめ安全な落下物防護の設備

を施す。 

カ 工事現場周辺の歩行者通路は、夜間おおむね30ｍ間隔に100Ｗ以上の投光器で照明する。 

キ 歩行者道路は、車道に切り回さないこと。ただし、切り回すことが許可された場合は、

歩行者道路と車両通行路とは堅固なさくで分離するとともに、その手前30ｍ以内の車道部 

にセーフティーコーンの導流体を設ける。 

ク 工事のため歩行者道路を切り回した場合は、その通路の前後、交差点及び曲がり角では

｢歩行者通路｣及び矢印を標示した標示板（よこ0.4ｍ、たて0.3ｍ）を設置する。

ケ 片側歩道を全部使用して施行する場合には、作業帯の前後の横断歩道の箇所に迂回案内

  板等を掲出するなどして、歩行者を反対側歩道に安全に誘導する。 

コ 視覚障害者誘導ブロックを一時撤去等する場合は、適切な措置を講じ視覚障害者の安全

誘導に努める。 

26.2 事故防止 

  （１）工事は、各工種に適した工法に従って施行し、設備の不備、不完全な施行等によって事故 

を起こすことがないよう十分注意する。 

  （２）車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することに 

より労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。 

ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りで 

はない。 

 また、車両系建設機械の運転者は、配置した誘導者が行なう誘導に従わなければならない。 

  （３）工事用機械器具は操作を誤らないように使用する。 
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  （４）埋設物に接近して掘削する場合は、周囲地盤のゆるみ、沈下等に十分注意して施工し、必 

要に応じて当該埋設物管理者と協議の上、防護措置等を講じる。 

また、掘削部分に各種埋設物が露出する場合には、防護協定等を遵守して措置し、当該管 

理者と協議の上、適切な表示を行う。 

  （５）工事は、地下埋設物の有・無を十分に調査するとともに当該埋設物管理者に立会を求める 

等その位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意する。 

  （６）材料等の運搬、積み降ろしには、衝撃を与えないよう丁寧に扱い、歩行者や車両の通行に 

危険のないよう十分注意して行う。 

    （７）荷くずれのないよう十分な措置を講ずる。 

    （８）工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合は、溶接機、 

切断機等火気を伴う機械器具を使用しない。 

ただし、やむを得ない場合は、その埋設物管理者と協議し、保安上必要な措置を講じてか 

ら使用する。 

    （９）工事用電気設備については、関係法規等に基づき次の措置を講ずる。 

ア 電力設備には、感電防止用漏電しゃだん器を設置し、感電事故防止に努める。

イ 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ずさく、囲い、

覆い等感電防止措置を行う。 

ウ 仮設の電気工事は、電気事業法電気設備技術基準（昭和47.1.26通産省令第6号）等に

基づき電気技術者が行う。 

エ 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検、補修を行い正常な状態で作動させる。 

(10) 工事中、その箇所が酸素欠乏もしくは有毒ガスが発生するおそれがあると判断したとき又

  は、関係機関から指示されたときは、「酸素欠乏症防止規則」（昭和49.9.30労働省令第42 

    号）」等により、換気設備、酸素濃度測定器、有毒ガス検知器、救助用具等を設備し、酸欠作 

 業主任者を置き、万全の対策を講じる。 

(11) 石綿セメント管の切断、運搬、処分等に当たり、アスベストの吸入曝露が懸念されるため、

「石綿障害予防規則」（平成17年厚生労働省令第21号）を遵守し、適切な処置を講じる。 

26.3 事 故 報 告 

　工事施行中事故が発生したときは、必要な措置を講じるとともに事故発生の原因及び経過、

事故による被害の内容等について、直ちに市水道部に報告する。 

26.4  現場の整理整頓 

工事現場の掘削土砂、工事用機械器具及び材料、不用土砂等の集積が交通の妨害、付近住民

の迷惑又は事故発生の原因とならないようにそれらを整理し、又は現場外に搬出し、現場付近

は常に整理整頓しておく。 

また、現場付近の道路側溝のつまり、塀への泥はね等がある場合は、速やかに清掃する。 

26.5 後�片�付�け 

工事完了時は当該工事現場の後片付けを行うとともに、速やかに機械類、不用材料等を整理

し、交通や付近住民の迷惑にならないようにする。 
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１ 工事中の保安施設は、道路使用許可条件通りに設置し、歩行者、通行車両等の安全とともに、

工事従事者の安全についても十分注意すること。 

２ 本復旧工事が完了するまでの間は、仮復旧に「落ち込みがないか」等、自主点検を行うこと。 

３ 白線等の道路標示については、本標示工が終了するまでの間、必ず仮標示工を行うこと。 

４ 作業が完了するまでは、絶対に作業現場を離れることのないよう注意する。 

  26.6  騒音防止 

 住宅地において騒音を発する機械類（ランマ、カッター、ブレーカ等）を使用する際は、付

近住民の了解を得るとともに、機械消音機の整備又は消音覆の使用等によりできるだけ騒音を

軽減させる。 
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参 考 : 道路占用工事作業における工事責任者のチェックポイント 

事 前準備      

・ 近隣住民に対し工事の事前説明を行っているか。

・ 近隣住民に対し工事日が変更になっていることを説明しているか。

・ 他企業（ガス，ＮＴＴ,電力会社等）へ立会依頼を行ったか。

・ 「工事責任者」の腕章を着用しているか。

・ 道路使用許可証・道路占用許可証を携帯しているか。

・ 道路使用許可証の許可期間は過ぎていないか。

・ 作業員への指示は具体的に行ったか、ヘルメットを着用しているか。

・ 掘削及び道路復旧予定図はあるか、掘削位置に間違いがないか。

作 業 帯 

・ 許可時間前に道路上にセーフティコーンを並べていないか。

・ 交通誘導警備員の誘導の下に作業帯を設置しているか。

・ 作業帯の位置・範囲は道路使用許可条件通りとなっているか。

・ 夜間施工時は、現場を照明により明るくしているか。

・ 作業帯撤去時に、導流帯を最後まで残しているか。

保 安施設      

・ 道路使用許可条件通りに設置しているか。

・ 保安柵は、道路使用許可条件に示されたものを設置しているか。

・ 夜間施工時は、保安灯を点灯しているか、球切れはないか。

・ 赤色灯火を使用していないか。

・ セーフティコーン、Ａ型バリケード等の保安資材に汚損、棄損はないか。

歩行者対策 

・ 歩行者通路の幅員は、１．５ｍ以上確保しているか。

・ 歩行者通路と作業帯は、バリケード等で分離しているか。

・ 歩行者の誘導は適切に行われているか。

・ 歩行者通路を車道に切回している場合、車道と歩道の段差解消の措置はとれているか。

・ 歩行者通路標示板を設置しているか。

・ バス停等において、利用者の誘導が適切に行われているか。

・ 通路上に土砂、器具等が散乱していないか。

・ 通路上に電源ケーブルがある場合、覆いをする等の措置がとられているか。

導 流 帯 

・ 導流帯の長さは条件通りとなっているか。

・ 導流帯には、Ａ型バリケード、セーフティコーン、矢印板、標示板類を正しく設置しているか。 

・ 導流帯に工事関係車両を止めていないか（標示板積載車を除く）。

・ 交通誘導警備員の配置の無いまま、誘導ロボットのみを設置していないか。

交 通 誘 導 

警 備 員 

・ 交通誘導警備員は、道路使用許可条件通りに配置されているか。

・ 交通誘導警備員の位置は適切か。

・ 赤色の手旗（夜間は赤色合図灯）を所持しているか。

・ 服装、装備、携行品は十分か（特に夜間は蛍光チョッキ等を着用）。

・ 交通誘導以外の作業に従事していないか。また、させていないか。

・ 交代要員はいるか。

標 示板類      

・ 「通行止め」実施時に、迂回路標示板が設置されているか。

・ 標示板類は、運転者等から見やすい位置に設置されているか。

・ 標示板類は、転倒しないような措置が施されているか。

・ 夜間は、内照式のものを使用しているか。

仮 復旧等      

・ 道路標示の仮復旧は、道路使用許可条件通り行っているか。

・ 安全施設等で信号機や道路標識の視認性を妨げていないか。

・ 標識等を被覆した場合、道路開放時に標識を元に戻したか。

・ 覆工板のバタツキ、ズレ、段差はないか。

・ 在来路面と仮復旧路面に段差が生じていないか。

・ 埋戻しの際の転圧は十分か。

・ 道路上を整理整頓したか。

工事関係車両 

・ 工事に必要な車両は、作業帯の中に収容しているか。

・ 資材車等が道路上で待機等していないか。

・ ダンプカーは過積載となっていないか。

そ の 他 

・ 交通渋滞が発生していないか。

・ 近隣の塀に作業着を掛けるなどの迷惑を及ぼしていないか。

・ 交通の安全、円滑についての対策を講じているか。
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保 安 施 設 設 置 例 

15ｍ

4.0m 

15°～30° 15°～30° 

(作業車等) (作業車等) 

車道 

工事表示板（灯火式） 

バリケード 

バリケード(反射式) 

保 安 灯 

カラーコーン

回転工事灯 

凡 例 

注）昼間工事の場合は、保安灯をセフティーコーンに換える。 

図－1  都・区道 
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２７ 工事記録写真撮影要領 

給水装置工事の適正化を図るため、市に提出する工事記録写真の撮影及び整理等についての 

  基本的な事項を、次のとおり定める。 

27.1 適用範囲 

 この撮影要領は、指定給水装置工事事業者が施行する給水管（取付・撤去）工事に適用する。 

 ただし、この撮影要領に定めのないものについては、市担当者に確認すること。 

27.2 撮影方法 

 （１）撮影箇所、内容及び頻度等 

撮影は別表－１を用い、施工内容に応じて行うとともに、市が指定する箇所について行う。

（２）撮影位置等の表示

ア 撮影に当たっては、施工件名、施工箇所、撮影対象、お客さま番号又は水道番号、施工

年月日、施工者名等を記入した撮影標示板（撮影標示板作成例（参考）を参照）を記入

して撮影する。 

イ 施工位置及び状況が容易に確認できるよう、できるだけ付近の家屋等を背景に入れて撮

影する。 

なお、１枚の写真では位置が不明となる場合は、複数の写真を撮影又は撮影した写真を 

貼り合わせる等行う。 

（ 記入例 ） 

ウ デジタル工事写真の小黒板情報電子化（以下「電子黒板」という。）を行う場合は、

 上記アに示す事項の電子的記入ができ、かつ信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有 

  するものを使用する。 

  （３）施工寸法等の表示 

ア 写真には、所定の施工寸法が判定できるように必ず寸法を示す器具を入れて撮影する。 

イ 寸法を示す器具は、撮影後、判読できるものでスタッフ、リボンテープ等を使用する。 

ウ 寸法読み取り定規は、水平又は垂直に正しく当て、定規と直角の方向から撮影する。

なお、撮影位置によって、寸法が読み取りにくい場合は、寸法を示す器具に対し、太糸

等を水平に当て、寸法が読み取れるよう撮影する。特に深度を撮影する場合は標尺の０点

が読み取れるように撮影する。 

  （４）写真の種類及び大きさ 

写真は、原則としてカラー写真とし、大きさについては、サービスサイズを標準とする。 

ただし、事故など緊急にその状況の報告を必要とする場合は、原則として速成写真等を使

用する。 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（40型） 
撮

影

対

象 路  盤 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（粗粒） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（密粒） 5 

5 
10 
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なお、カラープリンタを使用する場合についても、同等とする。 

  （５）その他 

ア 撮影箇所の周囲はよく整理する。

イ 撮影は、同一方向に一定して撮影する。

ウ 夜間工事は、夜間の状況が判断できるような写真とする。

エ 掘削穴及び構造物内では、照明を行い鮮明に撮影する。

オ 撮影は、次の工程に移る直前に撮影する。

カ 必要に応じて、遠景と近景を撮影する。

キ 被写体が重複し、判別しがたいときは、中間に紙などの遮へい物を入れる。

ク 撮影済みのフィルムは、速やかに現像・焼付けし、内容を確認する。

ケ デジタルカメラにより工事記録写真の撮影を行う場合は、必要な文字、数値等の内容が

判読できる機能、精度を確保できる撮影機材を用いる（有効画素数200万画素以上）。

コ この取扱いにないものについては、市担当者の指示に従う。

27.3 写真の提出 

  （１）通常の写真撮影の場合 

写真は工事用アルバムＡ４版Ｅサイズポケット式の工事写真帳に整理し、提出する（図－

１参照）。 

  （２）デジタルカメラの場合 

  写真は、上記（１）又は同等のレイアウトにしたＡ４サイズ（普通紙以上）とし、次のと

おり整理し、提出する。 

ア 電子媒体の記録画像ファイル形式は、ＪＰＥＧ形式（非圧縮から圧縮率１／８まで）を

原則とする。

イ カラープリンタを使用する場合は、フルカラー600dpi以上、インク・用紙等は、通常の

使用条件のもとで５年間、顕著な劣化が生じないこと。

また、用紙は普通紙以上のものを使用する。 

ウ 画像修正の規制

（ア）画像の信ぴょう性を考慮し、原則として画像編集は認めない。 

ただし、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は認めることとする。 

（イ）撮影に誤り（標示板の誤表記等）がある場合は、画像編集によらず写真帳備考欄など 

  に別途明記する。 
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撮影標示板作成例（参考） 

 

施工件名：施工件名を記入 

お客さま番号又は水道番号：お客さま番号又は水道番号を記入 

施工箇所：施工場所の住所、を記入

撮影対象：工程名、材質、厚さ、深さ、施工図等を記入 

施工者：指定給水装置工事事業者名を記入

工事用アルバム 

Ａ４版Ｅサイズ 

ポケット式 

図－１ 工事写真帳 

工事写真帳 

工事箇所 

施工日 

施工者（指定事業者）名 

お客さま番号 

施工箇所 

撮影対象 

施 工 者 

施工年月日 令和○○年○月○○日 

路盤工 仮復旧アスコン２５型 

再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０ ＧＬ５cm下がり 

○ ○ ○ ○ 水 道 店（株） 

施工件名 

600 

450 武蔵野市 ○○ 町○ － ○○ － ○○

給水管（ 取付 ・ 撤去 ） 工事

○○○○○○ 
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撮影内容・方法
撮影枚数
（目安）

1 保安施設 保安柵、工事標示板等の設置状況が道路使用許可証と合致していることが確認できるよう撮影する。 2～3

2 交通誘導警備員等
交通誘導警備員（交替要員を含む）の配置状況が道路使用許可証と合致していることが確認できるよう撮影する。
また、建設機械誘導員等の配置が確認できるよう撮影する。

2～3

1 施工前 ・チョークで線を入れる等、掘削部分が分かるように撮影する。 1～2

2 舗装切断・こわし工 ・舗装切断工○cm、舗装こわし工○cmを標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。 2～3

・掘削完了後、配水小管を完全に露出させ、撮影する。

・配水小管の深度、分岐部掘削面積と深度が分かるように標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。

4 布設部掘削工 ・掘削完了後、布設部掘削面積と深度が分かるように標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。 1～2

5 宅地部掘削工 ・掘削完了後、布設部掘削面積と深度が分かるように標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。 1～2

6 側溝下等横抜き工 ・横抜きの長さが分かるように、標尺を入れて撮影する。 1～2

・サドル分水栓取付け後、サドル分水栓の口径、配水小管の口径を標示板に記載し撮影する。

・ゴムバンドの取付けがある場合は同時に撮影する。

・ステンレス製サドル付分水栓を取り付けた場合は、標示板にタイプA又はB・製造メーカ名を記載し、サドル付分水
栓の種別等が判別できるように撮影する。標示板記入例「タイプA   - （製造メーカ名）」

・配水小管が内面エポキシ粉体塗装管の場合は、施工前に専用のドリルを目印線が見えるように撮影する。 1

・分岐せん孔状況（せん孔、排水）を撮影する。 1～2

・コア挿入状況（挿入前、挿入後）は、ストレッチャ－を入れて撮影する。 2

・配管の立面図、寸法を標示板に記載し撮影する。

・分岐部、布設部、宅地内に分けて撮影する。
なお、配管状況が把握できる場合は全景写真でも可とする。

・仕切弁や仕切弁きょう等を設置した場合は、状況が分かるように撮影する。

・撤去完了後、サドル分水栓の口径、配水小管の口径を標示板に記載し撮影する。

・ゴムバンドの取付けがある場合は同時に撮影する。

・掘り上げた撤去管の延長、仕切弁の種類等を標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。

5 主任技術者
・給水装置工事主任技術者の立会いのもとで、取付け・撤去作業を実施していることが確認できるよう上半身を入
れ、標示板に「主任技術者」と記載し、本人の顔等が明確にわかるように撮影する。

1

6 防食シート工 ・ポリエチレンシート被覆後の写真を撮影する。分岐番号標も同時に撮影する。 1～2

・標示板に「残留塩素測定」と記載し、試験状況が分かるように撮影する。

・旧工業用水道管、井戸等導水管併設路線については、対照水との対比についても撮影する。

8 耐圧試験状況 ・標示板に「耐圧試験」と記載し、試験状況が分かるように撮影する。 1～2

・標示板に「仮復旧アスコン○○型　砂埋め戻しＧＬ○○cm下がり」と記載する。

・２０cmごとに転圧後、標尺を入れて撮影する。

・標示板に「仮復旧アスコン○○型　材料名ＧＬ○○cm下がり」と記載する。

・指定された厚さごとに転圧後、標尺を入れて撮影する。

3 塗布工 ・標示板に「仮復旧アスコン○○型　プライムコート（又はタックコート）」と記載し、撮影する。 1～2

4 表層工 ・標示板に「仮復旧アスコン○○型　表層工　〇×〇ｍ」と記載し、面積が分かるように標尺を入れて撮影する。 1～2

5 道路標示工 ・標示板に「道路標示工　〇×〇ｍ」と記載し、面積が分かるように標尺を入れて撮影する。 1～2

1 施工前 ・チョークで線を入れる等、掘削部分が分かるように撮影する。 1～2

2 舗装切断・こわし工 ・舗装切断工○cm、舗装こわし工○cmを標示板に記載し、標尺を入れて撮影する。 2～3

・標示板に「本復旧アスコン○○型　材料名ＧＬ○○cm下がり」と記載する。

・指定された厚さごとに転圧後、標尺を入れて撮影する。

4 塗布工 ・標示板に「本復旧アスコン○○型　プライムコート（タックコート）」と記載し、撮影する。 1～2

5 表層工 ・標示板に「本復旧アスコン○○型　表層工　〇×〇ｍ」と記載し、面積が分かるように標尺を入れて撮影する。 1～2

6 道路標示工 ・標示板に「道路標示工　〇×〇ｍ」と記載し、面積が分かるように、標尺を入れて撮影する。 1～2

他 1 その他 ・覆工板、水替え工事、土留工、障害物等その他必要な工種について、状況が分かるように撮影する。 1～

注1）状況が把握できる場合は、複数の施工箇所、工種をまとめて撮影してもよい。
注2）武蔵野市道にて推進工法を市道路管理課の指示に従う事。

安
全
管
理

3

2

せ
ん
孔
・
配
管

掘
削

3

3

5～7

2～42

1～3

仮
復
旧

1

分岐部掘削工

本
復
旧

2～3

路盤工

埋戻工

路盤工

残留塩素測定状況7

配管状況

2～4

別表－１　工事記録写真撮影事項

1～2

サドル付分水栓取付工1

撤去工4

工    種

分岐せん孔状況

1～2

2～3
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第２節 給水装置の維持管理 

給水装置は、年月の経過に伴う材質の劣化等により故障、漏水等の事故が発生することがある。事

故を未然に防止するため、又は最小限に抑えるためには維持管理を的確に行うことが重要である。 

また、給水装置は、水道使用者等が善良な管理者としての注意をもって管理すべきものであり、維

持管理についての使用者等に対する適切な指導が大切である。 

1 漏水の点検       

給水管からの漏水、器具の故障の有無について随時又は定期的に点検を行う。 

表－１ 

点検箇所      漏水の状況       予防・発見方法 

メ ー  タ

全て蛇口を閉め使用していな

いのに、パイロットが動いてい

る 

 定期的にメータを見る 

蛇    口 
蛇口漏水は、ポタポタから始ま

る 

 蛇口が締まりにくいときは、 

 無理に締めずにすぐ修理する 

水洗トイレ 
使用していないのに、水が流れ

ている 

 使用前に水が流れていないか 

 調べる 

受水タンク 

使用していないのに、ポンプの

モーターがたびたび動く 

 受水タンク以下の給水設備に 

 漏水がないか点検する 

タンクの水があふれている  警報機を取り付ける 

常時、受水タンクに供給してい

る音がする 

 タンクにひび割れ、亀裂がな 

 いかときどき点検する 

 家の外側を時々見回る 

壁 

（配管部分） 

配管してある壁や羽目板が濡

れている 
 家の外側を時々見回る 

  地    表 

（配管部分） 

配管してある付近の地面が濡

れている 

 給水管（地下３０㎝程度）の 

 布設されているところには物 

 を置かない 

下  水  の 

マンホール 

マンホールの中に、いつも 

きれいな水が流れている 

 マンホールの蓋をときどきあ 

 けて点検する 

4-265



２ 器具の故障と修理 

  一般的に使用されている器具の故障と修理方法は次のとおりである。 

（１）給水栓の故障と対策 
表－１ 

故  障 原  因 修   理 

漏    水 

① こま、パッキンの摩耗損傷  こま、パッキンを取り替える。 

② 弁座の摩耗、損傷  軽度の摩耗、損傷ならば、パッキンを取 

 り替える。その他の場合は水栓を取り替 

 える。 

ウォータ 

ハンマ 

① こまとパッキンの外径の不揃い

（ゴムが摩耗して拡がった場合など）
 正規のものに取り替える。 

② こまの裏側（パッキンとの接触面）

の仕上げ不良
 こまを取り替える。 

③ パッキンの硬度が軟かすぎるとき。  適当な硬度のパッキンに取り替える。 

④ 水圧が異常に高いとき。  止水栓で適当な水圧に調節する。 

不 快 音 
 スピンドルの穴とこまの外径が合わなく 

 がたつきがあるとき。 
 摩耗したこまを取り替える。 

  グランド 

  から漏水 
 グランドパッキンの摩耗、損傷  グランドパッキンを取り替える。 

 スピンドル 

 のがたつき 
 スピンドルのねじ山の摩耗 水栓を取り替える。 

水の出が 

  悪    い 

給水栓のストレーナにゴミがつまった場 

 合 

蛇口を取り外し、ストレーナのゴミを除 

去する。 

（３）給湯器

湯沸器にはいろいろな種類があり、その構造も複雑であるので、故障が発生した場合、使用

者等が修理することは困難かつ危険であるので、製造メーカーに修理を依頼する。 

 （２）ロータンクの故障と対策 
表－２ 

故      障 原 因 修 理 

水がとまらない 

 鎖のからまり 
 鎖が２環くらいたるむようにセッ 

 トする。 

 フロート弁の摩耗、損傷のため、 

 すき間から水が流れ込んでいる。 
 新しいフロート弁に交換する。 

 弁座に異物がかんでいる。   分解して異物を取り除く。 

オーバーフロー管から水があふれ 

ている。 

・ボールタップの止水位調整不良

の場合は、水位調整弁で調整す

る。

・ボールタップのごみ噛みの場合

は、パッキンに噛み込んだごみ

を取り除き、パッキンに傷があ

る場合は新しいものと交換する。

       水 が 出 な い 

 ストレーナーに異物がつまってい 

 る。 
 分解して清掃する。 

 主弁のスピンドルの折損  ボールタップを交換する。 
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３ 異常現象と対策 

（１）水質の異常 

ア 異常な臭味

水道水は、消毒のため塩素を混入しているので消毒臭（塩素臭）がある。この消毒臭は、

残留塩素の酸化作用による殺菌効果があることを意味し、水道水の安全性を示す一つの証で

ある。 

なお、塩素以外の臭味が感じられた場合は、飲用を控え、市水道部へ連絡をする。 

イ 異常な色

（ア）水道水が白濁色に見え数分間で清澄化する場合は、空気の混入によるもので一般的に問

題はないが、疑いのある場合は、飲用を控え、市水道部へ連絡をする。 

（イ）水道水が赤色又は黒色になる場合は、鋳鉄管、鋼管のさびが流速の変化、流水の方向変

化などによるもので一般的には問題がなく、一定時間排水することにより、ほとんどの場

合は解消する。 

なお、水質に疑いのある場合は、飲用を控え、市水道部へ連絡をする。 

（２）出水不良 

近くに配水小管がなく、長距離連合給水管により給水を受けている給水装置が、管の老朽や

支分栓の増加等により水の出が悪くなるなど出水不良の原因は種々あるが、そのような場合は

次による。 

ア 配水小管の水圧が低い場合

周囲のほとんどが水の出が悪くなったような場合は、配水小管の水圧低下が考えられる

ので、市水道部へ連絡する。 

イ 給水管径が小さい場合

当初の使用予定を上回って既設給水管から多数の支分引用を行うなど、必要水量に対して

給水管径が小さくなると出水不良をきたす。このような場合には適正な口径に改造する必要

がある。 

ウ 管内にスケール（さび等）の付着が想定される場合

亜鉛めっき鋼管などは内部にスケールが発生しやすく、年月を経るとともに実内径が小さ

くなるので出水不良をきたすことがある。このような場合には管の取替や一時的な延命措置

として更生工事等が必要となる。 

エ メータのストレーナにスケール（さび等）の付着が想定される場合

配水小管の工事等により断水したりすると、通水時の水圧によりスケールがメータのス
レーナに付着し出水不良となることがある。このような場合は、ストレーナ清掃を行う。 
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オ その他

給水管が途中でつぶれたり、地下漏水をしていることによる出水不良、あるいは各種器具

の故障などによる出水不良もあるが、これらに対しては、現場調査を綿密に行って原因を発

見し、その原因を除去する。 

（３）ウォータハンマ 

ウォータハンマが発生している場合は、その原因を十分調査し、原因となる器具の取替え、

給水装置の配管状況の改善、水撃防止器具を設置する等行い、発生を改善する。 

なお、当該給水装置に発生原因がなく、外部からの原因によりウォータハンマが発生してい

る場合もあるので注意する。 

（４）異常音 

給水装置が異常音を発する場合は、その原因を調査し発生源を排除する。 

ア 水栓のこまパッキンが摩耗しているため、こまが振動して異常音を発する場合は、こまパ

ッキンを取り替える。 

イ 水栓を開閉する際、立上り管等が振動して異常音を発する場合は、立上り管等を固定させ

て管の振動を防止する。 

ウ ア及びイ以外の原因で異常音を発する場合は、ウォータハンマに起因することが多い。
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参考資料 

メータ口径選定基準 

水道事業における主たる収入財源は給水量に対する料金であり、水道メータはこの給水量

を計量するための機器であることから、きわめて重要なものといえる。 

メータは、その構造によって計量範囲が異なっており、計量法に基づいてその範囲が定め

られている。しかし、この計量範囲は、あくまで計量の限界値であり、メータの耐久性や適

正な計量を確保するためには、メータ口径選定基準を参考にしてメータの選定を行う必要が

ある。 

市が採用しているメータ口径選定基準は、別表のとおりである。 
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注
１
  
○
印
は
、
給
水
方
式
に
適
合
す
る
型
式
を
表
す
。
 

  
注
２
  
適
正
使
用
流
量
範
囲
と
は
、
メ
ー
タ
の
経
年
劣
化
を
考
慮
し
た
標
準
的
な
流
量
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
 

注
３
 
１
日
あ
た
り
の
使
用
量
は
一
般
的
な
使
用
状
況
か
ら
適
正
使
用
流
量
範
囲
内
で
の
流
量
変
動
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で

1
日

5
時
間
の
使
用
と
は
一
般
家
庭
に
お
け
る
標
準
的
使
用
時
間
、
10

時
間
と
は
会
社
・
工
場
等
で
の
使
用
時
間
、
24

時
間
は
病
院
 

等
昼
夜
稼
動
の
事
業
所
で
の
使
用
時
間
を
想
定
し
て
い
る
。
 

 注
４
 
一
時
的
許
容
流
量
と
は
、
受
水
タ
ン
ク
等
、
短
時
間
で
大
流
量
の
通
水
を
行
う
場
合
の
型
式
及
び
口
径
選
定
時
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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